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会 議 名 決算特別委員会（第２日） 

 

開 催 日 時 平成２２年９月１４日 午前１０時００分～午後５時０４分 

 

会   場 第５会議室 

 

１． 出席者 

２番 杉浦辰夫、  ３番 杉浦敏和、  ６番 磯貝正隆、 

８番 内藤皓嗣、  ９番 神谷ルミ、 １２番 水野金光、 

１５番 岡本邦彦、 １６番 神谷 宏、 １７番 小嶋克文 

 

２． 欠席者  

   な し 

 

３． 傍聴者  

   幸前信雄、北川広人、寺田正人、内藤とし子、井端清則、小野田由紀子 

 

４． 説明のため出席した者 

市長、副市長、教育長 

経営戦略 GL、危機管理 GL 

地域協働部長、地域政策 GL、財務評価 GL 

市民総合窓口センター長、市民窓口 GL、市民生活 GL、税務 GL、収納 GL 

収納 G 主幹 

福祉部長、地域福祉 GL、介護保険 GL、保健福祉 GL、保健福祉 G 主幹 

こども未来部長、こども育成 GL、文化スポーツ GL 

都市政策部長、都市整備 GL、都市整備 G主幹、都市整備 G 主幹 

上下水道 GL、地域産業 GL 

行政管理部長、人事 GL、人事 G主幹、行政契約 GL、情報管理 GL 

学校経営 GL、学校経営 G 主幹 
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会計管理者 

代表監査委員 

議選監査委員 

監査委員事務局長 

 

５． 職務のため出席した者 

   事務局長、書記１名 

 

６． 付託案件 

認定第１号 平成２１年度高浜市一般会計歳入歳出決算認定について  

認定第２号 平成２１年度高浜市国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算認定について 

認定第３号 平成２１年度高浜市土地取得費特別会計歳入歳出決算認

定について 

認定第４号 平成２１年度高浜市老人保健特別会計歳入歳出決算認定

について 

認定第５号 平成２１年度高浜市公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算認定について 

認定第６号 平成２１年度高浜市公共駐車場事業特別会計歳入歳出決

算認定について 

認定第７号 平成２１年度高浜市介護保険特別会計歳入歳出決算認定

について 

認定第８号 平成２１年度高浜市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定について 

認定第９号 平成２１年度高浜市水道事業会計決算認定について 

 

７． 会議経過 

委員長 ただいまより、一般会計、７特別会計及び１企業会計についての質疑

を行ってまいりますが、一般会計につきましては、歳入、歳出と分けて質疑を
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行ってまいりたいと思います。一般会計の歳入は一括質疑とし、歳出につきま

しては、款ごとに分けて質疑を行ってまいりますので、よろしくお願いをいた

します。特別会計及び企業会計につきましては、議案ごとに、歳入、歳出一括

にて質疑を行います。また、委員会の円滑なる運営のため、質疑についてはま

とめて行っていただくとともに、発言は議題の範囲を超えないようにお願いい

たします。また、当局におかれましては質疑に対し、適切なる御答弁をいただ

きますようお願いいたします。質疑に当たっては、主要施策成果説明書、また

は決算書のページ数をお示しいただき、マイクを使っていただきますよう、合

わせてお願いいたします。なお、質疑漏れにつきましては、一般会計の質疑終

了後と特別会計及び企業会計の質疑終了後に、質疑漏れの部分について、質疑

を許可することといたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。  

 

 異 議 な し 

 

委員長 御異議なしと認め、そのようにさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。また、休憩中などに当局の説明員が席を移動する場合もあり

ますので御了承ください。 

 

認定第１号 平成２１年度高浜市一般会計歳入歳出決算認定について  

＜歳入＞ 

問（１７） 主要成果の１７ページですけども、市への収入済額がやはり昨年

度に比べまして、９０．５％とだいぶ落ち込んでおりますけども、特に法人市

民税のほうが２３．５％、これ非常に厳しいわけであります。ここで改めてこ

の減収の理由をお聞きしたいと思います。 

答（税務） 減収の理由ということでございますが、御覧のとおり本年度、２

１年度の市税全般につきましては、収入済額として８０億５，０００万、前年

比と比較しまして、８億４，０００万の減ということになっております。特に

御指摘のように法人市民税につきましては、世界的な景気低迷等によりまして、

自動車関連産業を初めとする全般的な業績悪化によるものでございまして、法
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人市民税で前年度比７億７，０００万、７６．４％の減ということになってお

ります。中でも鉄鋼業関係につきましては、前年度マイナス６億ということで、

法人市民税全体の８６．５％のマイナスとなっております。また、法人市民税

でも資本金の１０億円以上の法人、９号から７号の法人、５６社につきまして

は、前年度比マイナス５億６，０００万ということで、前年度比８８．８％の

減ということで、法人市民税全体といたしまして、法人数が８７７社、合計マ

イナスで７億７，０００万ほどでございますが、その中で先ほど申し上げまし

た５６社の法人につきましては、そのうちの７３％のマイナスという落ち込み

でございます。最近の動向を見ましても、円高またはリコール等問題もありま

す。このような状況の中で先行きにつきましてもまだまだ予断を許さないとい

う経済情勢でございます。こういった中で私ども税務グループといたしまして

も、今後の景気動向等を把握しながら、税収の把握に努めていきたいというこ

とを思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

問（１７） 収入、法人市民税に関しまして、２０年度が約１０億、２１年度

が２億４，０００万ありました。当然、今年度終わってませんけども、２２年

度の今のところの状況、予測、それと来年度はどのくらい一体予算が組めるの

か、この２点、すいませんけど、お願いいたします。 

答（税務） 本年度の状況でございます。本年度の状況につきましては、法人

市民税、７月分までの調定が出ておりまして、その中で法人市民税調定額を３

億１７０万ほどの今、収入でございます。２２年度の当初予算が１億８，００

０万ほどで組んでおりましたので、すでに１億余の予算を上回っておるという

状況でございますが、先ほど言ったみたいにですね、まだまだ予断を許さない

状況でございますので、この先どうなるかはちょっと予断を許さないというと

ころでございます。この先もですね、来年度につきましても、今年度の状況ま

たは先の見通しを十分把握しましたところで、議会終了後すぐ当初予算の編成

が始まりますので、それに向けてきちっと状況を把握しながら、先を見通した

予算にしていきたいというふうに思っております。 

問（１７） この不納欠損額につきましても、やはり決算書の７ページにあり

ますけども、市税の不納欠損額、やはり２０年度から２１年度に比べますと、
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約２，２００万、約２倍ですね、ふえております。それともう１点が収入未済

額もやっぱり６，４００万ほどやっぱり去年に比べて増加しております。ここ

ら辺の現状といいますか、対策を最後に伺います、終わりますので。  

答（収納） 不納欠損のほうのお話でございますけども、市税全体で先ほど言

われましたけども、４，５３２万４，０００円ほどとなりまして、対前年度比

では２，２００万円ほどの増額となっております。状況としましては市税合計

で無財産で２７件、所在不明６３件、生活困窮１６件、死亡２２件、出国１８

７件、あと消滅時効として４０１件ということで、７１６件という数字になっ

ております。これの最大の要因としましては、今回時効により４０１件という

ことで、２，８００万円ほどを不納欠損いたしておりまして、対前年度比が１，

１００万ほど増になっております。次に出国によりまして、１８７件と８５３

万円ほどとなりまして、対前年度比５７２万円ほどの増額が主な要因でござい

ます。こういった景気後退の折でございますので、私どものほうの財産調査を

積極的に行いまして、無財産によって２７件、３５０万円ほどとなりまして、

前年度比が２６６万円ほどの増額となっております。こういった今後とも破産

手続きとか個人、法人両方でございますが、そういった方が増加するかと思い

ます。また財産調査をしてもそういった財産がない方もおみえになります。そ

ういった方に対しましては、こういった不納欠損という手続きがございますの

で、不納欠損という形で上げていきたいと思っております。また、収入とか財

産がありながら支払わない方ですね、そういった方も現実にはおみえになりま

すので、こういった実態調査あるいは財産調査を活用して、その辺の見極めを

しながら、積極的に差し押さえ等を行っていきたいというふうに思っておりま

す。次に市税の滞納のほうでございますが、市税の滞納につきましては今年度

９３％となりまして、２０年度と比較しますと収入未済では６，３８６万円ほ

ど１２．８ポイントの増加となっておりまして、徴収率自体は２０と２１で比

較しますと、１．５ポイントの減となっております。これはもっと細かく申し

上げますと、現年分について見ますと、個人の市民税とか固定資産税、都市計

画税では前年度より０．２ポイントほど増加となっております。また軽自動車

税では０．１ポイントの増加となっておりまして、全体では現年度分としまし
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ては昨年度と同じ徴収率となっております。滞納繰越分につきましては、一部

法人市民税とか軽自動車は前年度を上回っておりますが、収入未済額の伸びと

いうのが、収入済額を大きく上回っておりまして、滞納繰越額の調定額が前年

から大きく増加していることが、昨年度と比較しまして３ポイント減というふ

うになっております。こういった市税のほうの滞納につきましては、先ほどの

不納欠損と同様に景気動向による面もございます。または収入が減になるとい

う方もおみえになります。そういった方につきましては、先ほどと同様、支払

える方、支払わない方、そういったところを見極めて、今後差し押さえ等行っ

ていきたいというふうに思っております。 

問（１７） さっき１点、もう１点ありまして、３４ページですけども、基金

の繰入金ですけども、今回基金の繰入金が１億７，４００万円ほどありますけ

ども、去年は確か表が全部基金ごとにいくらか書いてありましたけども、今回

は計算しますと、１億７，４００万円の約３分の１しか表が上がってないです

ね、表に。これはなぜですか、これは。 

答（財務評価） １億７，４００万の基金で主要なものしか計上されてないと

いうことなんですけれど、３４ページの表の下のほうにですね、公共施設等整

備基金それから障害者福祉基金ということで統合をしておりますので、その部

分がここには計上されてないということになるかと思います。  

問（１７） これは公共施設と障害者福祉基金、合わせますとちゃんと１億７，

４００万になります、これは。これならないと思います、これは。なります。 

答（財務評価） その統合した部分を合算すれば、１億７，４００万になりま

す。 

問（１７） すいません、例えば決算書の３９４ページ見ますと、各基金の増

減がありますけども、例えば高浜市保育施設整備基金、これが増減がマイナス

４，５４９万あります。これは別に基金としてではなくて、違ったこれは使い

方ですか、これは。これは基金繰入金じゃない、これは。 

答（財務評価） 今の保育施設整備基金の４，５００万の部分につきましては、

統合したことによって、基金の全額、積立金のほうに積み立てをしているとい

ったような計上の形になっております。 
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問（１７） わかりました。これ、なんでこの２つが抜けてますか、これは。

できればこれ全部書いたほうが３４ページに書いてあります、内訳は次のとお

りと書いてありますので、ちゃんとこれ全部書いたほうがいいと思うんですけ

ど、これ書かない理由が何かあります、これは。挙げない理由がこれは。今の

２つの基金について。 

答（地域協働部） 今、基金繰入金で公共施設等整備基金、それから障害者福

祉基金、それぞれ内訳をということでございましたけれども、統合するという

ことは簡素化をしてですね、対応をしていきたいというようなこともございま

して、その大きなものについて上のほうに書かさせていただいておるというこ

とでの御理解をお願いをしたいと思います。したがいまして、当然今度この公

共施設、障害者福祉基金等についてはですね、次年度についてはもっと明確に

させていただくということでよろしくお願いします。 

問（８） 私が聞こうと思っていることをほとんど聞いていただきましたので、

１つだけお聞きしたいんですけど、今年度、２１年度の決算について、予算に

ついてもそうですけど、予測されたことだと思いますけども、そして先ほど答

弁の中にありました、法人税が少し上向いてるというような報告もありました

ですけども、昨年でしたか、緊急財政計画が立てられて、その後中期財政計画

も立てられるということでしたけども、今、今後に向けて財政計画を立てられ

ているのか、お聞きしたいと思いますが。 

答（財務評価） 中期財政計画につきましては、今まさに取り組んでいる最中

でございまして、担当部局等からですね、来年度以降３カ年の経費、それから

歳入につきまして、提出をしていただいたものを積み上げさせていただくとと

もに、来年度は総合計画の初年度であるということもありまして、その中のア

クションプランですね、その経費についても今、取りまとめをしているといっ

たような段階でございます。 

問（８） ということは、今年度中に財政計画ができるということでしょうか。  

答（財務評価） はい、おっしゃるとおりでございます。今年度中に作成をす

ることとなります。 

問（９） ２点ほどお伺いいたします。主要成果説明書の３５ページの繰越金、
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事故繰越額の支払いの終わらなかったもの、１，０００万円くらいありますけ

ど、支払いの終わらなかったものについてと、あと３８ページ、市債ですけれ

ども、これ減収補てん債の５億円をはじめとして、８億円ほど増えているんで

すけど、全部、岡信さんで一括っていう、言葉悪いですかね。２．２％の利率

で、市債発行されているんですけど、他の金融機関さんとその利率についての

話し合いとかあったのか、なぜ一括で全部ここから市債借りているのか、ちょ

っとお願いいたします。  

答（会計管理者） 借り入れの関係につきましては、市内の金融機関に利率の

入札を行いまして、岡信さんが一番低いということで、岡信さんに決めさせて

いただいております。市内５行になりますけども、そちらで決めさせていただ

いております。 

答（行政契約） １，０４５万円の事故繰越額につきましては、これは市庁舎

のエレベーターの改修を行いまして、エレベーターの改修部分の支払いでござ

います。 

問（１２） 法人市民税の減収の理由というのか、それについては伺ったわけ

ですが、私ども、長年、市の財政、安定財政を確保するという点でも、法人市

民税のあり方の改善というものを求めてきたわけですが、直近の超過課税の全

国の実施状況ということと、高浜市がその点で今後、法人市民税のあり方につ

いて改善の考えがあるかどうか、それについて伺います。 

答（税務） まず、 法人市民税の超過課税、不均一課税の全国の状況という

ことでございます。２２年の４月１日現在でございますが、全国市町村、１，

７２７団体中、標準税率の団体が７２４団体で、一律超過課税団体が７６９団

体、合併による不均一課税が２６団体、資本金等の区分による不均一課税を実

施しておる団体が２０８団体、こういう状況でございます。今後の状況、検討

ということでございますが、この辺につきましては、先の３月議会におきまし

ても、市長のほうから不均一課税関係につきましては、考えのないということ

を申し上げさせていただきました。法人市民税につきましては、均等割を除き

まして、企業収益への課税を基本としております。税収が景気変動の影響を受

けるということで、昨今の経済情勢の中、不安定な財源確保ということになっ
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ております。むしろ、市長もそのとき申されましたが、いかに企業さんが、こ

の地域でしっかりと事業展開していただきながら、収益を上げていただくか、

その中で固定資産税も増え、事業拡張ということで税収の安定性に富んだ基幹

税目の確保につながるものと考えております。 

問（１２） 今、企業のいわゆる法人市民税、そういうものが財源として非常

に不安定というのかね、増減が激しいということは確かに承知しておるんです

けど、今日、大変な不況になっている、その要因の一つに大企業の内部留保を

含めて、資産の溜め込みというものが、２４０兆円を超えるようなね、蓄えが

あるということによって、天下の回りもののお金が、いわゆる、世の中に回ら

なくなってきているということが大きな原因なんです。先ほど、２１年度の決

算で法人市民税が２億３，０００、２億４，０００万円程度ということで激減

しておると、その２００９年度、実は日本の資本金１０億円以上の大企業が内

部留保１１兆円もふやしておるんですよね、税金はうんと減っているんですけ

ど、景気悪いといって、皆さんの、我々の職場の給料なんかも下がるという中

で大企業はむしろ大企業は１１兆円内部留保ふやしてしまったと。もしこれが、

そのまま、従来通り、ちゃんと世の中に回っておれば、１１兆円のほとんどが

消費に回るという、そういう仕組みそのものを大企業に溜め込むことによって

深刻な不況を一層深刻にしているという実態があるわけで、例えば法人市民税

については、相当前に法人税が３７．５が２０％減をそのまま実行しておると

いうことで、今、法人税そのものが３０％、２０％引いておるわけですね、で

すから超過課税というのは、ちょうど２０％、上乗せができるということでそ

れをやって以前の法人税の、法人市民税の水準に戻すということも景気をよく

するための一つの施策だという点は、ぜひとも財政当局としては検討してもら

わないかんじゃないかということを、私どもは以前から言っておるわけです。

これは財務省の発表で出された最近のデータに基づいて２００９年度の実績が

約１１兆円ふやして、総額は資本金１０億円以上で２４４兆円蓄えておると。

だからあの最悪の不況期でも内部留保をふやせるというほど、大企業には余力

があるという点も一つ御理解をいただきたいと思います。それから国際比較で

この法人税が高いということを盛んに言って、菅さんも今、何か言っているよ
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うですけど、実は法人税だけでみると国際的には高いか、やや高いほうに位置

するかもしれませんが、社会保障の企業の分担等は、ヨーロッパに比べてかな

り低いということや、３０％という法人税も研究開発費等を投入しているとこ

ろでは、その減税というのがありまして、実際には３０％超えるような法人税

を納めている大企業というのは本当に少ないという実態もあまり知られていな

いということも含めまして、ぜひこういった実態から高浜市の財政も厳しいと

いうことですので法人税の超過課税も含めて財政運営、今後については検討す

べきだと思いますが、財政見通しが将来さらに厳しくなる可能性もあるわけで

すから、そういう中で高浜市の財政運営をどのようにしようとしているのかい

う点について考え方をお伺いいたします。 

答（税務） 法人市民税の考え方につきましては、その時々の経済状況等を背

景にした税制改正というものが行われております。税の課税事務を担当する者

といたしましては、地方税法並びに条例等法令に基づき、適切、適正な課税事

務をすることが基本であると考えております。で、このような状況の中、単に

ですね、法人市民税、税率を上げるというものではなくてですね、監査委員さ

んからの御指摘もございますが、将来にわたる安定した財政運営を確立する意

味でも企業誘致の推進など、自主財源を確保する一方で、今、行っております

事業仕分け等により事務事業の見直し、行政コストの削減等、プライマリーバ

ランスの黒字の維持に努めることが重要と考えておりますので御理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

問（１２） 先ほど、全国の自治体のいわゆる超過課税の実施状況というのは

答弁があったわけですが、市段階でのその数字というのはどうなっているのか、

それについてお知らせください。 

答（税務） 全国の市の状況でございますが、全市、全国で７８６団体ござい

ます。そのうちの標準税率採用が、１７６団体、一律超過税率採用が４０７団

体、合併による不均一課税２６団体、資本金等の区分による不均一課税を実施

しているのが、１７７団体という状況でございます。 

問（１２） 今、答弁があったように、やはり市段階でも全国の８割近い自治

体がすでに何らかの超過課税を実施しておるということは、今の財政状況を含
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めてまた、企業の社会的責任を果たしていただくという観点からもこれはふさ

わしいあり方だと思うんですね。そういう点は、今後の財政運営の中では重要

な施策の一つとして、ぜひ、取り組んでいただきたいということを要望してお

きます。それから、先ほどもでておりましたが、決算の１１ページにあります、

不能欠損、相当多くなっておると、また収入未済が４億円と増加傾向になって

いるということも含めて、先ほどこの欠損の実態については数字示していただ

きましたが、なかなか納税困難な方が増えているという、この実態もまた把握

しなきゃいかんと思いますね。その点でどのように分析しておるのかという点

と、それから、収入激減者に対する税の減免の実施、これがこの決算ではどの

程度対象者があって、減免がされてきておるのかということについてもお答え

をいただきたいと思います。 

答（収納） 滞納者のほうの理由別でございますが、市税全体、介護保険、私

ども所管している介護保険ちょっと除いておりますけども、全部で６，４３１

件が延べでございます。実数的には３，９７７人でございます。一番多いのが

常習の方と申しましょうか、古い税があって、その税をずっとそのまま現年ま

で継続している方、そういった方っていうのが、１，３００人ほどおみえにな

ります。それとあと、新規で、これは現年でぽっと忘れたような方、そういっ

た方が６８９人ほどおみえです。あと分納を履行されている方が１，３００人

ほどおみえになります。あと、死亡、転出、出国、所在不明で１，９００人ほ

どおみえになりまして、この納税意識の欠如の常習の方という方と、新規の方、

ちょっとしたお忘れの方含めますと２，０００人ほどになりまして、これが１

番滞納の大きな理由の１つでございます。２つ目が、先ほど申し上げました、

死亡、転出、あるいは出国、所在不明で２，０００人ほどの方がおみえになり

ますのでその方の割合が３１％ほどでございます。その次が分納の履行中の方

でございます。１，３００人ほどで２１％ほど、そういった状況でございます。  

答（税務主幹） ２１年度の減免につきましては、市民税のほうがですね、１

０７件で約３６０万円減免をさせていただいております。理由としましては死

亡が５０件、負傷、疾病が７件、生活困難者５０名、以上で１０７名で約３６

０万円減免をさせていただいております。 
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問（１２） わかりました。経済的な事情でかなり滞納がふえてきておるとい

う実態が、そういう中にみえるわけですが、そういう点では、一方では納税が

困難な人たちに対する税金の減免や、さらには減税というようなことも検討す

べき課題の一つかと思いますが、２２ページのこの固定資産税、これが前年に

比べてちょっと減になっておるんですね、これはどういう事情によるものかと

いうことと、それから都市計画税、これ７億４，４００万円とあるわけですが、

これについては全国的にもさまざまな施策の中で、都市計画税の市独自の減税

というものを実施している自治体も多いわけですね。そういう点でこの高浜市

がそういう点で検討しているのかどうか。ぜひ検討すべきだと思いますが、そ

れについての答弁をお願いします。 

答（税務） まず、固定資産税の減額でございますが、前年度と比べて０．４％

ほどの減になっております。理由といたしましては、御承知のとおり固定資産

税は土地、家屋、償却資産ということに分かれております。で、そのうちの土

地につきましては、前年度に比較しまして、土地につきましては０．９％の増

ということになっております。また家屋につきましても前年度と比較しまして

家屋がマイナスの１．９％の減ということで、ここの部分で若干固定資産税減

ということになっておりますが、理由といたしましては、棟数、床面積とも新

増築の関係で増加をしておるわけでございますが、評価額に関しましては、２

１年度、評価替えの年でございまして、若干、在来家屋の評価額が減価となっ

たというものでございます。それから、都市計画税の関係でございます。都市

計画税の関係も毎回の御質問ではございますが、当市といたしましては、言っ

ておりますようにですね、都市計画事業費の費用に充てるための目的税という

ことでございまして、この事業費に充てる充足率がまだ７４．３％ということ

になっておりますので、このような状況の中で税率を下げるというような考え

はもっておりませんのでよろしくお願いいたします。 

問（１２） 続きまして３０ページ、成果説明書の３０ページで１２款１項の

住宅に関して、空き家対策含めて来年度の施策を急ぐ必要があると思うんです

けど、これについては例えば、いわゆる家賃を下げるとか、その前提として借

りておる契約を長期契約であったけど、そういうものについても経済状況激変
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という中で、実際には空き家率が５０％近くあるということであれば、その辺

を改善するために一定の相談も含めて検討しているのかどうか、それについて

お伺いします。 

答（市民生活） まず、借上公共賃貸住宅の家賃の減額ということでございま

すが、昨年もお答えをさせていただいておりますけども、既存入居者の関係も

ございますので、この辺りは、慎重に取り扱ってまいりたいと思っております。

あと、空き家の部分というところでございますが、昨年度より委員御承知かと

思いますが、借上公共賃貸住宅に入居者募集中というような看板も改めて設置

をさせていただきました。おかげで問合せは多分にありまして、新規の入居者

も確保できておる状況ですが、戸数については４３戸と下げ止まっておる状況

になってございます。引き続き、これら看板と広報等で募集をしていって入居

者の確保に努めてまいりたいと思っております。 

問（１２） いずれにしても、借上住宅が４３戸も空いておる状態というのは

異常な事態なんですよね。で、例えば民間で大家さんをやっておったら、普通

でいえば、これはもういつか倒産の状況になっていると思うんですね。で、既

に入居者との関係とかいろいろ難しい調整は必要かと思うんですけど、それだ

けの財産が空き家で掃除だけ時々空気を入れ替えるというような費用が発生さ

せて放置されるということは、あってはならないということで思うんですね。

そういう点では、看板を出したりいろいろな手を打っている努力は認めるわけ

ですが、今の状況がこういうふうになっているという実態も踏まえて使える資

材が放置されて自然に痛んでいくと、それで使っているよりももっと痛むとい

うふうに言う人もいるくらいで、その点では、その既存に既に入っている人た

ちの対策も含めて難しいというんでなしに、解決の方向をやっぱりしっかりこ

れは検討して方式を出さないとこれはどうみても市民の皆さんの理解は得られ

ないと思うんですね。そういう点では、これは担当レベルだけでは十分なね、

決断というのは難しいかと思うんですけど、ぜひ、市の責任ある方々がどうい

った考えでこれを見ておるのか、これは税金の使い方として非常に重要な問題

ですので、基本的な考え方含めてぜひ伺っておきたいと思います。  

答（市民生活） まずもって現在の入居の数が４３戸、空きが３５戸というこ
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とでよろしくお願いいたします。先ほどの入居者のところでございますが、昨

年のオーナーさんとの会議をいたしております。その中で当然ながらこういっ

た状況も御説明をし、委員の申されたようなこともお伝えをさせていただいて

おります。オーナーさんのほうからそういう事情はわかるけども、やはり先ほ

ど言った理由等々で、なかなか難しいんではないかということはありますので、

今年もオーナー会議でですね、改めてそういった形のものは、お願いをしてま

いりたいと、かように考えておりますのでよろしくお願いいたします。  

問（１２） 相当前からこれ懸案になって、若干の改善、前後しておるという

状況で、何年か過ぎておるんですね。そういった意味では責任ある市長を初め、

そういう方々がこの問題でどう考えておるかということを含めて、解決の方向

というのは、決断すればいくつかあると思うんですね。それについて、このま

まではまた同じようなことを議論するという、時間がくれば解決するというこ

とじゃないと思いますので、ぜひきちっとした考えを述べていただきたいと思

います。 

答（市民窓口セ） 借上公共賃貸住宅の空き部屋の問題につきましてはこれま

でもですね、さまざま努力をしてまいりました。そういう中で、これまで入っ

てみえた方との公平性の問題だとかですね、いろんなことの課題、一つ一つク

リアしていく必要がございます。そうした中で、今年度も私ども新たな空き家

対策こういったものを視野に入れながら、一つ一つの問題を解決しながら、こ

とにあたっていきたいということでございますのでよろしくお願いいたします。 

問（１２） 例えば、既に入っている人たちに対しても、若干の恩恵を受ける

ような形で料金の設定、大家についても一定の御理解をいただくというような

ことも含めてね、検討の余地は十分あるじゃないかと思います。例えば、端的

な話、家賃を例えば１万円下げて、全員埋まれば３５戸がそれだけ埋まるわけ

ですから、それで増収部分の一定の部分を既存の入っている人たちにも家賃を

少し下げるとかね、そうすれば、一定の理解というのは得られるということを

含めて、これは一度ぜひ対策のこの検討委員会を立ち上げるなり、緊急の対策

を含めてやらないと、毎年似たような数字がついておると、地元の不動産屋に

も頼んだとか、常時募集にしたとか、さらには看板を掲げたとかという対策を
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やってこの状況になっているわけですから、その辺については、一度市として

は何らかの対策が必要ではないですか。ぜひ、これは市長のほうで決断をぜひ

聞きたいということです。 

答（後藤副市長） この借上公共賃貸住宅につきましては、もう２、３年ほど

前から皆様方からいろいろと御指摘をいただき、また、いろいろなアイデアも

いただいております。私どもそういったことも参考にさせていただきながら、

何ができて何ができないのか、あるいはどこまでできるのかというようなこと

は、私ども内部の中で検討しております。その中でできることから今、してお

りますが、一方で借上公共賃貸住宅、早いものですともうあと３年ほどで返還

をする時期になってまいります。そういったことからオーナーさんと返還に関

わる、今、協定もあわせて議論を、協議を進めております。そういった中で、

できるだけ私どものほうでは、できるだけ入居者をふやしたいということと、

一方では大家さんのほうでは、言葉は悪いんですが、善良な入居者でないと困

るというようなこともおっしゃられます。そういったことを含めて、これから

オーナーのほうと十分協議しながら私どもといたしましては、できるだけ入居

率を高めるその最善の努力を引き続き努めてまいりたいとこのように思ってお

りますのでよろしくお願いをいたします。 

問（１２） ぜひ、効果のある改善を求めておきたいと思います。３７ページ

の諸収入の関係で、雑入が１億５，１７８万６，３２２と大変な多額になって

いるわけですが、その中にけっこう大きな額の収入が雑入としてなっておるよ

うですが、例えば、資源ごみの回収収益金というのは、そこに入っているのか

どうか、いくらなのかそれについてお答えください。 

答（市民生活） 資源ごみの回収収益金につきましては雑入の細節の２５で記

載させていただいております。収入済額といたしましては、８５０万６，５６

７円でございます。 

問（１２） この辺はね、予算でも一応項目としてうたっているわけですが、

先ほど他の委員からの質問にあったように、可能な限りできるだけそういうの

はきちっと書くべきではないかと、それだけの金額のものが雑入ということで

はね、わかりにくい。せっかくのこういう成果説明書ですので、ぜひ改善、例
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えば、すべての項目というと難しい場合でも、１００万を超えるようなものに

ついては、最低限記載するというような取り組みは、説明書ですから、改善が

必要ではないですか。その資源の回収の収益金というものは、どのように使わ

れてきておるのか、どういう考えでこの収益金を使っておるのか、それについ

てお答えください。 

答（市民生活） 資源ごみの回収収益金の充当先でございますが、ごみ減量リ

サイクル推進事業、そちらのほうに主に充てさせていただいております。具体

的に申しますと、その中でも町内会様への報償金等々、資源ごみの分別収集の

報償金、そのようなところに充てさせていただいております。  

問（１２） 先ほどの雑入の記載方法については、今後改善すべきと思います

が、答弁は。 

答（財務評価） 雑入の表記の仕方につきましては、そこに記載してある区分

につきましては、１８款までに計上できないものをすべて雑入として計上させ

ていただいているわけなんですが、比較的金額が多額なもの、それから区分を

する必要があるものにつきまして、区分をさせていただいておるところでござ

います。雑入のその下の区分での表記につきましては、今後検討してさらにわ

かる主要成果としていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

 休憩 午前１０時５０分 

 再開 午前１１時００分 

 

＜歳出＞ 

１款 議会費 

 

 質 疑 な し 

 

２款 総務費 

問（６） 主要成果の１２、１３のところで、総務費が指数のところで前年比

１５７．４という大きく上がっております。これは確認ですが、いわゆる定額
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給付金とそれから前年度の還付金ということで理解してよろしいですか。  

答（財務評価） 総務費の増の理由でございますが、今おっしゃられたとおり

定額給付金の給付事業、それから法人税等の過年度の還付金、それからまちづ

くり協議会の拠点整備で約１億５，６００万程度ございます。  

問（６） それでその８１ページ、還付金のところですが、２８４件あって、

３億１，７００万、これは業種先ほどお話がありました、やはり鉄鋼関係ので

すね、あるいは大企業といいますか、大きな部分の会社の還付金と考えてよろ

しいですか。 

答（税務） そうでございます。 

問（９） 主要成果の４１ページの３番目の庶務支援センター運営事業費、１，

６００万ほどありますけれども、委託先が高浜市の総合サービスになってます。

これ委託料で一括でこの金額が載っているわけですけれども、先般平成２０年

度、５９ページ見ていただきますと、やはり総合サービスで庁舎清掃費として、

１件今年は上がっているんですけども、平成２０年度市庁舎コントロール室等

管理業務というのが３６０万ほど別に上がっていました。今年度は１，６００

万の中にその３６７万２，９９６円も繰り込まれて委託料一括というふうにば

っくり書かれているわけですけれども、市庁舎室コントロール業務というのが

去年までは別立てで、別事業で委託されていたのに、平成２１年度になぜこの

一括で委託されているのか、その明細というのは高浜市総合サービスにいくと

委託料で全部入ってきて、分散される品目も分かれるわけですけれども、こち

らから委託料として出す時に、このばっくりとした書き方では先ほども御指摘

ありましたけれども、ちょっとこの事業自体すごく不明確なのでちょっと教え

ていただきたいと思います。 

答（行政契約） 御質問いただきました庁舎のコントロール室の管理業務、昨

年度までは財産管理費の庁舎管理事業の中で計上しておりましたものを、平成

２１年度から庶務支援センター運営業務ということで一本にさせていただきま

した。その理由でございますけれども、管理部門の庶務的な定例業務と現業業

務を１箇所に集約をするということによりまして、例えば契約事務であります

とか、支払い事務でありますとか、そういった事務的なことの効率化を図ると



18 

いう理由で一本にさせていただいたものであります。表記がばっくりとしてわ

かりにくいということにつきましては、来年度一度検討させていただきまして、

少しわかりやすいような表記にさせていただきたいと思います。  

問（９） よろしくお願いします。この１，６００万の案分ですね、どれがど

のように使われているかというのは、しっかり把握しておきたいところなので

ぜひよろしくお願いいたします。続きまして、５５ページ、広報活動費のまた

委託料なんですけれども、平成２０年度は在宅モデル業務事業として、１６９

万２，６００円、上がっておりました。今年度は総合サービスに広報原稿準備

業務委託として名目が変わって出されているのはなぜなのか、お願いします。  

答（危機管理） 平成２０年度につきまして、在宅モデル業務委託料というこ

とでやらさせていただきまして、２１年度、広報原稿準備業務委託料というこ

とで、名称を変えております。業務内容につきましては、同一の内容でござい

ますが、当初は在宅モデル業務ということで、在宅でできる業務のテスト的な

ことでその内容確認をするといった意味が強く行われて、大きな目的としてや

っておったわけですが、そういった業務につきまして、平成２１年度につきま

しては、改めて総合サービスにおいて、広報準備業務ということでですね、名

称を変えさせていただいたということでございますので、よろしくお願いしま

す。 

問（９） では平成２０年度までの在宅モデル業務というのは、事業として成

果があまり出なかったということの認識でよろしいわけですね。それで総合サ

ービスに広報原稿準備業務ということで改めて、２１年度委託して、来年度か

らもこの広報委託は総合サービスに行われるわけですか。 

答（危機管理） そうではございませんで、在宅モデル業務としての内容が確

認をできたということで、２１年度からは広報原稿準備業務とさせていただい

たものでございますので、内容的に問題があったとかそういうことではござい

ませんので、よろしくお願いいたします。 

問（９） ７０ページの防犯対策費の防犯・防災ソーラーLED 証明灯設置工事、

２５基、２，９００万、約１基に直すと１２０万前後なんですけれども、これ

防犯灯施設事業というのも予算組みの中ではかなり予算低くて、決算になると
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２，０００万、３，０００万ぐらい防犯設置工事がふえてきたわけですけれど

も、どういった経緯でこのようにふえたのか、また防犯・防災というのをむや

みやたらには多分設置してないと思うんですけども、戦略的目標を持ってね、

次年度以降も防犯・防災をしっかりしていきますということで、設置されてい

るのか、どういった目的で今年度２５基もふえたのか、そこら辺を答弁をお願

いします。それと次の７１ページの同じく市民相談の委託料の８６２万６，０

００円なんですけれども、これポルトガル語の通訳の委託業務で高浜市総合サ

ービスのほうに８５０万ほど委託料で出してます。先般県のほうの事務事業の

評価に行った時に、多文化共生社会づくり推進費というので多文化ソーシャル

ワーカーの活用事業というのが県のほうでやられています。そういったのを利

用するのに、共通の多文化ソーシャルワーカーの活用事業というのが県のほう

にもあるわけですけれども、そういったことを高浜市総合サービスのほうに委

託で出してしまうと、連携とかそういったことはうまくいくのか、その２点に

ついてお願いいたします。 

答（都市整備） まず防犯のソーラーの LED の関係なんですが、実は昨年の

８月の議会におきまして、高浜まち協のほうに全体的に５つと吉浜まち協に５

つ、高取まち協に５つ、南部のまち協に５つ、翼に５つということで、全部２

５基の太陽光発電の LED を設置させていただきましたものですから、その分

が上がっております。 

答（市民生活） 委員から今、御指摘のありました県の多文化ソーシャルワー

カー活用事業におきましては、ちょっと私どもで内容を詳細に把握しているわ

けではございませんので、何とも言えませんけども、事業仕分けでもお答えし

たように、碧南、高浜で多文化共生プロジェクトというものが今立ち上がって

おります。そういったところも含めて、多チャンネルで今後検討してまいりた

いと思っております。 

問（９） 防犯のほうの防災ソーラーLED、まち協に５基ずつということで、

なぜ設置したというか、議会で説明もあったわけなんですけども、戦略的目標

ですよね、２５基、１基につき１２０万かかる、それからの施設管理費の管理

も当然お金がかかってくるわけですし、このまま次年度以降も防犯・防災でや
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るのか、その地域共生、まち協のほうというか地域文化のほうに下ろしていく

のか、そこら辺のところの連携とか都市づくり、まちづくりに関連してくると

思うんですけども、そういった戦略というのはお持ちなのか、お願いします。  

答（都市整備） 今回２５基やった考え方としましてですね、今までうちの防

犯につきましては、電気で電力があるものに対して防犯灯というのは設置がさ

れております。実は今の防災の中で、このまち協の中に何か災害が起きたとき

に避難場所としてその箇所をまち協の中で選んでいただきまして、防災の中で

その部分を設置させていただいておるという状況なんです。太陽光発電にした

のも災害時のときに電気がないときに緊急時に夜間も電灯がつくということで、

避難した方の電気に、そちらのほうに集合していただいて、何かの集合場所と

して活用していただきたいということで５基ずつ設置させていただいておりま

す。 

問（２） 主要成果説明の４３ページの市民活動運営事業の部分のですね、一

番下に書いてあります、町内会集会場等建設費補助金、ここの部分で平成２１

年度としては二池町内会で町内会集会所改修ということが上がっておるわけで

すけど、改めて町内会等で集会所、会館等新しく建設するにあたって、改修で

すか、市として補助金が出とると思うんですけど、そのいろんな条件とかどの

程度出るかということ、それから今までで町内会としてどの程度の町内会が利

用してみえるかお願いいたします。 

答（地域政策） 集会所等の建設費補助金につきましては、高浜市集会所、避

難所及び防災倉庫建設費補助金交付金要綱がございまして、これに基づいて行

っているものでございます。内容につきましては、新築、増築、改築につきま

しては、補助限度を９００万として、対象経費の２分の１ということでござい

ます。それから改造につきましては、補助限度額を２００万としまして、補助

対象経費の２分の１ということでお支払いをしているものでございます。今ま

で使っていただいた例としましては、昨年でしたか、沢渡町さんの町内会館の

新設とかそれから論地町さんのこれはクーラーの設備の改修等で使っていただ

いております。 

問（２） 主要成果の７２ページ、ここの部分の防災活動事業の中の備蓄品の
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購入の部分ですけど、ここにうたってありますアルファ米なりアルファ米のア

レルギー対応食、飲料水等書いてあるわけですけど、保管場所としても市内３

箇所ということですけど、ここの部分について、当然この数量を出す上の根拠

というのがあると思うんですけど、その数字と当然賞味期限というか消費期限

というのが出てくると思うんですけど、それに対しての対応というか、どのよ

うな処置をしてみえるかということ。 

答（危機管理） 備蓄食糧、飲料水につきまして、その数量の算出の関係でご

ざいますけれども、現在想定されております、東海地震、南海地震、東南海地

震とあるわけですが、一番被害がこの地域に大きいだろうといわれておるのが、

東海、東南海地震連動のケースでございます。そうした場合、高浜市におきま

しては震災初日において、避難所へ避難される方が約８，９００人が想定され

ております。この８，９００人の避難者の方に対しまして、１日分ということ

でございますが、２食の食糧、それから飲料水については２リットルというこ

とで想定をいたしまして、細かい数字でいきますと、１万７，８００という数

字が出てくるわけですが、これを１万８，０００ということでこの１万８，０

００食を備蓄の目標としたいということで計画をいたしております。この１万

８，０００食、１万８，０００リットルの飲料水を５年間で備蓄をしていきた

いということで進めておりまして、平成２２年度で一応目標の数量の備蓄がで

きるということで、今年度いっぱいでこの数量が備蓄できるということで考え

ております。それから食糧、アルファ米にしましても、飲料水にしましても、

一応消費期限というものが５年間となっております。５年を過ぎますと一応消

費期限を過ぎるということでございますので、ちょっとそれを使うということ

はできません。そういうこともございまして、できれば消費期限の近いものに

ついては、市内で行われる防災訓練とか町内会等、まちづくり協議会等でも行

われる防災に関する講習ですとか研修会、訓練、そういったものの中で家庭で

の備蓄を進めるためにもですね、こういうものがあるよということで提供をさ

せていただいて、有効に使ってまいりたいというふうに考えております。 

問（１７） ２点お願いいたします。まず７３ページの家具転倒防止器具の取

付けでございますけども、２０年が３５件で２１年が６件と、これでですね、
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これ多分シルバーですね、確かやってもらってるの、これは。累計はこれ何件、

これで取り付けが終わったのか。それとこういった６５歳以上の単身高齢者、

高齢者のみの世帯を対象にしてますけども、何件あって、そのうち今言ったよ

うに何件を取り付けたのか。また個人的に当然付けられると思いますので、も

しそういった数も把握しておりましたらちょっと教えてください。それから当

然今話がありましたように、当然いつ何時か地震が起こるかわかりませんので、

もっともっと取り付けていかなければならないと思っております。そういった

意味でピーアールといいますか、周知の方法も今どのように進めているのか。

それから２点目ですけど、８２ページの市税の関係の納期の前納付の状況でご

ざいます。今年からこの前納の報奨金が廃止されました。それに伴いまして、

今年の前納率は昨年といいますか、どのように変化してきたか、去年でありま

すと前納率が市県民税で３４．７、固定資産とか都市計画税で６３．７ありま

すけども、今年はどのように変わってきたのか、この２点をお願いいたします。  

答（危機管理） まず最初に家具転倒防止工事の実績につきまして、累計とい

うことでございますが、この家具転倒防止工事につきましては、平成１６年度

から始めさせていただいておりまして、２１年度末現在で１６４件の施工実績

ということになっております。それから対象となる高齢者等がどの程度おみえ

になるかということでございますが、今手持ちの資料として申し上げられるの

が、数字的に把握しておりますのが、単身高齢者の方の人数、それから高齢者

のみ世帯に属する方の人数、これについては数字的なものを持っておりまして、

単身高齢者の方が大体６８０人、それから高齢者のみ世帯に属する方が２，１

００名ほどおみえになりますので、大体高齢者のみ世帯の方が夫婦お二人とい

うことばっかりではないと思いますが、もしそういうふうに仮定した場合に先

ほどの単身高齢の方の世帯と推計ですが、大体１，７００世帯ぐらいになるの

かなということで考えております。それから家具転倒防止工事についてのピー

アールでございます。家具転倒につきましては、震災に対して例えば耐震性の

高い住宅であっても、大きな地震が来ると家の中の家具がいろいろ動くことに

よって怪我をするということで、必ずしも旧基準でつくられた耐震性が低い建

物ばかりではなくて、新しい建物についても非常に重要なことだということで
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考えております。この補助制度につきましては、主に民生委員さんを中心にし

てですね、高齢者世帯に対してピーアールをしていただいてるわけですけれど

も、一般的な家具転倒につきましては、各まちづくり協議会での勉強会とかそ

ういったところで勉強していただくと同時に、私どもも行って、ピーアールに

努めさせていただいているというのが現状でございます。 

答（収納） 前納報奨金制度廃止に伴います状況でございます。私ども廃止に

伴いまして、最大限３割程度そういった影響が出るんではないかということで

見込んでおりました。実際平成２１年の当初と２２年の当初を比較をいたしま

して、件数的には期別の変更の件数が１，３４９人ということで件数的な変更

割合は１７．９３％でございました。それとあともう１点、金額のほうでござ

います。こちらのほうも最大限３割ということで、５億５，０００万ほどの減

収ということで見込んでおりましたが、実際的には３億９，０００万というこ

とで、ほぼ１億６，０００万ほど見込みよりは少なかったというような状況で

ございます。前納率につきましては、市県民税については、３４．７が１２．

７ほど減っております。固定資産税のほうは６３．７が１２．１ポイントほど

減っている、そういったような状況でございました。 

問（１７） 今の当然シルバーのほうで取り付けている件数が１６４件、これ

わかりますけども、あとは例えば民生委員のほうで個人的に当然やられる方も

当然おると思うんですけども、こういった数というのは把握が難しいですか、

これは。 

答（危機管理） 残念ながら私どものほうとしては、補助を使っていただいた

方については把握はできておりますが、個人的にやられる方についてはちょっ

と把握できておりませんので。 

問（８） 主要成果の６２ページの第６次高浜市総合計画策定業務の委託内容

ですね、これについて総合計画は今、市民会議や審議会の皆さんで進められて

おって、大詰めを迎えているところですけど、この委託内容というのはどんな

内容なのかについてお聞きしたいのと、それから７４ページの地震防災マップ

の作成ということで、先ほどのすいません、６２ページのところ、今年度４４

１万円ですか、２２年度が６４０万５，０００円という予算がついております
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けど、全部で１，０００万ほどになりますけど、これについてお願いしたいの

と、それから地震防災マップの作成、これ３４５万６，０００円なんですけど、

玉野測量コンサルタントというところに発注されてるんですけど、どのような

形で選定されたのかということと、企画内容についてですね、行政側が企画し

て、それを作成ということで、いわゆる作成業務を委託したのか、企画も含め

て委託されたのかその辺についてお聞きしたいのと、それから震度予想のマッ

プ、それから被害予想のマップが非常に５０メートル四方でつくられておって、

従来ある５００メートルでしたかね、数年前につくられた５００メートルに比

べると非常に精密になっているんですけども、これはどのようなデータをもと

にしてつくられたのか、それから防災マップを各戸に配られたり、コンビニで

も手にすることができるというようなことを聞きましたけども、最近ニュース

で集中豪雨の水害で被害が起きて、その町は水害の防災マップをつくっておっ

たんだけども、ありながら被害が予測できなくて十分マップが生かされてなか

ったということをニュースで聞いたんですけども、マップをつくって、これを

どのように活用していくというか、皆さんに周知していくのかということをそ

の辺の今後の課題もあるかと思うんですけども、その辺についてお聞きしたい

と思います。 

答（地域政策） 総合計画策定業務委託料の中身ということでございますが、

２１年度委託料の内訳といいますのが、総合計画審議会ですとか策定委員会の

資料の作成支援と総合計画審議会、それから高浜市の未来を描く市民会議の運

営支援、地域計画書の印刷、昨年９月に発表会をしていただいたということで、

地域計画書の印刷となっております。具体的な資料としましては、総合計画策

定にかかる素案検討資料ということで、基本計画の成果指標に関する検討資料

ですとか、小学校区分の人口推計等の資料を作成していただきました。今年度

予算が大きくなっているということでございますが、最終年度につきましては、

総合計画本体、総合計画書の印刷１，０００部を予定しておりますので大きく

なっております。 

答（危機管理） 地震防災マップの関係でございますが、まず発注につきまし

ては、コンサルタント業を対象とした指名競争入札で発注をいたしております。
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それでこの内容につきましてですが、私ども他市でつくったものも参考にさせ

ていただいておりますが、今回防災マップのほうで、どうしても記載をしたか

ったこと、こういったものを定めまして、それに基づきまして、仕様書を定め、

その内容に基づいて作成をしておるわけですけれども、内容といたしましては、

揺れやすさのマップ、それから危険度マップ、それから今回作成いたしました

ような内容の防災時、災害時に必要なこととこういったことを内容的に組み入

れていきたいということで仕様書を作成して、作成に進んでいったわけでござ

います。今回先ほどちょっとお話がございましたように、今まで高浜市の被害

想定というものがございました。これは愛知県のほうが調査をされて、それに

基づいて私どものほうで印刷をさせていただいたものですが、このときの高浜

市被害想定では高浜市内の震度予想、それから液状化の状況、こういったもの

が５００メートルの網の目、１つの枡が５００メートル、５００メートルとい

うことで仕切って、つくられておりました。ということで内容的に区域として

はそういう形になるわけですが、どうしても情報として見たときにですね、精

度が落ちるという部分がございまして、これを今回ですね、５０メートルの網

の目ごとに作成をしたということで、５００メートルメッシュと５０メートル

メッシュということになりますとですね、例えば５００メートルの網の目の中

に震度６弱と震度６強が細かく分布してた場合に、どうしても多いほうを代表

してその区域の震度とするという表現になるわけですけれども、これが５０メ

ートルメッシュになればですね、当然それぞれ震度６弱のところは６弱、６強

のところは６強というような形で細かく表現ができるということで、より詳細

な状況を知ることができるんではないかということで考えています。それから

このマップの利用方法ということでございますが、ただいま申し上げましたよ

うに非常に細かい区域でいろんなことが出てきておるということで、私どもと

してはこういうマップにつきまして各世帯配布をさせていただいて、皆さん方

に見ていただくのは当然ですけれども、今後もそれが眠っておってはいけない

んで、継続的にこのマップの利用方法についてはですね、ピーアールをしてい

く必要があるというふうに思っております。昨日も実はお客さんが１人お見え

になりまして、高浜のほうで家をつくりたいんだけども、どうなんだろうとい
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うことで、お見えになったお客さんがみえるんですが、たまたまその方はマッ

プをお持ちになってみえなかったんで、こういうマップがあるよということで、

コンビニで手に入れていただくか、市のほうへ来ていただいてもということで

お話申し上げましたら、お話もしたいということでこちらの窓口にみえました。

そこで震度の図面等もお見せしてですね、状況はこうですと、ただ震度が高く

予想されるところでもそれに対応した家のつくり方というのはあるんで、そう

いうことも設計士の方だとか不動産屋の方とよく相談されて、お決めください

ねというようなことはアドバイスさせていただきました。こういうことでです

ね、今後も活用してまいりたいというふうに思っております。  

問（８） 総合計画策定業務の委託内容はこの資料の作成が主だと思いますけ

ど、資料というのは最初からどの資料がいるというふうに決まっておったわけ

じゃない、市民会議が進められている中でいろんな資料が必要となってくるか

ときたと思いますけども、これは最初から一括していくらいくらというふうに

決めてあったのか、出来高というんですか、かかった分だけというような形で

やられたのか、やられていくのかということと、それから防災マップのほうで

すけども、よく見ますと耐震改修を推進していくための資料というんですかね、

そのような文言が書いてある、私はそのように受け止めたんですけども、今、

耐震診断やられて、耐震改修も進められて、最近ちょっと改修の件数がふえて

きて、毎年の目標値を達しているような状況ですけども、この防災マップを使

って、あなたの家はこういう地盤ですから、というような診断を進める上、あ

るいは診断後の改修を進める上で利用するということは考えられていくのかい

かないのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

答（地域政策） 委託でございますので、仕様書の中に作業内容としまして、

策定委員会総合計画審議会の資料策定は人件費がいくらだよということはちゃ

んとうたってございます。 

答（危機管理） 今回の防災マップの使い方としてですね、確かに非常に細か

い範囲で震度予想等が書かれておると。その中には近隣のその住宅なり、建物

の建築年度等をもとにした倒壊の危険性、こういったものも加味した危険度マ

ップという内容もついております。そういうことで、私どもその耐震診断のピ
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ーアールを進める上ではですね、本人さんのその御理解を促すためにも十分使

えるものだというふうに思っておりますので、またどういう形でその辺の説明

をさせていただいたらいいかについては、また検討させていただきたいなと思

っております。 

問（１２） ４８ページの市民表彰事業について、事業仕分けで要改善という

ことでそこでは一定の案が出ておるわけですが、来年度実施予定ということで

の改善はされるとどんなイメージの、簡単でいいですから、表彰式を考えてお

るのかということについて伺いたいなと。それから４９ページの定員適正化事

業の関係ですが、かなり定員を圧縮してきておるというふうに私は率直に感じ

るわけですね。仕事が結構ハードではないかと。今回の決算資料のいろいろな

正誤表が出てきておることも、これはかなりきつい仕事との関係も否定できな

いのではないかということを懸念するわけですが、その点で適正化事業につい

て、当市としては定員の最適性はどこを目指しておるのかという点について、

１つお伺いしたいと。それとの関係もありまして、５３ページの職員の衛生管

理事業ですね。この点では職員の長期欠勤者、健康上からの欠勤と休職者、そ

れがこの２１年度はどんな状況だったのか、端的にお答えください。  

答（人事） 最初に４８ページの市民表彰事業でございます。その来年度のイ

メージはということでございますが、委員御承知のとおり、事業仕分けでこの

市民表彰式、いろいろ御意見等いただいております。そんなことでそういった

市民の皆様方の御意見を反映させていただくということで、来年度につきまし

ては、来年度２３年度でございますけれども、来年度につきましては講演会が

不要じゃないかというようなお話がございましたので、そういった講演会をひ

とつ割愛させていただきたい。それと招待者につきましても、そんな招待する

必要ないんじゃないのか、そういった御意見もありました。そういった御意見

踏まえまして、招待者につきましても廃止をさせていただきたいなということ

で考えております。それから４９ページの定員適正化事業でございます。いろ

いろ今回の決算議会の資料が間違って、仕事がきついんじゃないかというお話

がございましたけども、それは仕事のきついというのとは別問題だと考えてお

ります。今、この決算年度であります、平成２１年度に関わる定員適正化計画
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では一応、平成１７年度当初の定員から平成２２年度当初で９９人減員になっ

ておりますけども、これは市立病院の民間移譲、こういったことが大きく影響

をいたしておりまして、９９人減員の２７１人、この２２年の４月１日でござ

いますが、そういった状況にございます。今後の定員適正化計画につきまして

は、この平成２２年４月２日から２６年４月１日までを計画期間として策定い

たしておりますけども、現在考えておりますのは平成２６年度当初２５０人と

して、２１人を減員させようというような考え方でおりますが、これは首かし

げておられますけども、最後までお話聞いていただきたいんですが、これは２

保育園とそれから２児童センターの民間移譲、こういったことがございますの

で、そういったことで２１人が減員されるだろうというふうに思っております

が、今年度中に新規事務事業を踏まえまして、さらに精査する予定で考えてお

ります。それから最後になりますが、５３ページの職員の衛生管理事業の中で、

長期休業者というようなお話がございました。２１年度中に休暇日数３０日以

上とられた職員が１０人おります。 

問（１２） いろいろ訂正が多かったのは過密とは違うという人事のリーダー

の話ですが、もう少し事実をやっぱり精査した上でぜひ結論を出してもらいた

いと思います。やっぱり過密な仕事とそれから特に暑い環境の中とかさまざま

な条件があったと思いますから、先ほど病気欠勤者が１０人というのもね、こ

れは少なくないと思います。それからいわゆる休職者がいるのかどうか、その

辺についてもちょっとお答えが漏れておりますので、お願いしたいのと、それ

からいわゆるメンタルヘルスというような点で、精神的ないろんな障がいとい

うのか負担とかそういう関係でのいわゆる欠勤者という者はどの程度いたのか、

合わせてメンタルヘルスの点についてはどのようなケアをしているのか、それ

についてお答えください。 

答（人事） 最初に病気休暇者の中の休職者というお話でございますが、先ほ

ど３０日以上休んだ職員が１０人おると申し上げましたけども、このうち２人

が休職者でございます。それと心の病でございますけれども、３０日以上休暇

者１０人のうち５人が心の病ということで３０日以上休んでおります。それか

ら対応でございますけれども、こういった心の病、実は２０年度に比べて、２
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０年度３０日以上休んだ者が１１名でございましたので、若干減っております。

心の病につきましても、２０年度同数の５人でございますけれども、こういっ

た心の病にかからないようにするためにメンタルヘルスに関する研修会の開催

をしたり、それからあと実は共済組合のほうで２４時間対応の電話ヘルス相談

というのをやっております。これは電話賃無料でございますし、年中無休２４

時間対応でやっておりますが、そういった相談窓口の紹介、それから２１年度

から始めておりますけれども、若手職員の成長支援研修ということでやはり若

手の職員は最近コミュニケーションが不足気味であるということで、そういっ

たコミュニケーションを上手にとるという目的でもって、こういった若手職員

の成長支援研修というものを平成２１年度から始めさせていただいております。

こういったいろいろメンタル的な病に陥らないためにもさまざまな手を打って

おりますけども、今申し上げたような状況でございます。 

問（１２） ただいま１９年が１１人であったのが１０人に減ったというよう

な答弁もありましたが、母数が減っているんですよね。１００人近く減ってい

るという中で率は逆にふえているというふうに見るべきだと思います。その中

でまたさらにメンタル面での病というのが５人というようなことも職場の実情

を一定反映していると思うんですね。そういう点では軽く見ずにきちっと定員

適正化というところでもその辺は適正であるかどうか、それか２５０人に減ら

すということで首をかしげておったけどという答弁ありましたが、民営化がそ

この中に色濃く反映しているということで、市のいわゆる地方自治体が現業部

門というのかそういうところでサービスをやっていくというのは、公的サービ

スを守る上での拠点だと思うんですけど、当市はそれを民できることは全て民

でという流れをとってますが、これは公的なサービスの間接的な放棄というの

か、さまざまな問題点が起きてくる可能性があるわけで、その点ではもっと慎

重に扱うべきではないかということを特に感じてますので、その辺民営化をど

んどん進めていくということについて、適格かどうか、どのような考え方で進

めているのかについて、見解があれば伺っておきたいと思います。次に２款１

項８目の５５ページ、広報の問題もやはり事業仕分けで問題になりまして、や

はり広報というのは市民にしっかりお伝えするために出しておるんではないか
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という原則、そこから見て当市のあり方について改善を求められたと思うんで

すね。先の一般質問でも一定の答弁をいただいてますが、それは市の見解とし

てしかし、市民にしっかり届けるという点では改善しない答弁のように聞いて

おるんですね。その点では、これで置き換えれるからいいという、大雑把にい

うとそういう答弁だと思うんですけどね、やはり今、町内会に配布を委託して

いるということから、そちらにお任せという形の市の対応ですが、やはり配布

を依頼するということであれば、対象する市民に届けるという原則も踏まえて

依頼すべきではないかと、その点では市の頼み方というのか姿勢がそこに反映

していると思うんですけど、それを変える考えがないのかどうか。それについ

てお伺いします。 

答（人事） 民営化をどんどん進めるのかということでございますけども、や

はり公共サービスというのは官、公が独占するべきものではないと考えており

まして、民間にできることは民間でしていただく、こういったことを基本スタ

ンスにして進めてまいりたい、こんなふうに思っております。  

答（危機管理） 広報の配布についてでございますが、現在の町内会を通じて

の配布を行っておるわけですけれども、仮に町内会に入らなくても広報が届く

ということになりますと、現在町内会の中ではですね、ごみの立ち当番にして

もそれ以外の役職にしてもですね、半ば義務的なことが発生してまいります。

地域で暮らしていく中でですね、やはり助け合いという中では、自分が果たす

べき役割というものは当然あるかというふうに思っております。そういうもの

をですね、やはりなしにしてサービスだけを受けるという形で社会が進んでま

いりますと、私ども防災も担当しておるわけですけれども、その震災時に助け

合っていくとそういったことがだんだんできなくなっていくんではないかと、

そういう社会になっていくんではないかということが非常に危惧をされる、そ

ういうことがございますので、１つの方法としてはですね、町内会の方が広報

を場合によっては、持って行きながらですね、町内会に入ってくださいという

ことでお話をさせていただくような機会を設けていただくこともいいのかなと

いうことは考えております。 

問（１２） 私はもちろん隣近所のそういう人的な交流というのか、それは密
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にできるだけしていくということは当然の前提であって、その場合も入ってな

い人を配る対象から排除するというこういう考えなしにやっぱりそういうとこ

ろに届けながら、先ほど答弁にあったけど、こういう制度で皆さんできるだけ

交流し合って、助け合ってということでやってますという形でそれを機会に啓

蒙をしていくと、入っているか入っていないかによって配る、配らないという

短絡的な考え方というのは逆に地域に溝をつくるということであると思うんで

すね。そういう点ではやっぱり１つの考え方をやっぱり切り替えるべきではな

いかということを強く思うわけです。広報の関係ではポルトガル語ですかね、

よく私わからないけど、そのスペースが若干あってということでありますが、

市内にはさまざまな人たちがみえるということではただ配る、配らんだけでな

しに、そういう方々に対しては市としてはどういう考え方でこのお知らせをし

ようとしているのか、それについて合わせて参考までに教えていただきたい。

それから２款１項１２目の５９ページの関係ですが、デジタルテレビ化の対応

の関係で工事費があるわけですが、これは市はこれで完了しておるかと思いま

すが、今回聞きたかったのはそれと関連して、市の庁舎を初めとする建物で電

波障害にアナログ放送の場合になっておる箇所、これがデジタル化されたとき

の対応についてはそういう関係住民、何箇所あってそれに対する対応はどのよ

うにされているのかということについて、合わせてお聞きします。  

答（危機管理） 現在、市の広報にはポルトガル語のページを設けております。

それ以外の言語を使われる方、それから社会の中で孤立してみえるような方が

対象だと思うんですが、実際なかなかですね、広報の内容について言語を多言

語化するといってもやっぱりそれは限界があることでございます。そういう中

でポルトガル語ということで対応させていただいているんですけれども、やは

りそういった方の中で中心になる方、いろんな形でお世話をしてみえる方がみ

えると思うんですね。そういう方に対して例えば広報の内容をですね、みんな

に必要な部分については教えていただくとか、そういう形がとれるといいなと

いうふうには思うんですが、具体的な方法はと言われるとまだあれなんですが、

方法としてはそういった方法が考えられるのかなというふうに思います。  

答（行政契約） 庁舎の電障に関します地デジ対策の件でございますけれども、
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現在対策を行っておりますのは、戸数にして５６戸と集合住宅が２戸ですので、

５８戸が対象になっております。それで今後地デジに移行した場合の対策とい

うことですけれども、現在デジサポのほうで地デジの受信可否の調査というも

のを各市域で行っております。近隣でいきますと高浜市を除く碧海４市では既

にその電障のどの部分が少し電波が弱いのかということはホームページで公表

されておりますが、高浜市もまもなく公表されるであろうというふうに考えて

おります。その結果を踏まえましてということですけれども、お隣の碧南市で

はほとんどそういった地デジの電障が発生しておりませんので、おそらく当市

でも電波障害発生しないだろうと考えておりまして、この場合ですけれども、

そのことが明らかになりましたら、今申し上げました各戸に御案内を差し上げ

ようと思っておりまして、これは電波障害が解消される見込みでありますので、

今までの市としての保障対策というのは終了させていただきますと。あと個別

にですね、キャッチのほうで継続加入されるのか、あとは御自分のほうでアン

テナを立てていただくのか、そういった御選択をしていただくということにな

るということであります。 

問（１２） 先ほどの広報の全戸配布については、１つは基本を踏まえると、

言語がいろいろあってというところに対しても市としてのやっぱり考え方、あ

の場面傍聴させていただいてやっぱりきちっとした考え方を持っておくことが

必要で、的確なやっぱり、多言語全てを載せるなんてことはできないわけです

から、そういうところは考えておりませんではなしに、こういうような対策で

最小限皆さんにお伝えするようにというようなね、これが公的なサービスとい

うのか、市の責任のあり方じゃないかということを感じたんで、今検討されて

いることをぜひ進めていただきたいと思います。それから６２ページ、内藤委

員から質問が出ていた総合計画策定の関係で４４１万、これ委託となっている

わけですが、これはどこに委託しているのか、それだけちょっとそれについて

はお答えいただきたいと思います。続けて６４ページの広域行政推進事業の関

係で、以前からこうした促進の協議会というものに加盟しておる点については

さまざまな問題があるんではないかということを指摘してきまして、いわゆる

架橋ですね、伊勢湾と伊良湖を結ぶあれについては当市が脱会したということ
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もあるわけですが、しかし例えば中部国際空港の連絡建設促進協議会なんかは

今もそのまま参加しておるわけですが、これ見直すべき時期にきておるんじゃ

ないかと思いますが、それについてどのように考えているのか。それから、政

権が変わって民主政権になったわけですが、こうした協議会のあり方について、

いわゆる民主政権からも代表が来ておると思うんですけど、動きが内容的に少

し変わったところがあるのかどうか、民主党自身はコンクリートから人へと最

初言っておったように思いますが、それについてこうした事業はどっちかとい

うとコンクリートからコンクリートへというほうだと思うんですけど、変わっ

ておればその内容も合わせて教えていただきたいと思います。  

答（地域政策） 総合計画の委託先につきましては、ランドブレイン株式会社

でございます。それから、中部国際空港の連絡鉄道建設促進協議会の負担金を

見直す考えはないかということでございますが、この協議会のなかでは高浜市

としましても、バスの利用促進も含めた空港アクセスの活性化に向けた研究な

どができないかということで協議会のあり方についてもいろいろ御提案申し上

げているところでございます。この協議会につきましては、７市ですね、岡崎、

半田、刈谷、豊田、安城、常滑ということでいろいろな交換をしておりますが

方向性についてもすぐに結論を出すのは難しいのかなというふうで考えており

ます。それから、政権がかわってこういう協議会、リニアとかも含めての御質

問だと思いますが、例えば、リニアにしましても現政権におきましても、現在

リニアにつきましては国土交通省の交通政策審議会のほうで審議も具体的な建

設に向けての審議もはじまっているということでございますので、ものによっ

ては推進ということで進められていると考えております。 

問（１２） いわゆる広域行政推進の関係については民主政権にかわってもそ

んなにかわっていないということのようですが、中部国際空港のこの連絡鉄道

の関係についていうと、事業実態の状況、バスも走っているわけですが、本当

に数人、あるいは空っぽだというような状況でとても新たに金を投入してとい

う状況になっていないと思いますね。そういう点では促進というあり方につい

ても市としてもやっぱり慎重にただ進めればいいということでなしに、必要な

ものについては脱会も含めて検討すべきではないかということを特に感じるわ
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けです。あわせて、２款１項２０目の７６ページ。まちづくり協議会の拠点の

関係では、吉浜も昨日みせていただきまして、整備されて、５地域そろったと

いうことでありますが、高取が公民館に設置されていますが、今後の高取のそ

の拠点についてはどのような考え方でおるのか、これについてお伺いします。 

 

休 憩 午前１１時５８分 

再 開 午後 １時００分 

 

答（地域政策） 水野委員の高取のまちづくり協議会の拠点をどのように考え

ているかという質問についてお答えさせていただきます。高取まちづくり協議

会の方々とは常に情報交換を行っておりますが、特に拠点に関する御意見とい

うのはいただいておりません。現在の場所なんですが、利便性もいいですし、

現在のまち協の活動も十分していただいているということで、行政としまして

は、他にということでは考えておりませんのでお願いいたします。 

問（１２） はい、その件はわかりました。先ほど答弁のなかで、６２ページ

の総合計画策定の業務委託の関係でラウンド何とかいう企業名がでたんですけ

ど、ここはどこが本社であんまり馴染みがないように思うんですけど、こうし

た仕事を専門にやっているのかどうか。それから、この総合計画策定のさまざ

まな資料がでておるんですけど、それもそこでつくっているのかどうか、ちょ

っと仕事の内容について簡単にそれについてはお答えいただきたいと思います。

次に、あわせて２款１項２３目、８０ページの緊急雇用創出の事業の関係です

けど、夜間パトロール、半年、今、実施していますが、その実施内容と犯罪防

止にどのように寄与しているのか。同じく２款２項３目の８４ページ、やはり

緊急雇用創出のコールセンターの関係ですね、債権回収コールセンター業務委

託。この内容とそれからどのような効果をあげているのかそれについてお答え

ください。 

答（地域政策） ランドブレイン株式会社につきましては、名古屋のコンサル

会社でございます。実績としましては、総合計画を得意とされておりまして、

ここ５年、県内だけでみますと、小牧市、春日井市、みよし市、西尾市、武豊



35 

町、豊山町、そして現在は、刈谷市と犬山市、東郷町のほうでも総合計画のコ

ンサルをされているということでございます。資料もつくっているのかという

ことですが、例えば成果指標に関する検討資料ですとか、小学校区分人口推計

の検討などの資料をつくっていただいておるのが現状でございます。 

答（都市整備） 緊急雇用のですね、夜間防犯パトロールの業務委託なんです

が、雇用がですね、６ヶ月ということで雇用日数が９１日、業務時間がですね、

夜の１０時から朝方の４時までということでやっております。実施内容につき

ましては、各公共施設のですね、巡回、道路の巡回ですね、それとあとですね、

いろんな公園なんかにトイレを壊されたりですね、緊急に何か壊された場所が

あった場合ですね、そちらのほうにもそのときにいろんなところに巡回してい

ただく状況になっておりますのでよろしくお願いいたします。 

答（収納） 緊急雇用の８４ページのコールセンターの内容と効果でございま

す。内容のほうは、市税、あるいは国保の現年分の滞納者への電話の催告、自

主納付の呼びかけを行うものでございます。勤務時間、月水金曜日の週３日で

１０時から５時まで。オペレーター３人、うち通訳者ということで週に１日、

１人増員となっております。とリーダーの方１人で、計４名で自主納付を呼び

かけるものでございます。１０月から３月末までの半年間の実績としましては、

不通とか番号の不使用等を含め、催告したのは、２，６１０件、このうち納付

依頼、あるいは留守電での会話ができたものが、１，３８６件、会話率５３．

１％、このうち納付に至ったものは、５９１件、納付金額２，０９７万７，５

００円、納付率が４２．３％でございました。 

問（１２） 今の債権回収の仕事、これ結局民間の業務委託でやっておるとい

うことで、他にも前にあった窓口業務等も同じように委託でやっておって、こ

の特に債権回収につきましては、滞納しておる名前と情報がすべてそういう

方々に漏れるということになるわけで、極めていわゆるプライバシーを守らな

きゃいかん情報がそういう民間の人に手にわたるということは、そこの市民に

とっても不安なことであって、私は窓口業務も含めて市民の皆さんがこの安心

して暮らせるまちにしていく上でも直営できちっとやるべきではないかという

ことを考えているわけですが、こうした問題について、情報漏れがないような
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措置がとれるのかどうか。公務員であればそういう点では、公務員の秘密守秘

義務というのは明確に法律で位置づけられているわけですね。そういう点では

不安が非常に大きいわけです。かねてから、改善を求めているわけですが、そ

れについてどのように考えているか答弁をお願いします。 

答（収納） 現在コールセンターのほうの委託の業務の内容の範囲というのは、

事実行為でございます、催告業務委託に限定をいたしております。これ制度の

範囲内ということになりまして、これはなるべく契約書のなかで慎重にとり行

っております。約款あるいは委託の仕様書、そういったものとかで厳しく制限

しているというふうに考えております。またこういった服務規律、受託者側の

服務規律につきましても、総合サービスのほうでは会社のほうではその点につ

いては重要事項ということでお伺いしておりますので、そういったことはない

というふうに考えております。また、直営でというお話ですが、現在夜間の滞

納整理にあわせまして、夜間のときには市のほうの職員のほうから電話をして

いるというところがございますが、それを拡大しまして、日中、先ほどいいま

した１０時から５時までの間やっているという、そういう現状でございます。 

問（１２） 公的なサービスをきちっと直接責任をもってやるということが原

則であって、その点でこれまでも再三そうした懸念についてはさまざまな形で

検討を求めているわけですが、いまだに改善の方向がみえていないという点で

は、引き続きこの問題については、改善を求めていきたいということでありま

す。次に２款２項３目の８５ページにあります、窓口の取り扱い業務のなかで

土日開庁の取り組みについて、事業仕分けでも改善の課題というようなことで

提起がされておるわけですが、これについてはいきいき広場を含めてどのよう

な検討がなされているのか、現在の状況と考え方をお答えください。 

答（市民窓口） 土日開庁の件でございますが、実績等のお話をさせていただ

きますと、２１年度につきましては、２０年度に比べまして土日とも、例えば

こちらの主要成果説明書であげます、一日平均発行件数につきましては、伸び

ておるような状況でございます。２０年度が土曜日７６．６件に対しまして、

２１年度は８３．１件、日曜日につきましては、２０年度が４９．１件に対し

まして、２１年度は５３．２件のような状況でございます。今後の土日開庁の
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取り扱いということでございますが、こちら事業仕分け等でも話題には上がっ

ておるんですが、費用対効果の面からもですね、こちらの業務を土日どのよう

に行っていくかということが課題に挙がっております。これにつきましては、

平成２２年２月２７日から３月１５日にかけまして、土日開庁に向けたアンケ

ート調査のほう実施しております。そういったなかでも費用対効果の面から見

直しをしてはどうかという意見がございます。そういったことを含めまして構

造改革プロジェクトにおいて今後どうしていくかということを今、検討中でご

ざいますのでよろしくお願いいたします。 

問（１２） それから８５ページ、８６ページのなかにあります、住民基本台

帳ネットワークシステムの関係ですが、このシステムの情報の取り扱いによる、

例えば情報の漏洩や悪用されたトラブルというようなものが発生していないか

どうか。例えばカードを紛失、それが悪用されたとか、それからこの年度の新

規発行枚数というのが１５３枚になっていますが、これまでの累計発行枚数、

どのような状況になっているのかお示しください。 

答（市民窓口） 住民基本台帳ネットワークにつきましては、個人情報保護に

関する国際的な基準を十分に踏まえた上で、制度面、技術面及び運用面、あら

ゆる面で対策がとられており、安全であると考えております。これらについて

の問題が発生したということにつきましては、耳にいたしておりません。住民

基本台帳カードの発行枚数、累計でございますが、８１０件となっております。 

 

２款 民生費 

問（２） 主要成果説明書の１２５ページです。ここの分で障害者就労訓練設

備等の整備事業ですか。についてですが、障害者の工賃水準の引き上げを図る

ためにですね、ここにうたってある授産所高浜安立が取り組んでいると思いま

す。それの整備に対する助成ということですがもう少し詳しく説明をお願いい

たします。 

答（地域福祉） この件につきましては、愛知のほうで平成２３年度までに愛

知県の平均の平均工賃額を３万円に引き上げる目標を掲げます、工賃倍増５カ

年計画を策定しております。で、授産所高浜安立のほうでは、県の目標をさら
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に上回る、５万円を目標に掲げ、その実現に向け新たな事業展開としてこの焼

き菓子の製造に取り組まれるものです。この焼き菓子というのは、米粉、大豆、

おから粉を原料として食物アレルギーのあるお子さんにも安心安全な低アレル

ゲン焼き菓子としても付加価値を加え「ぱりまる」の商品名で販売されること

となっております。１０月の本格稼動に向け、現在６名の障がい者の方が訓練

をされているということです。 

問（２） 今、工賃が５万円ということですけど、それなりに大きな目標だと

思うんですが、販売に関して何か予定してるものがあればお願いいたします。 

答（地域福祉） この「ぱりまる」の開発に関しましては、おとうふ工房いし

かわさんや愛知文教女子大学、また市の職員のほうも参加をしまして、官学施

設が協働して行ってまいりました。そこで販売に関しましてもおとうふ工房い

しかわさんの御協力を得て、店頭ですとか販売ルートにおいて販売をしていた

だけるということで聞いております。それから通信販売ですとか、インターネ

ット等による販売のほうも計画がされておるということであります。今回の「ぱ

りまる」の製造に関する助成は、障がい者の「働きたい」を支援する形で行っ

ております。この「ぱりまる」の製造に携わります６名の障がいのある方は「ぱ

りまる」の製造に誇りと責任をもって取り組んでおられるということで今では、

授産所高浜安立利用者の目標になっているということをお聞きしております。

議員の皆様方におかれましても引き続き御支援のほうをお願いいたしたいと思

います。 

問（１６） １２６ページのところの緊急通報装置貸与事業のなかで５２１万

９，８５３円になっておりますけれども、それと貸与台数が２１２台と書いて

ありますけども、この貸与事業のなかで一人暮らしの方だけになっております

けども、例えば、高齢者世帯７５歳以上の人に対してはどのように今後対応し

ていくのかをお答えください。 

答（保健福祉） 緊急通報装置、この事業につきましては、今おっしゃいまし

たように、現在一人暮らしの高齢者、こちらが対象になっておりまして、近隣

の状況をみてみましても、やはり緊急ということで、一人暮らしの世帯を対象

としておみえになります。やはりお二人でみえると、どちらかが通報できるよ
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というようなことでもありますので、現在のところはこの一人暮らしで進めて

いきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。 

問（１６） それからですね、これ高齢者になっておりますけれども、最近若

い一人暮らしの方がですね、亡くなっているというケースがかなりでてきてお

りますけども、そういうことに対しては、例えば民生委員の方たちにそういう

一人暮らしの人たちにもう少し細かい情報を流す、これ個人情報保護条例の関

係があるかもしれないけれども、民生委員の方が言っていたのがですね、例え

ば何回訪問しても応答がないと、おかしいなと思ってあとでいろいろ聞いてみ

ると耳の聞こえない人だったと、そういう情報が民生委員の方に流れていない

というような話もありますので、やはりこの緊急通報装置というものがもう少

し広範囲にしていかないと、今、高齢者だけ対象にしておりますけども、若い

人が不審死している場合も多いと聞いておりますので、その辺の対応はどのよ

うに考えておりますか。 

答（保健福祉） 緊急通報装置自体がですね、６５歳以上で、特に疾病のある

方、緊急時にボタン一つで通報できるよというようなシステムでありますので、

そういった主に心的疾患のあられる方を中心に設置をさせていただいておりま

すので、そういった若い世代の方までは対象にしておりません。よろしくお願

いいたします。 

問（１５） 私もですね、この緊急通報装置システムもう一度確認しておきた

いんですが、今の状況は最初のときと違ってですね、安立荘じゃなくて、どこ

でこのシステムはどこでこの通報を受けるようになっているのか、ちょっとそ

の辺のシステムの状況を教えてくださいますか。 

答（保健福祉） この緊急通報装置のいわゆる受信側ですが、広域消防になる

前につきましては、消防のほうで受けておりました。その後、消防が広域連合

になりまして、これは近隣５市も同じようなんですが、それ以降は民間業者の

ほうに直接連絡がいくようになっておりますのでよろしくお願いします。 

問（１５） 差し支えなければ、民間の業者というのを教えてくださいますか。

どこなのか。 

答（保健福祉） 株式会社シーモスという会社になります。シーモスです。 
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問（１５） そのシーモスとかいうのはですね、詳しいことがわかれば教えて

くださいますか。そこの会社がどこにあるかということを教えて。 

答（保健福祉） 株式会社シーモスという会社でこれは先ほど申し上げました

ように、近隣の５市がいわゆる広域化になったときに、高浜市以外の市町村に

おいても同様にシーモスに契約を変えたところがありますが、名古屋にありま

す会社です。 

問（９） 主要成果の１０３ページのいきいき広場運営事業ですけれども、そ

の委託料の高浜日福大が今度撤退して、新しい事業がはじまるわけですけども、

前、先般別の方からも質問があったと思うんですけども、やっぱり事業の目標

量とかあとこの委託料についてですけど日福大にこの８千万円くらいでてたん

ですけども、今度の事業に全体にどれくらいのその委託先とか、どれくらいの

金額を想定されているのか教えてください。 

答（地域福祉） いきいき広場のほうの運営事業の事業ですとか、委託料につ

きましては、毎年いきいき広場の、いきいき広場事業推進協議会、これは私ど

もの市長、それから、市議会の議長さん、それから副市長、あと高浜事業室等

で委員構成をしておるわけですが、そちらのほうで最終的な計画ですとか、予

算のほうを決定をさせていただいております。当然のことながら、私どもの当

初予算前に福祉部の各グループリーダーのほう中心としまして、日福のほうと

事業内容を詰めております。この内容というものが、この２１年度の委託料に

なっております。で、３階のほうの部分につきましては、先だって一般質問の

ほうでも回答させていただいたとおりですね、新たに５千万円くらいの事業費

のほうを、今、見込んでおります。内容については、今、詳細をつめておると

ころでございます。 

問（９） はい。ありがとうございます。１１２ページの障害者自立サービス

円滑化事業費補助金で社会福祉法人同善会に１，３００万円、経営基盤安定と

いうことで補助金ですか、だされています。それとあと同じところに通所サー

ビス等の利用促進事業の補助金も１２９万８，４００円くらいでているわけな

んですけれども、この補助金というのは、経営基盤安定を図るということです

けども、これどれくらいの、今年度は１，３００万円でているわけですけれど
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も、この効果とか、これは質問の意思と決算とは外れてしまうかもしれません

けど、補助金としていつまで、やっぱりこれまた来年度もこれくらいの予算ベ

ースで補助金だされるわけでしょうか。お聞かせください。 

答（地域福祉） まず、この円滑化事業費補助金についてですが、チャレンジ

サポート高浜というのが、高浜にできたわけですけども、これで１９年、２０

年、２１年に事業が進んでおるわけですけども、開設、スタートしたところで

安定化がまだ図られていないというところに対する支援になるわけですけども、

このチャレンジサポート高浜というのは就労移行支援事業をやっておる事業所

になるわけですが、この事業所というのが、就労すると、次の方が利用される

までの間、穴があいてしまって経営の安定化が図られないということで努力す

れば努力するほどマイナスになってしまうという部分があって、それに対して

支援をするということで就労成功報償金というものをだしております。それか

ら同じように就職をしたことによって就労成功激変緩和補助金、それから介護

のほうで精神障がい者の支援体制強化補助金というのをだしておるわけですが、

こちらも利用者が、３障がい、精神の方が御利用されておるわけですけども、

精神の方は、利用率が非常に不安定だということでその部分に対して、経営安

定化の補助をしております。で、もう一つ生活介護支援体制強化補助金という

ことでこちらも生活介護に対して予想以上の支援体制が必要だということで支

援をしておるわけですが、あくまでも開設のその当初の部分に対して予定をし

ておりまして３年間ということで、今年度２２年度を今、２２年度までで補助

のほうは、予定はしております。 

答（福祉部） ただ今の御質問の補助金がいつまで続くのかということでござ

いますが、そもそもこの補助金は障害者自立支援法の絡みで不具合に対して補

助金をだしております。民主党政権になりまして障害者自立支援法の見直しと

いうのが今、されております。廃止に向けて。それが確立した段階でまた新た

な障害者サービスの制度ができてまいりますので、そこで再度見直しになって

まいります。 

問（９） １２９ページの高浜シルバー人材センターのことでお聞きします。

高浜シルバー人材センターに高齢者能力活用推進事業費補助金として９５０万
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円だされています。高浜市いきがいセンター２階の空調の取替えとしてまた空

調費のお金がでているんですけども、シルバー人材センターと高浜市いきがい

センターっていうのはどういう関係なのか教えていただけますか。 

答（保健福祉） 高浜シルバー人材センターの２階にあります高浜いきがいセ

ンターですが、いわゆる公の施設として位置づけられております。施設上は一

体となっております。  

問（９） そうすると、シルバー人材センターさんというのが指定管理か何か

で入ってるということでよろしいんですか。 

答（保健福祉） 平成２１年度より直営にかえておりますのでよろしくお願い

します。 

問（９） 直営というと高浜市が経営しているということですよね。だったら

入居料とか使用料というのはいただけるわけですか。人材センターさんから。

その場所の使用料という。 

答（保健福祉） 市の直営にかえておりますのでそういったものはいただいて

おりません。 

問（９） 直営なのか、指定管理なのか、なぜそこでシルバー人材センターさ

んが補助金もらってやっているのか、いまいち理解できませんけども。あと一

つだけお聞きします。１６０ページの中高生の居場所づくりというのでバコハ

の指定管理で高浜スポーツクラブが勤労青少年ホームも指定管理で使われて、

また、バコハの居場所づくりでもまた別に中学生の居場所の運営の委託料とい

うのをだされているということで、これって事業の内容とか連携とかそういっ

たことはできないのかということをお聞きしたいです。 

答（文化スポーツ） ただ今、青少年ホームのほうの指定管理者である高浜ス

ポーツクラブさん、そこでまた中高校生の居場所の運営委託のほうを同じく高

浜スポーツクラブさんのほうにやっていただいておるということで、居場所の

委託の内容につきましてはですね、御案内のとおり、そのバコハのほうのスタ

ッフの支援だとか企画運営等のその支援、そういったようなことをやっていた

だいております。実際この委託自体は平成２１年度から委託をお願いをしてお

るんですけども、連携というか、同じく青少年ホームのほうの管理運営のほう
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を高浜スポーツクラブさんがやっていただいているというところもございまし

て、そこで一体ということではないんですけども、実際に高浜スポーツクラブ

さんのほうに委託することによってそういった連携のほうもうまくいっておる

というようなこともございましてお願いをしておるというような内容でござい

ます。 

問（９） 居場所づくりとその高浜スポーツクラブさんのやっているその事業

というのは、先ほども言ったんですけども、整合性が薄いというかちょっと目

的が違うんではないかという、そこら辺のところはどういうふうにお考えで。 

答（文化スポーツ） 青少年ホームのほうの管理運営につきましてはですね、

いわゆるその貸館業務、そういったものを、実際行っていただいております。

で、バコハのほうの委託につきましては、いわゆる中高校生の子たちの支援そ

ういった業務のほうをやっていただいておるというようなことでございます。

ですから、実際なぜその高浜スポーツクラブさんにバコハの委託をしたかとい

うようなことではございますけども、こちらのほう青少年ホームを管理運営し

ていただいているスポーツクラブさんにお願いすることによって、業務の効率

化とかそういったこともできるんではないかというようなことで委託のほうを

お願いしている状況でございます。 

問（１２） それでは３款１項７目の１２６ページ。高齢者生活支援事業の配

食サービス事業、これについては高齢者の生活支援事業として弱者を支える大

切な取り組みになっているが、今回の事業仕分けで要改善となっておるようで

すね。で、どのように今、かえようとしているのか。あわせて、その同じ１２

６ページのここで、主要成果でいくと（４）になっている民間家賃住宅の家賃

助成ということについても要改善で事業仕分けがされていると。これについて

どのような検討をしているのか、それについてお答えください。 

答（保健福祉） この間の事業仕分けの結果では要改善ということで私どもの

ほうも配食サービスにはそういう結果がでておりまして、改善の内容というこ

と、その理由ということなんですが、やはりサービスが直接なかなか結びつい

ていないよと、いわゆる相談がきてから対応するよというようなことになって

いるよというような指摘もいただいております。今後民生委員さん、また地域
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包括支援センターといわゆる掘り起こし的なことを行っていくよというような

改善の方向性をだしております。また、民間住宅家賃助成につきましては、や

はりそのなかで指摘いただいた部分については、事業をはじめると継続してし

まうんではないかというような御指摘をいただいておりました。入所にあたっ

ていろんな手立てがあると思います。この民間住宅家賃助成をお使いいただく

ことも一つでしょうし、公営住宅に空きがあればですね、御紹介させていただ

くというのも一つの手段でしょうから、そういったところを考えていきたいな

というふうに考えております。 

問（１２） いずれも高齢者の生活支援で弱い立場の人たちに対するサービス

ですのでこれはぜひ、そうした人たちの声をやっぱり尊重しながら対策を立て

ていくという点を今後の対策のなかでは、基本におくべきだということを指摘

しておきます。それから３款１項７目で、これは決算書の１５８ページ、高齢

者在宅・施設介護費の関係で、１１目の需用費、役務費というものがそれぞれ

６千円と２０万５，０００円というものが計上されておりますが、これがどの

ような具体的な仕事をやった内容なのかそれについてお答えください。 

 

 休憩 午後 １時３４分 

 再開 午後 １時４０分 

 

答（保健福祉） 高齢者在宅施設介護費の需用費と役務費の内訳ですが、需用

費については消耗品費、役務費についてはいわゆる通信運搬費、電話料金であ

ります。日常生活用具としての福祉電話の電話料金ということでよろしくお願

いします。 

問（１２） 今、説明があった中の不用額が１つは需用費で３７０円、役務費

が１万４，６２４円というものが出ておるのと、それから同じく１５８ページ、

扶助費、これが扶助額が１０２万９，５８６円というのが出ておるわけですが、

これについてはどういう内容になっておるのかお答えください。  

答（保健福祉） こちらのほうにつきましては、いわゆる通信運搬費それぞれ

の執行残ということでよろしくお願いします。続きまして、扶助費のほうです
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が、こちらにつきましては老人保護措置事業、いわゆる養護老人ホームの執行

の部分でございまして、同様に執行残が出ております。 

問（１２） この関係の扱いの中で、養護老人ホームの入所者の死亡によって、

なんかさまざまな手続きに若干の費用を要しておるという事案がなかったです

か。それについてお答えください。 

答（保健福祉） 死亡についてという今、お話がありましたが、実はこれは歳

入に戻りますが、歳入のほうでいわゆる今回初めていわゆる不納欠損というこ

とで、途中でお亡くなりになりましたので、そういった事例はありますが、そ

ちらのほうについては特にありません。 

問（１２） これは養護老人ホームの死亡者が一定の財産を持っておって、そ

の処分をめぐる関係で手続きを要したということが、これの件についてはなか

ったですか。 

答（保健福祉） 特にそういう話はないと思いますが。 

問（１２） 一度確認を求めておきます。ちょっとそういった事実があればそ

れについての疑問が若干ありますので、それについてちょっと確認を求めてお

きます。続きまして、３款１項９目の１３０ページ、いきいき銭湯開放事業に

ついて、これは先の一般質問でもちょっと取り上げた内容でありますが、廃止

ということで該当者の声を聞いていないというのか、特に継続か廃止かという

点について言えば、そういう設定のアンケートはしていないということが先の

一般質問で明らかになったわけですね。６月議会のときにも、この問題を取り

上げておりましたが、福祉のそうした弱者を切り捨てるようなことがあっては

ならないという１つの前提があったと思うんですけど、それにしては原則から

はずれた今回の仕分けの結果、また市の対応ということになっておると思うん

ですけど。この最低限、少なくとも高齢者を対象とした介護予防の事業という

ことで外出の機会をつくる大切な事業ということで、これまで位置づけておっ

たわけですね。それをばっさりということは、あってはならないと思うんです

けど、今の時点でこの問題の市の対応というのは具体的にどのように考えてお

るのか、今の瞬間どうかということについてお答えください。  

答（保健福祉主幹） いきいき銭湯開放事業につきましては、６月の事業仕分
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け当日にも利用者が減少傾向にあること、それから財源の面から税を投入する

ことについての是非及び高齢者のニーズの変化について説明をさせていただき

ました上で、事業の見直しの時期に来ているため、さまざまな角度から御議論

賜りたいと私が申し上げました。仕分けの結果は事業仕分け人、市民判定人と

も大多数の皆さんが不要と判断をされております。つまり市民判定人という市

民の代表の皆さんは費用対効果を考慮し、このいきいき銭湯開放事業を廃止す

べきであると評価されたことは皆さんご存知のとおりでございます。高浜市と

いたしましては、事業仕分けの結果に関わらず、利用者の実態調査を実施し、

本事業の検証を兼ねまして、必要性や今後の方向性を検討したいと考えており

ました。そこで７月にいきいき銭湯利用者アンケートを実施いたしまして、６

７名の高齢者の皆さんから回答をいただくことができました。このアンケート

の中でいきいき銭湯の利用目的をお伺いしたところ、仲間とのおしゃべり、健

康のためと答えられた高齢者の方が実に全体の８割を超える結果となっており

ます。このことから必ずしもお風呂のサービスでなくても、仲間と気軽におし

ゃべりしながら、健康増進が図れるサービスを高齢者の皆さんが求めてみえる

と判断をいたしております。また福祉ニーズの多様化などを十分に考慮し、事

業の見直しを進めることについても、３割の皆さんが事業の縮小や廃止はいた

し方ないことであると回答をされておみえになります。したがいまして、事業

仕分け当日の市民の皆さんからの声と銭湯利用者の皆さんからの声をお聞きし

た上で今後の事業の方向性を判断しておりますので、決して市民の声や要望を

無視した事業の廃止ではございませんので、御理解賜りたいと存じます。  

問（１２） 利用者が若干減少気味、それから利用者がかなり固定化しておる

というようなことをこの理由の１つにも挙げておるようですが、その声の中に

も７割から８割がそのいわゆる銭湯利用を通じて、お友達とのおしゃべり等そ

の会話、いわゆる閉じこもりを防ぐという点でも極めて有効なツールとして銭

湯があったと思うんですね。ほかのものでというようなことも言ってみえるわ

けですが、そういう論理の仕方ということであれば宅老所やほかの事業も同様

のことを言えるんじゃないですか。ことさら銭湯だけをそういう形で取り上げ

て、みんなの声も聞いたというような形で今回の結論を引き出すというのは明
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らかに強引過ぎて、また何よりも当事者に対して、廃止か継続か改善かという

ような点についてはどうかという形の設問ではない。そういう点でも恣意的な

内容じゃないかという点で極めて疑問なこれは取り組みだと言わざるをえない

です。例えば宅老所についてはどうですか、利用者はこの成果説明書でも６，

５５４人と年間の利用者なってますが、これもやはり利用者は一定の入れ替わ

りがあるにしても、固定した方々がよく利用されるというのはこれは御存知の

とおりであって、銭湯だけがことさらそういうものではないと。で、利用者も

銭湯のほうがこの宅老所よりも多いんですよね。約２倍と。それでかかってお

る費用というのが、いきいき銭湯は２４９万３，９００円に対して、宅老所は

５カ所で７６９万３，１１８円と約３倍ということで、利用者は約半分と。こ

れから見ても単純に比較して、これほど費用対効果で高齢者の皆さんが利用し

ている事業をばっさり切るという結論はそういうところを見ても簡単には出な

いはずなんですよね。その事業の進め方については、大いに疑問であるし、若

干利用が減っている問題については、やっぱり施設の老朽化が放置されたまま

になっておったと。以前からも私どもは改善の必要があるということを言って

いたわけですが、そういう点では高齢者の皆さん方がお風呂屋や銭湯やそうい

うものを大変元気の源として活用されていることは御存知のとおりで、ツール

はいろいろなものがある、ほかの方法でもということを言っていますが、それ

はこの問題をやめるための１つの詭弁ではないですか。ほかにも同じような福

祉施策として、いきいき号、これが２，４９８万かけて、２万１，４３９人と。

１人あたりの費用はいきいき号は１，１６５円かかっておる。いきいき銭湯は

１人利用者あたり２０２円で済んでおるんですね。高齢者の皆さんというのは、

もちろん介護保険料、平均月４，４００円を納めておるんですよ。元気な高齢

者というのはいろいろな介護サービスは受けないそういう元気な方々ですから、

介護保険料は納めただけの方々です。そういう方々が数少ない楽しみの１つと

して、利用しておるこういうものをそういった仕分けでばっさり切るというこ

とは、あってはならないそういう判断ではないかと、その点で私はこの結論を

出す前に少なくとも高齢者の皆さん、とりわけ利用されてる皆さんなんかにつ

いては継続か廃止のことについては、きちっと聞いていくべきではないかとい
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う点ではどういった考えを持っているのかお答えをいただきたいと思います。  

答（保健福祉） 今、宅老所といきいき銭湯の費用対効果のところ、申し上げ

られましたが、いきいき銭湯というのは元々銭湯という場の提供を行う場所、

一方で宅老所というのはこうした場所の提供に加え、一緒に食事をしたり、話

をしたり、さらに付加的なサービスを提供する場所であります。こうしたこと

からサービス内容が異なるため、一概の比較というのがなかなかできないもの

であるということを御理解いただきたいということと、またさらに宅老所に来

る人の介護予防は当然のこととしまして、宅老所のスタッフとして関わる人の

介護予防にもなるということを御理解いただきたいと思います。  

答（福祉部） まず今グループリーダーのほうから宅老所との比較のお話をさ

せていただきましたが、この宅老所というのは利用者の見守りを含めまして、

ボランティアの方が約３８０名ほどおみえになって、いわゆる地域での支え合

いの場、まさに高浜市の地域福祉の原点の施設であるというふうに私はとって

おります。ですからいろいろ水野議員、数字的な費用対効果のことも言われま

したが、若干その施設的なとらえ方というのは同じ視点でとらえてはちょっと

まずいのかなというふうに思っております。それから弱者切り捨てというお話

をされておりますが、私どもとしましては行政サービスを提供していく上でで

すね、やはりその時、その時代に合ったニーズをどう組み入れて、そのサービ

スを構築していくか、これは当然のこと考えていかなければならないというふ

うに思っております。限りある貴重な税を投入して実施してまいりますので、

そういった観点というのは常に持っていなければならないと、そういう中で今

回この事業仕分けとは別にですね、市長がマニフェストとして元気な高齢者を

応援しますという事業を掲げられました。私どもとしましても、大きな組織目

標、これに向かって元気な高齢者の方々を応援していく新たなサービスをつく

りあげていくというものでございますので、切り捨てるということよりも、む

しろどちらかといえば拡充していくというふうにとらえております。  

問（１２） 拡充するというその中身が見えてこないわけですね。そういう点

では、先ほどこの宅老所とその内容が違うというふうに言われたけど、これは

いきいき銭湯の場合にはそれぞれ利用者がお互いを交流を通じて、介護予防を
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自らしていくというね、極めてすぐれた施策だと思うんです。その点ではそう

したことを見落とさずに、そういう場を提供するということが閉じこもりを予

防する、防ぐ内容であり、自らがお互いに交流することによって、元気が倍増

するということであれば、ほかの見守りの人がなくてもね、そういうことがで

きるという高齢者の自立する力を大いに活用した事業であって、今後もそうし

たことは大いに進めていくべき内容で、それを閉じてしまうというのは、極め

て逆の方向ではないかということははっきりしておると思います。続きまして、

３款２項２目の保育園の運営事業、これについて数字が出されておるわけです

が、先の説明の中でも民間保育のほうが公立よりも有利だというような数字も

含めて、こうした決算データまたは運営計画資料をもとに、これから２園の民

営化というような方向が示されておりますが、どのような根拠でそういうこと

を出しておるのか、それから高浜市の保育は今後を含めてどういう展望を持っ

ているのか、こういう形で年々民営化というのを続けておるわけですが、高浜

の保育というのは結局直接は市から離れていくのかという点では、市の将来像

はどうなっているのか、それについてお答えください。 

答（こども育成） まず民営化に対する経費的なということで、委員おっしゃ

られたのは、民営化の整備計画の中でその当時１９年度ベースで試算したとき

に、一財ベースで１．５６倍ほど公立のほうが高くなるということに対しての

関連だと思いますが、これにつきましては現在も、２１年度決算で同じような

形で試算した場合、やはり公立のほうが１．４１倍ほど高くなるという試算を

持っております。また具体的に考えております吉浜、中央と２つの保育所を民

営化した場合に、補助金が入ってくるわけですけども、それを２１年度の数字

で運営費だけでございますけども、試算した場合にも、７，４００万程度の補

助金のほうが期待できるという積算を今持っております。それから続きまして、

市としての保育への展望ということでございますけども、前も申し上げてござ

いますけども、私ども市の入園にしても、市のほうで採用しております。歳入

についても市のほうで保育料を積算しております。またその保育そのものにつ

いても、民営化にあっても市のほうも一緒になって、研修をするですとか、い

ろんな形で介入をしておりまして、必ずしも民営化であるから市が保育を放棄
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するという形ではなくて、より民間のフレキシブルなサービスを活用しながら、

何をもっても子どもの保育、保護者の信頼を受けるために、民間も公立も含め

て保育園を運営をしていくというような考えを持っておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

問（１２） 先ほど、このいわゆる保育園の運営についての資料というものを

もとに説明されたわけですが、そこの中で資料を見ますと私立と公立と運営費

総額でいえば、民間のほうが高い数字が出てるわけですね。しかし、一般財源

からの繰り入れというのが、公立のほうが多い額になる、そのからくりは民間

保育についていうと１園あたり、国から２，０００万の補助金が出るというこ

とで、それがこの民間の場合には、その分が一般財源の歳出から減るというこ

とがこの計算のもとになって、何か民間のほうが単純に有利のように見えます

が、これは市の税金だけでいえば、確かにそのとおりです。だけどこれは国か

らの補助金、これも回りまわって、国民の税金ですから、それも含めて検討す

べきであって、民間対公立という関係ではその辺については算出の仕方を改め

るべきだと。じゃ一般会計から負担がふえるじゃないかということについては、

これは国の施策が民営化優先のそうした補助金制度というのをつくってきたこ

とに大きな問題があるわけで、これについては引き続き国の政治そのものにつ

いても、当然声を上げて改善させる。補助金であれば民間も公立も同等にちゃ

んと下ろすようにしなければ、これは条件が違うというようなことを含めて改

善させなきゃいかんと思うんですね。そういう点では今の高浜の進め方という

のは結局、そういうものに乗って、民営化がどんどん進んでいくという状況で

はないかと思います。先ほど質問の中で、将来どうするんだという点について

はお答えがなかったようですが、これについて基本的な考え方、お答えいただ

きたいと思います。 

答（こども未来部） 将来展望ということでございますが、委員も御承知かと

思いますが、新しい政権の中でこども園構想というのが、一応出ております。

ただ、まだ新しい子ども手当の関係も含めて、全く姿が見えておらん状況もご

ざいますので、この段階で将来展望を語るにはまだまだ時期が早いというふう

に私どもは考えております。 
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問（１２） いや最低限、この公立の保育園を今、もしこのままいけば２園に

なってしまうと、これもなくしてしまうのかどうか、その考え方についてはど

うですか。 

答（こども未来部） 私どもは子どもの最善の利益を考えてまいりたいという

ことでございます。 

問（１２） これは大事な問題ですが、全て民営化ということになれば、結局

公的な保育の責任あるモデルすらなくなっていくということで、各地で起こっ

ておるさまざまな弊害をこれはいろいろ研究されるんであれば、最初にすべき

ではないかと。そういう点では、やっぱり今回の２つの民営化についても、大

きな問題があるわけですが、公的な保育、そこが今の保育を守る１つの大きな

もとであって、それすらなくせば一体保育はどこへ行ってしまうのかという、

大きな不安が残るわけで、その点も含めて基本を押さえた保育園のあり方とい

うのを検討するよう求めておきます。それから３款２項３目の１５１ページの

家庭的保育の推進事業の関係ですが、これ基本的には３歳未満児の保育園の定

員が少ないことによって、それをカバーするような事業としてやられておるよ

うですが、当市としてその保育園の未満児の必要な定員数を確保するというこ

とで、こうした家庭的保育については頼らなくてもいいような方向に持ってい

くべきではないかと思いますが、そういう考えはあるのかどうか。それについ

てお答えください。 

答（こども育成） 一面、確かに待機児の方、未満児の方の対策という形での

家庭的保育という側面もあるわけでございますが、以前から申し上げておるよ

うに、必ずしも３歳未満という小さなお子様方が集団の保育所の中での保育が

いいとも限りません。中には家庭的な静かな雰囲気で３歳の歳になるまでは、

家庭的な雰囲気でやることも大事だろうという形で始めたものでございまして、

実際ここで預かりをさせていただいておるお子さんの保護者の方からは、保育

園よりもこちらのほうが家族的な雰囲気の中での保育をさせてもらえるという

考えで希望してみえる方もおりますので、私ども保育サービスの多様化という

側面からもこの家庭的保育というのは存続させていきたいというふうに思って

おります。 
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問（１２） １５１ページの今の家庭的保育の関係ですが、下の利用状況の中

に、内市補助金といのがあるわけですが、定員、年間利用数、それと対して補

助金がこのアンバランスというのか、園によってかなり違いが出ておるんです

ね。これはどのような事情によるものかについて、あとでお答えいただきたい

と思います。合わせて、３款２項３目の学童保育の関係ですけど、これ１５４

ページにあるわけで、そういう中で定員が超えておるようなところもあるとい

うことから、学童保育、４年生以上で預かることを希望しても入れない人が何

人かいて、特に夏季の長期休暇なんかでは非常に困っているという実態がある

わけで、その点についてはこうした反省を踏まえて、どのような改善をしよう

としているのか、それについてお答えをください。 

答（こども育成） まず家庭的保育の補助金の違いということでございますが、

家庭的保育の補助金の違いということでございますけど、家庭的保育の補助金

というのは、団体の方が運営される運営費から保育料を引きまして、その額を

補助しておるという形になっております。ですので例えば５人定員で５人満タ

ンで入っておるところでは、当然市の負担分は減っていきますし、今回ちょっ

と少なかった「あいあい」のようにですね、１人しかいなかった時期もあるよ

うなところですと、市の補助金のほうが多くなるというような理由でございま

す。次に学童保育、児童クラブでございますけども、おっしゃられるように、

今の形の中での定員の中での推移を見守っていきたいというふうに思っており

ます。ただ今後、吉浜、中央という民営化もございますので、そこの中での民

営化に任せることによるサービスの拡大ということはなんらかの形のメリット

が出てくるというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。  

問（１２） 続きまして、１５６ページの（８）になっております、高齢者活

用子育て支援事業というもので、補助金１００万円というものが出されている

が、その使われ方についてお伺いしたいのと、３款２項２目の生活保護、１６

７ページですが、これが非常に急増しているわけですが、これの相談件数とい

うのか、それと申請件数、受理件数というのがそれぞれどのようになっている

のか、それについてお答えいただきたい。 

答（こども育成） 高齢者活用子育て支援事業費補助金、シルバー人材センタ
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ーへの１００万円、これについての内容でございますけども、これについては

シルバーの提案事業の中で、子育て推進を地域で進めていくという事業がござ

います。これを提案されておりまして、国からも同額の補助金をもらっており

ます。その内容といたしましては、学校の OB の先生ですとか、そういった方

を雇用されまして、例えば私どもで起用しておるところですと、学童保育の教

科指導、学習指導ですね。こういったことの指導案をつくるですとか、学校と

の調整を行っていただくとか、そういうような形の方を確保するためというこ

とで、国も市のほうも補助金を出してシルバーのほうに高齢者の方の子育て推

進を推進していくという形の補助金でございます。 

答（地域福祉） 生活保護の相談の件数ですが、平成２１年度の場合、２２９

件の相談をいただいております。そのうち、１２３世帯が保護の認定を受けて

おるという形になっております。 

問（１２） ただいまの生活保護、相談、それから申請も急増しておるという

中で、各地でケースワーカーが非常に過密な労働で倒れてしまったとか、そう

いう情報もあるわけですが、高浜では担当者が何人で１人あたりの件数、過重

労働はないかという点について、お答えいただきたいのと、それだけお願いし

ます。 

答（地域福祉） まず今年の１月に１名増員をしていただきまして、現業員が

３名、それから査察のほうが１名ということで４人体制でやらせていただいて

おります。件数のほうはそれぞれ割り返した件数になりますので、国のほうが

指導しておる人数よりも少ない形ではなっております。 

問（１２） 先ほど生活保護について、相談件数２２９件、そしていわゆる保

護になった人が１２３というふうに言われたわけですが、申請されたのが手続

きとって何件で結局保護になったのが１２３。その申請件数はどのようになっ

ていますか。 

答（地域福祉） ちょっと申請件数について、今資料を持ち合わせておりませ

ん。 

問（１２） 相談件数２２９で、この申請に至らなかったというのが結構ある

ということですが、その扱いについては本来申請は受理するというのが原則に
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なっておるわけですが、どういう形でこの申請に至らないのかそれについては

どのようになっていますか。 

答（地域福祉） あくまでも相談に見えたときに、保護の申請に見えたという

ことじゃなくてですね、生活相談に見えて、その中でいろいろ生活状況をお聞

きする中で、使える制度を御紹介をさせていただいたりしておるわけです。そ

の最終的なところで、申請の御意思があられる方には申請書をお渡しをして、

申請をしていただくという形をとっております。 

問（１２） この前の総括かなんかでもそういうちょっと疑問な問題点もあっ

たかと思うんですけど、やっぱり窓口ではきちっと申請される人の意思を尊重

するということが原点に必要だと思いますので、その点での改善を求めておき

ます。 

意（８） １０７ページの福祉総合システム電算管理事業の１，５９７万４，

３３８５円ですけども、これも今ちょっとお話がありましたけども、生活保護

世帯の増加に伴って、新しいパッケージソフトを導入する、事務の効率化を図

るということですけども、その辺の効率化についてと予算が当初１，０７７万

４，０００円ということで、５００万ほど上がってますけども、これ補正で上

がっておったのかもしれませんけど、どのように上がっているのかお聞きした

いと思います。それから１３５ページの子ども医療費の無料化に伴う事業です

ね。小学校１年から中学３年までの通院分を支給が７３９万２，５６０円とな

っております。これは市長のマニフェストの最初の取り組んだ事業であると思

いますけれども、１月からでしたかね、３カ月間、成果といいますか、どうい

う状況、当初予想したのと結果とどのように違いがあるのか、今後の課題も含

めてお聞かせ願いたいと思います。 

答（地域福祉） 今回生活保護のシステムにつきましては、確かに事務の軽減

という部分で導入をさせていただいたわけですが、一連の帳票類ですとか１回

の処理でできるということと、あと後々の生活指導させていただく際のデータ

ベースの有効活用が図れるというところでかなり有効になってくるというふう

です。今回予算のほうですが、国のセーフティネット支援対策事業費補助金と

いうのを、１０分の１０をいただいて、今回整備をさせていただいております。  
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答（市民窓口） 子ども医療費の無料化の成果と今後の課題がありましたらと

いうことでございますが、平成２２年１月診療分から拡大しました本事業の平

成２１年度事業の実績は１月診療分、これ３月支払いをしておりますが、この

１カ月分としてのべ受診件数２，８７３件、７３９万２，５６０円を支出いた

しております。当初の見込みでは６３０万６，０００円を予定しておりました

が、実績では１００万円程度の増額となっております。子ども医療費の無料化

の実施による成果といたしましては、医療費の申請手続きにかかる負担の軽減

を図るとともに、安心して子どもを産み育て、また子どもの健やかな育ちの支

援に大いに寄与しているものと考えております。今後の課題といたしましては、

本事業は市民予算枠事業でありますので、支給実績が当初の見込み額よりも増

額になったことを踏まえ、医療費の無料化によるモラルハザードから医療費の

増大につながらないように啓発していくことが今後の課題であると、啓発して

いく必要があるというふうに考えております。 

問（８） １，０００何百万と決算のほうの１，５００万のこれはどうなって

るですかね。 

答（地域福祉） 主要成果のほうの１，５００万と今回の生活保護システムの

関係ですけども、福祉総合システムというのは生活保護だけじゃなくて、障が

いのほうのシステム、それから児童扶養手当のほうのシステムというのが入っ

た総額になっております。 

問（１２） １５４ページの学童保育の関係で、長期の夏休み等に対する対策

という点で課題が生まれておるわけですね。それについて学童保育を含めて、

この問題についてどのように対応しようとしておるのか。この点については今

後の施策を進める上で大事な点だと思いますので、考え方をはっきりその点で

はお答えください。 

答（こども育成） 長期の夏休みにも対応ということでございますが、今年も

夏休みの期間ですね、実際には定員になっておるところがあったわけですけど

も、夏休み出席をしない子たちの平均等を調べましたので、そこの中でほかの

児童センターですとか、定員を超えて弾力的ではありますけども、毎日例えば

４０人なら４０人来ないというところがありましたので、そこで児童センター
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で入園をさせていただいて、実際に夏休みの期間、待機児が１人になったとい

うこともございますので、長期の間には児童センター、そのような対応を来年

度も考えていきたいと思っております。また４年生以上の方で今回４人ほどで

すかね、お話があったわけですけども、これは吉浜のまち協の方の御協力もい

ただきまして、ふれあいプラザのほうで昼食を食べるだとかそういった地域の

方の御協力の中で対応もできておりますので、また私どもとしても地域の方と

お話をしながら、また保護者の方とお話をしながら、そういった場作りみたい

なものには取り組んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

問（１２） 緊急避難的というのか、そういう対応も含めてなんとかやってお

るということですが、こうした自体が生まれておるということも、それだけい

わゆる学童やそういう需要が多いということで、新しい年度の計画の中ではそ

うした実態も踏まえてね、定員の増大等も必要なところでは配するというよう

なことも含めて検討すべきと考えますので、ぜひこれからの計画に生かしてい

ただきたいと思います。 

 

４款 衛生費 

問（６） 決算書の１７４ページ、１７５ページでございますが、これのです

ね、医療対策推進費の中で、節の１９節で負担金，補助及び交付金というのが

ございます。これが３月の補正で２億９００万増額しているにも関わらず、２，

６１６万８，３９８円、不用額という形になりました。医療法人豊田会に、決

算委員会としても当然お伺いをせないかんという部分を思ってますんで、前回

の総括の中でもいろいろ重複するとは思いますけれども、ひとつお答えをいた

だきたいというふうに思います。 

答（保健福祉主幹） ただいま御指摘賜りましたとおり、医療法人豊田会への

補助金につきましては、患者の伸び悩みですとか、開院にあたってのリフレッ

シュ工事の影響から３月におよそ２億９００万円の増額補正を行いました。そ

の後４月に入りまして、医療法人豊田会が高浜分院の決算処理を行いましたと

ころ、病院事業運営費補助金のうち計上損失分に対する補助金の額が２，６０
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０万円改善されましたので、不用額になったものでございます。収支改善の主

な理由といたしましては、２月から３月にかけまして、入院患者数が計画線を

上回り、年度末には６２名にまでふえ、入院収益が増加したことが挙げられま

す。また支出の面に関しましても薬品や診療材料といった材料費につきまして、

予算に比べて縮減することができましたので、不用額が発生したものでござい

ます。 

問（６） それではですね、確認で合わせてダブりますが、伺います。今、伺

いました経常損失分、それに対する補助金が５億４，６００万というふうに膨

らんでおります。この件もダブるとは思いますが、ひとつ主な要因をここで委

員会の中でひとつお願いをしたいと思います。 

答（保健福祉主幹） まず外来、入院ともに思うように患者が戻ってこなかっ

たことが上げられます。これは高浜市立病院が深刻な医師不足に陥り、診療体

制が縮小した際に大幅に患者が減少したことによるもので、一度減少してしま

った患者が戻るには相当の時間を要するということを御理解賜りたいと存じま

す。次に開院にあたってのリフレッシュ工事の影響が上げられます。高浜分院

として開院するにあたり、外来や病棟を中心に実施したリフレッシュ工事は５

月末までかかりましたので、健診業務などはほとんど実施することができませ

んでした。また減価償却の対象とならない単年度経費がおよそ７，２００万円

発生をいたしております。このほかにも保健所の開院許可を受けるにあたり、

思うような人件費の削減もできませんでした。やはり移譲して間もない昨年度

につきましては、病院機能を１００％発揮することができませんでしたので、

５億円を超える赤字補てんが発生をいたしておりますが、今年度からは診療体

制の強化と健診部門の充実をさせ、早期に経営改善を努めておみえになります

ので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 

問（６） 計画どおりにはなかなか難しいとは思いますが、一歩一歩前進をし

ていただきたいと、こういうふうに思います。２１年度の部分でですね、先ほ

どのお話がございましたように不用額が出ているようなこともございます。ま

ずはひとつは期待をしていきたいというふうに思います。ここは市民の本当に

大事な健康を守る部分でございますので、そうかといってですね、いい加減な
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精査はいかんというふうに思います。大きな数字でございますので、どうかひ

とつしっかりと精査をしていただいて、聖域なきという部分も含めまして、お

願いをしたいと思います。 

問（１７） １８０ページですけれども、在宅当番の運営事業に関する件です

けども、２１年度は医師会に対する委託料が３５７万になっております。とこ

ろが昨年は、２０年の場合は、これが委託料が７０万６，５００円と補助金が

２８８万２８８１円。これ２つに分かれておりました、昨年は。なぜ今年はこ

れ一本になったのか、またなぜこれ昨年補助金の多いのに名目が委託料になっ

たのか、これがまず１点です。それから２点目、今、病院の話がありましたけ

ども、この前ちょっと先日説明いただきました資料の中に特別利益の内訳があ

りました。この中でですね、豊田会への補助金の補助の中で、地域医療・救急

医療振興事業、合わせて４億１，４５０万ですけども、特別利益のほうにはこ

れは救急医療が含まれておりません。地域医療のほうだけが含まれております

けども、これはどういった理由になるのか、まずは地域医療とは具体的にはど

ういったことを指すのかを教えてください。それから３点目ですけども、主要

成果の１８２ページです。エコハウスの関係ですけども、利用者の数に関しま

して、分別が２０年から２１年にかけまして、１４４組から２９組、人数も３

７４人から５５人。かなり減っております。それから環境関連の講座もやっぱ

り２０年から２１年にかけまして、６１組から４２組、人数も１，８７８人か

ら１，３７４人。これもかなり激減しております。これは一時的なものなのか、

またはだんだんそうなってきたのかということと、それからやはり毎回毎回こ

れは分別をやっておりますと、かなり市民の方に広がってきますので、そうい

ったことでかなり人数も減ってくるじゃないかと思います。そういったことで

今後本来の環境、エコハウスということでもっともっといろんな対策が考えら

れると思いますけども、その点においてもちょっと説明をお願いいたします。  

答（保健福祉） 医科の在宅当番医の件ですが、従前は補助金と２本立てでと

いうことでしたが、これまで県の補助金のほうがありましたので、２本立てで

行っておりましたが、その後補助金のほうがなくなりましたので、委託料とい

う形で１本で実施をさせていただいておるということでよろしくお願いします。 
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答（保健福祉主幹） 地域医療・救急医療振興事業補助金でございますが、こ

の補助金は地域医療、救急医療の確保及び振興のための設備、運営経費といた

しまして、これは高浜分院ではなく、医療法人豊田会に対して補助をいたして

おります。この補助金につきましては、実際に刈谷市が医療法人豊田会に同様

の補助をいたしておりますので、刈谷市との人口比率を勘案しまして、刈谷市

が負担する補助金額の３０％を負担させていただいておるものでございます。

今回、特別利益に医療法人豊田会に対するこの補助金が入りましたのは、実は

損失補てんの対象とはならないリフレッシュ工事に対する減価償却費、これを

相殺しなければなりませんでしたので、豊田会側が医療法人豊田会に対して、

支援させていただいた補助金のうち、１，５２０万円をこの高浜分院の損益計

算に充てていただきまして、相殺をして５４０万円の純利益が出たものでござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

答（市民生活） 高浜エコハウスの分別学習及び環境学習の減少ということで

ございますが、分別学習エリアにつきましては、実際１４４組から２９組と減

っております。これは分別学習に来ていただける町内会の方の件数が若干減っ

ている。あと飛び込みの件数も減っておるという状況でございます。次に環境

学習につきましては、市内の小学校の皆様に高浜エコハウスに来ていただいて、

環境学習を受けていただくということもありますが、小学校の確か６年生の学

年が昨年度はちょっと延期をさせていただきたいということで、若干減ってお

る状況でございます。委員、御指摘のありました分別回収をやってみるのかと

いう御質問でございますが、先の９月議会の一般質問で答えておりますが、そ

もそもは資源ごみの分別学習エリアという目的で設置をされておるので、そう

いった御理解をいただきたいと思います。 

問（１７） 今の分別のことは僕は言っておりません、それは。質問してませ

んので。ただ、１つだけ、今後やっぱりね、もっともっとやっぱり、このエコ

ハウスが存続するにはもっともっといろんな対策といいますか、いろんなやっ

ぱり講座なんかをもっともっと考えていくべきではないかと、こういうふうに

思っております。その点とそれからさっきの当番の委託料ですけども、在宅当

番の。ということは県の補助金がないということは、これは高浜全部で委託料
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ということですか、これは。 

答（保健福祉） おっしゃるように、高浜市の委託料として支払います。 

答（市民生活） エコハウスでの講座の充実というふうな御意見でございます

が、現に２２年の夏休みにですね、環境に関するビデオの上映等々もやってお

りますので、引き続きそのあたりはですね、なるべく費用のかからないやり方

で充実を図ってまいりたいなと思っております。 

問（９） ３点ほどお願いします。成果説明書の１７１ページの健康診査及び

訪問健康診査で実施機関が高浜市医師会とありますけれども、前のほうを見る

と３番目の一般住民健診の審査の場合は刈谷豊田総合病院高浜分院というのも

含まれております。受診者が減ってきたということですが、なぜ実施されなか

ったのかお願いします。 

答（保健福祉） 一般住民健康診査については、総合病院が入っておりまして、

それ以外の部分については、医師会にお願いしているというような内容である

と思います。いわゆる住民健康診査のうち、これまでも特定検査ですとか、後

期高齢の部分は身近なかかりつけ医であります、医師会のほうへ。検査項目の

多い総合健診や成人ドッグについては、いわゆる刈谷豊田総合病院の高浜分院

のほうで行っていただいております。検査内容の違いによる健診機能のいわゆ

る役割分担というような考えで進んでおりますので、よろしくお願いします。  

問（９） １８２ページの高浜市のエコハウス事業ですけれども、昨年度の施

設管理、総合サービスさんに払った中には資源ごみ分別学習エリア業務委託と

して週３日で２人というふうで別立てで委託料が書かれているのに、今回は一

括で委託料が払われているのに、分別エリアのが激減しているという、利用者

が。これは委託でもう払ってしまったので仕方がないということですか。  

答（市民生活） 利用者の数によって委託料を支払うという契約にはなってお

りませんでして、管理の委託というところの年間の費用でございます。  

問（９） それと環境学習推進事業というので、昨年度は環境学習の事業費が

別立てで上がってきて、今回はもう全部高浜エコハウス事業で一括で上がって

いますので、先ほど来ありますように、しっかり環境学習にしていただきたい

ということをお願いしておきます。それともう１件、１９０ページのごみ減量
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リサイクル推進事業の１番最後に１３番で不法投棄等ごみ処理業務委託で２５

２万１，０００円というのが総合サービスに上がっているんですけども、これ

２０年度、放置自転車処理事業で不法投棄ごみ処理業務委託で７５万８，１０

０円というふうに処理されています。今年度は２５２万１，０００円で同じよ

うな業務内容で総合サービスさんに委託しているわけですけれども、これは値

上がりというかなぜこういうふうになったのかお願いします。  

答（市民生活） まずもって、環境学習推進事業につきましては、本年度こち

らの事業のほうに統合させていただきましたので、またちょっと予算の編成時

期にそのあたりは考えさせていただきたいと思います。もう１つ、ごみ減量リ

サイクル推進事業の不法投棄等ごみ処理業務委託につきましては、これ平成２

１年４月から高浜市みんなでまちをきれいにしよう条例の施行に伴いまして、

このあたりに力を入れていきたいということで、委員御説明いただきまして、

放置自動車・不法投棄ごみ処理業務委託というものを毎週火曜日と金曜日、週

２日の９時から１６時までの６時間、委託で出しておりました。この部分をカ

ットさせていただきまして、この２５１万ということで週５日、８時半から５

時１５分までということで、拡大をさせていただいております。  

問（９） では業務委託の拡大に伴って、執行の予算も上がっていたというこ

とで理解してよろしいですか。はい、ありがとうございました。 

問（１２） ４款１項２目、１７０ページ、成果説明書でこの、今出ておった

保健・予防の受診率というものはどのようになっているのかということと、受

診率を上げるための主な取り組みということについてをお伺いします。  

答（保健福祉） 予防の受診率というようなことでありますが、もともと受診

件数についても総合健診を除いて、かなり伸びてきておる。とりわけ子宮健診、

乳腺検診についてはふえてきておる、また健康診査についてもふえてきておる

ということで、増加の傾向にあります。その具体策ということですが、いわゆ

る今年度もそうなんですが、健康診査のほう、７、８、９の３カ月を重点機関

として実施しております。医師会のほうにもお願いをさせていただいておりま

して、現在その終わった９月以降についても、医療機関によっては複数の医療

機関で通年の３月までですとか、３月まではいかないけど１１月までは実施し
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ていただけますよと、そういうような話をお聞きしておりますので、またこの

期間に受診できない方については、ぜひそういった医療機関のほう、御紹介さ

せていただいて、受診率の向上に努めてまいりたいと思っております。  

問（１２） 健康診査の案内によると、この一般健診で市内医師会については、

７月から９までという案内になってますね。ですので、これ終わると逃したな

というふうになっちゃうんですけど、あの辺についてはそういう理解が得られ

るんなら通年なり７月から９月を重点期間ということであるが、もし受診でき

なかった場合にはこういう手続きがとれますというような形で、もう少し受診

しやすく、言ってみれば通年受診が可能ということに改善すべきではないかと

思いますが、それについての取り組みはいかがですか。 

答（保健福祉） 実は今回もそういうことを医師会のほうにお願いさせていた

だいたのは、７月の結果のほうが前年度を下回るような受診率であった、そう

いったことを含めて、医師会のほうにお願いしてまいりました。いわゆるこう

いう状況でありますので、ぜひ御協力をいただけませんかというような働きか

けの中で進めております。ですので、来年度から通年実施を全てしていきます

よという話ではなくて、その都度その都度、受診率を見ていただきながら、決

めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。  

問（１２） しかし、あれ案内によると、９月もうじき末ですけど、あれで見

ると、だめだなというふうになってしまうんですけど、これは案内も含めて一

定期間に集まってほしいという希望はあるかもしれんけど、それはそれで推進

期間でもし受けられない場合には、こういう手続きありますということも含め

て案内できるように、これは改善すべきではないかと思いますけど、そういう

取り組みはいかがですか。 

答（保健福祉） 今、おっしゃられましたように、今年度につきましてはそう

いう形で確認をさせていただいております。来年度以降については、またその

中で考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。  

問（１２） そうすると期間過ぎて受診できる場所があれば、健診の案内でや

れるというふうに理解していいんですか。それについてお願いします。  

答（保健福祉） 医療機関の御紹介も含めて、ぜひ受診をされたいなという方
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がお見えになりましたら、私どもの保健福祉グループのほうにお聞きいただく

なり、医療機関のほうでまだやれるかねということを問い合わせいただくよう

にお伝えいただければ幸いです。 

問（１２） ４款１項３目で、地域医療振興事業、分院のことですが、再三さ

まざまな質疑の中で内容はかなり明らかになってきておるわけですが、赤字が

今年もかなり出そうだという点では改善されていないわけで、その点では運営

委員会等の中で高浜市として豊田会に特に重点的に最近要望しておるというこ

とが、どのようなことであるのかという点を今年度の決算内容を改善する手立

ての具体的な高浜の要望という観点で、どのようなことを重点で訴えられてお

るのか、それに対する豊田会の回答というのはどうなっているのか、それにつ

いてお答えください。 

答（保健福祉） まず収支を改善するために、これは一般質問の折でも申し上

げましたけれども、まず常勤医師につきまして、現在４名の医師で担当をして

おります。昨日現在、入院患者さんの数が８６名いらっしゃいます。４名の常

勤医で担当しておりますので、１人当たりの医師の過重労働が非常に心配され

るところでありますので、できるだけ早期にですね、常勤医師を１名ふやして

いただいて、５名体制にしていただきたいということを、強く申し上げさせて

いただいております。また、外来の患者が非常に伸び悩んでおります。その中

で今年の４月から協会けんぽの生活習慣病予防健診実施医療機関になられまし

たので、市内企業、またあるいは近隣市の企業さんを積極的に訪問をしていた

だきまして、少しでも多くの従業員さん、あるいは従業員の御家族の方の健診

の機会をふやしていただきまして、健診からその後二次健診の外来の患者の増

加につなげていただきたいということを要望をさせていただいております。ま

た企業訪問につきましては、私ども高浜市も今年の２月と３月に市内企業を中

心に訪問をさせていただきまして、総合健診、人間ドックの受診をお願いした

ところでありますけれども、また秋口以降もですね、私ども高浜市も企業訪問

を再開させていただいて、外来の患者の増加に努めていきたいというように考

えております。 

問（１２） いわゆる救急医療体制については、先の一般質問等でもなかなか
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見通しが立たないというのか、今は一般病床がないということで受け入れられ

ないという状況は説明を受けておるわけですが、先々も含めてその辺について

は展望を持つべきだと思うんですけど、その点についてはどのように考えてお

るのかお答えください。 

答（保健福祉） 一般病床につきましては、私ども医療法人豊田会と協定を結

ばさせていただいた折にですね、移譲時については全て療養病床とするという

お約束となっておりますが、今後医師が充足をされた段階で、必要があれば一

般病床の再開につきましてはまた高浜市側から協議をさせていただく、投げか

けをさせていただくというお約束になっておりますので、まずは常勤医を確保

していただいて、一般病床を開設できる程度の医師数まで充足していただくと

いうことが、まずもって先決のことでございますので、医師が充足された段階

でまた高浜市として要望していきたいというように考えております。  

問（１２） それでは４款１項４目、エコハウスの関係、さまざまな質問もさ

れて、状況については説明を受けておるわけですが、学習エリアという位置づ

けだという説明になっておるわけですが、それにしては相当の費用をかけた設

備になっておって、この点が事業仕分けの中で不要という意見の出てきた大き

な点ではないかと。やっぱり実践で役立つ、そういう施設という点を１つは目

指すべきではないかと、その点であの分別エリアというのは、分別学習エリア

みたいな形にちょっと変えられてきておるようですが、その点について大きな

点で考え方を変えないと、不要という市民の声というのはこれは変わらんじゃ

ないかと思うんですけど、その辺についてはどのように考えているんですか。  

答（市民生活） 先ほどの本来答えるべきところ、先に言ってしまいまして申

し訳ございませんでした。先ほどの答弁のとおり、そもそもというのが資源ご

みの分別学習エリアという学習施設、そしてここで実際地域で行っておる分別

を習っていただき、またその精度を高めていただいて、活用していただくとい

うものでございますので、ここで改めて分別をやるという計画はございません

ので、よろしくお願いいたします。 

問（１２） やっぱり市民のその点での声もよく聞いて、これは事業展開して

いかないとやっぱり市民の皆さんの意識と乖離が生まれるんじゃないかと。こ
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れは以前のまち懇の中でもそういった声も出ておりますし、私どもが感じる上

でもせっかくつくったそういう施設が実践では使えないというんでは、何のた

めのものだという率直な疑問というのは出るわけで、ぜひこれからの事業を展

開する上で重要な指摘だと思いますので、それを踏まえた取り組み、改善を求

めておきたいと思います。次に分別収集の関係で１９０ページ、これ現在高浜

市の分別収集のあり方というのは、町内会でほとんどが交替で立ち番という形

でやられておるわけですね。そういう中で私ども市民アンケートの中でも、こ

の立ち番制度について疑問や改善を求める声が非常に多いんですね。若い共働

きの世帯では一番忙しい時間、子どもが学校等へ行く場合にはちょうどその時

間というようなところで、実際かなり苦労してやっておる。高齢者の皆さんに

ついては、本当に立っておるが精一杯という方も来るからやるというようなこ

とで、この点については市は町内会に任せておりますという形でこれまで再三

答弁をもらっておるわけですが、改善すべきだということを特に思うんですね。

歳入のところで確認した分別収集による収益金というものもあるわけですね。

そういうものを活用して、いわゆる可能な皆さんが何らかの形で立ち番をして

いくというような形でできる人がそういうものに積極的に参加する、できない

人にも無理やりこうやらせるというこれまでのやり方から改善すべきだと思う

んですね。その点ではどのような検討をしておるのか、答弁をお願いします。  

答（市民生活） まずもって資源ごみの分別収集拠点の運営につきましては、

市民の皆様、町内会の皆様の御協力によって運営をされております。日々感謝

しております。その中で町内会に立ち番を押し付けておるというようなニュア

ンスの言葉でございますが、そういったことではございませんで、やはり町内

会、顔の見える方々がその分別の拠点を運営していただくことによって、出し

ていただける方もですね、そういった出し方を覚えていただく、注意しようか

なという気持ちになっていただきたいと。コミュニティの場所でもあると私ど

もは強く認識をいたしております。町内会に収益金つきましては、同じく１９

０ページの１の（１）、資源ごみ分別収集事業町内会支援報償金という形で３２

２万１，９００円、昨年のほうは支出をさせていただいておりますので、この

あたりの財源を使って、また町内会様のほうでよりコミュニケーションを高め
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ていただければと、かように考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

問（１２） 先ほどの歳入で、雑入の金額とかなり違う金額になっておるわけ

ですが、分別収益金は全額町内会へおろして、そこでそうした費用を活用して、

このできん人に無理に押しつけるじゃなしに、合理的な運営方法というのを追

求すべきだと思うんですけど、それについてはいかがですか。  

答（市民生活） 資源ごみの売却収益が昨年８５０万円ほどございましたが、

町内会の報償金につきましてはその一部というふうに御理解いただきたいと思

います。基本的にはもう１つ上の事業費でございます、ごみ減量リサイクル推

進事業２，８００万のほうに充たっておるというふうに御理解いただきたいと

思います。 

問（１２） 今、顔の見えるとかそういう内容を否定するものじゃないわけで

すが、結局この先ほど出しておるように、市民の声として特に困っておる時間

帯、とても休めないような職場とかまた高齢者の皆さんでは立ち番そのもの、

立っていることが難しいような人に含めても無理やり当番で来るという内容、

これは町内会がやっておるからということで市はそっちに任せておるというん

では、これは検討が不十分だと思いますよ。やっぱり地域によっては、例えば

葭池住宅なんかではそうした自ら手を挙げてやる人に参加してもらって、ちょ

うどボランティア的にやるか、若干の有償ボランティアで分担してもらうとい

うようなやり方で地域にみえる収集の仕方ということでやっておるところもあ

るわけで、そういう点では今後の進むべき方向として無理やり強制で輪番とい

うことでなしに、その辺の事情を踏まえて、合理的な理解が得られる方法とい

うのはさまざまな取り組みで NPO の立ち上げとかいうことを高浜市はやって

おるわけですが、このごみの分別収集では町内会と、旧態然たるした取り組み

でやっておるという点は改善すべき課題ではないかと思いますが、この点につ

いてはいかがですか。 

答（市民生活） ただいま委員さんがおっしゃっていただきました、例えば葭

池でございますが、その地域に応じて、実情に応じて、その立ち番を運営をし

ていただいておる、まさにその地域の考えていただいてやっていただいておる

なと思います。そういったことで、いろんな町内会におきましてもですね、こ
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の実情に応じたですね、運用の仕方をされております。これが行政が一律でこ

うやってやってくれというわけにはいきませんので、町内会様がその町内会の

実情に応じて運営をしていただける、それを私どもは支援をさせていただくと

いうスタンスでおりますので御理解をいただきたいと思います。  

問（１２） 町内会それぞれでという言い方ですが、やはり市民のさまざまな

角度からの声というものを踏まえた上で運営すべきであって、町内会がやって

おることだから、市はいちいち口を出さないというんでなしに、さまざま町内

でのごみの分別収集にかかわる問題点というものは町内会そのものを抱えてお

るわけですが、そういうことも含めて自主的にその町内会がさまざまな判断を

するということについては、一定の今の仕組みからやむをえんかもしれません

が、市としてはそうした声も含めて改善すべき点という点をやっぱり問題点を

提示して、改善をすべきじゃないですか。その点では町内でやっておるから、

わしゃ知らんという、結局そういう態度ですから、その点については改善が必

要ではないですか。 

答（市民生活） 先ほどから申し上げましておりますとおり、町内会様には私

どもも協力はさせていただいております。あと町内会様の実情に応じたという

ところで、例えば新田町さんでありましたら、第１と第４の週でございます。

清水町につきましても、やはり世帯数が少ないということで、第２、第３週と

いうことで第１、第４を省いて、例の立ち番の回転を少なくするというような、

そういった取り組みもしておりますので、そういった形で地域の実情に応じた

運営をお願いしたいと思っております。 

問（１２） 少なくともこの問題では、さまざまな取り組みで市も市民の声を

聞くようにしておるということを耳にするわけですが、こうした分別収集につ

いても市民の声をやっぱりきちっと踏まえた上で、それを前提に例えば行政連

絡会等で市の考え方というものは述べていくべきで、これまで町内会がやって

おるからということでその決定に全てゆだねるということで、何の問題もない

ような考え方であっては、行政改善できませんので、それについては強く改善

を求めておきます。 

問（２） 主要成果の１７７ページの予防接種事業ですけど、２１年度の予防
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接種事業には入ってませんけど、予防接種の中で注目されている事業として、

前からちょっと話もあったと思うんですけど、子宮頸がんのワクチン接種とい

うのがあると思うんですけど、最近の国における動向の接種に対する今後の方

向性とかですね、市の見解についてお願いいたします。 

答（保健福祉） 子宮頸がんのワクチン接種についてのお問い合わせです。厚

生労働省のほうで、平成２３年度の概算要求が出ております。今回特別枠とし

て、ワクチンの公費助成が計上されております。市としましては、こうした国

の制度が構築された場合は、実施に向けて取り組んでまいりたいと考えており

ますので、よろしくお願いします。 

問（１６） １９２ページの先ほど来話が出ている資源ごみの売却収益金額が、

８５０万余出ておりますけれども、例えばこの中でいろんなものが相場が出て

ますよね。そうするとこれ年１回で決めてしまうのか、あるいは月ごとに決め

ていくのか、これはどちらになっているんですか。 

答（市民生活） 売却単価につきましては、年度末にその次の年の単価を決め

させていただきます。やはりこれも相場が上下いたしますので、その相場が上

がったときにはその相場を上げていただいた金額、そして若干前回ありました

が、やはり需要がダブついたときには、単価が下がりますので、昨年補正で減

額をさせていただきましたが、そういった形でタイミングを見て、単価のほう

は変更契約をさせていただいております。 

問（１６） それから、ここで私が発言してはおかしいかもしれませんけれど

も、先ほど１２番の水野さんからいろんな発言がございました。私もよく別に

当番じゃないんですけれども手伝いに行っております。そういう中で、町内会

がやるメリットもたくさんありますし、ということは当番をやることによって、

分別の仕方を覚えるんですね。先ほど来話のあったコミュニティもかなりあそ

こでいろんな話題が出ます。そういうことによって従来付き合っていない人た

ちとも付き合えると。で、最近災害の問題もたくさん出ておりますので、特に

隣組と仲良くしないと緊急災害時には誰も助けてくれません。そういう意味で

分別の手伝いをするということは非常にいいことだと、そういう声もあるとい

うことをやはり水野さんのほうも深刻に考えてほしいなと思いますので、余分
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なことを言いましたけれども、よろしくお願いいたします。  

答（市長） 今、１６番委員のほうから大変力強いお話をいただきました。お

っしゃるとおりでございまして、中川先生もおっしゃってますが、面識社会を

つくっていくというのがこれからの自治体の中で地域の活性化に１番重要な課

題だというふうに思っております。そういう意味ではこのごみの分別収集、こ

れもおっしゃるとおりでございまして、人の仕事になってしまうとですね、分

別も適当にやっておけばいいということになります。自分の家のごみをどう考

えるかということを思ってもらうこと、そして面識社会をつくる、この２点か

らして、今、私どもの基本的な考え方としては、ぜひ地域においてできれば町

内会のほうで皆さんがやっていただくことが、１番いいのではないかなという

ふうに思っております。 

 

 休憩 午後 ２時５８分 

 再開 午後 ３時０５分 

 

問（１２） 先ほど分別の立ち番の件でいろいろ答弁がありましたが、分別そ

のものを市民のほとんどすべての市民がやっていくべきだということで実際拠

点にはもってみえるんですよね。そういう点では、立ち番やらないから、どう

かなってしまうということはありえないし、それから地域のコミュニティの場

所ということも私は否定しません。やっぱり持ってくることを通じてその場所

での対話というのは十分あるわけですから。で、私が言っているのは条件のあ

る、できる人がやることは大いにけっこうだが、何が何でも無理やり押し付け

るようなね、やり方、これがかえって地域の中に壁をつくってしまうという点

を改善する方向で取り組むべきだということをいっているわけで、例えばすべ

ての世代を通じてこの時期は特別そうした仕事をやりにくい時期、こういうも

のもあるわけです。全世代通じてそうした地域のコミュニティに参加するとい

うことを踏まえた形で大きな目でそうしたコミュニティを強化していくという

考え方が非常に大事ではないかとその点、きめ細かい市の行政の考え方、そう

いうものを町内会の皆さん方と協力する際にもそうした配慮を含めてやってい
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くことが今とりわけ重要ではないかといっているわけで、一律に皆さんがでて

やることを否定するわけではなくて、そのあり方については、地域でそれぞれ

創造的に考える場合にも全員同じように参加せないかんというような形が公平

のようで実は公平ではないんですよと。その人たちは他の面では非常に子育て

とかそういうものでは参加しているわけですから。しかしこの時間、この分野

で非常に大変だということをやっぱり配慮していく。逆にその人たちが一定の

期間経て時間ができれば大いにけっこう参加するという形で世代を通じてそう

した地域、住みやすいまちをつくっていくという非常に幅の広い考え方という

のが大事ではないかということをいっているわけで。ぜひその点も含めて今後

の運営のなかでは生かしていただきたいという要望です。 

答（１５） 私は一つお聞きいたします。これはなんとお聞きしていいのかわ

からないので一つ聞くんですが、プラスチックのごみなんですが、高浜やって

おって、碧南がやっていないという問題なんです。これはですね、どちらがい

いかとか悪いんじゃなくて、問題は説明の仕方を何としたらいいのか、市のほ

うの当局にですね、教えてほしいとこういうことなんですが、いかがでしょう

か。住民に理解してもらえるような説明の方法を教えてください。 

問（市民生活） プラスチック製容器包装リサイクルの実施をしているかおら

ないかというところの違いでございます。高浜市におきましては、俗にいう指

定法人ルート、財団法人日本容器包装リサイクル協会とですね、契約をいたし

まして平成２０年度から、俗にいいます、プラマークと書いてある製品をです

ね、回収させていただいてリサイクルをさせていただいております。お隣の碧

南市さんにつきましてはですね、こういった指定法人ルートというところでま

だ実施をされておらないということで、碧南市さんも昔からリサイクル分別に

は力を入れておりますけども、硬質プラスチックという形で集めておるもんで

すから、まだ容器包装リサイクルのほうには手がついておらないというのが実

情でございます。まだ碧南市の実施時期については私どもでは掌握はしており

ません。 

答（１５） そこでですね、もう一つお聞きしたいのはですね、そのプラスチ

ックのなかでペットボトルのキャップと本体と分けてだすということなんです
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が、何かの材質が違うとかいう話もちらっと聞いたんですが、実際にはその辺

はどうなっているんでしょうか。私もわかりませんので教えてください。 

問（市民生活） ペットボトルのふたにつきましては、基本的には容器包装リ

サイクルのほうにお出しをいただきます。今また違う活動がございまして、ペ

ットボトルのふただけを集めまして発展途上国に送ってワクチンの接種をする

というそういった取り組みも、高浜市、安城市、この辺りでもかなり進んでお

ります。そういったところでペットボトルをだす市民の方がですね、これは高

浜市の分別のほうに出そう、これはそっちのワクチンの活動に出そうというこ

とで出すほうが選択をされておるという状況が、今、実際にございます 

 

５款 労働費 

問（１６） １９９ページのですね、衣浦地域職業訓練センターですね、これ

の訓練内容とですね、約３，０００万補助金をだしているんですけども、これ

は何に使っているんですか。 

答（地域産業） まずは、使い方ですけど、ほとんどが人件費になっておりま

す。職員４名とあと２１年度につきましては、利活用が少し不十分でありまし

たので、その利活用するために３７０万円、昨年よりも多くなっておりまして、

そちらのほうに使用しております。運営につきましては、事業内容につきまし

ては、認定職業、それと県のほうの委託事業が主な職業訓練の内容になってお

ります。 

問（１６） 前に一般質問もやったことがあるんですけども、訓練内容のなか

の例えばパソコンだとかですね、そういうようなものは、他の施設でもやって

いるんですね。これ極端なこと言うと、事業仕分けでいけば不用のほうだと私

は勝手に思っているんですけども。人件費４名という話ですけども、県の職員

のＯＢの方とかいうのが過去におったんですけども、今は独自に採用した人に

なっているのかですね、訓練内容が、昔は確か訓練するということで花だとか

能面づくりだとか、一見職業訓練とはちょっと違うような内容も含められてい

たことがあるんですけど、今はどのようなものを重点的にやっているんですか。 

答（地域産業） 委員おっしゃられたように、まず人件費の関係ですけど、県
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のＯＢの方が１名おみえになりまして、２１年度で退職されまして、２２年度

につきましては３名で市から雇いましたプロパーというんですか、公社のほう

が雇いましたプロパー３名の女性で対応しております。それで事業の内容です

けど、先ほど申しましたように、認定事業、これは県のほうに届けて行わせて

いただく事業でございますけど、その関係で、建築の関係のキャドの関係と左

官の関係が主にあります。それと認定外ということで県のほうからの委託事業

といたしまして、キャド設計、定住外国人との訓練、それと市のほうからあが

っております、市民公益活動の人材というそういう委託事業を受けておりまし

て、その他といたしまして、一応館が空いておりますので、趣味的なものも含

めてですね、確かにおっしゃられるようにアートフラワーですとか、着付けで

すとか、そういうものも利用しているのが現状でございます。 

問（１６） これは昔の話で申し訳ないんですけれども、瓦の訓練学校の学習

をあそこでやっていたことがあるんですけど、今はそういうもは全然やってい

ないんですか。 

答（地域産業） 今、そちらのほうはですね、愛陶工さんの前に技研工業さん、

いわゆる瓦組合さんのほうが新しく建物を建てられましたので、実施はそちら

のほうでやっていただいて、こちらのほうでもやれるようにはなっております

けど、実態的には、現在ではそんなには利用されていないということです。 

問（１６） それからですね、今あそこに通っている人たちが高浜市内の方が

主だと思うんですけど、駐車場が非常に狭いんで使いづらいということもあり

ますけれども、市外から通っている人たちは実際にはあるんですか。 

答（地域産業） 市内の方、約５０％強でございまして、原則ですね、公共交

通機関、いわゆる駅が近いですので、そちらのほうで通っていただくようには

お願いしておりまして、原則駐車場については受講者に対してはスペースは与

えないということでですね、お願いしております。 

問（９） 不勉強で、１９９ページの能力の職業訓練センターで３７０万増え

た分が、利活用ですと一言で片付けられてしまったんですけど、その利活用っ

てどういう活用なのか教えてください。 

答（地域産業） 利活用につきましては、県のほうの能力開発機構のほうの基
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準、１万８，０００人というのが基準になっていたわけなんですけど、それを

下回っておりましたので、その１万８，０００人を超えるために今後、利活用

どういう形でしていったらいいかということを検討させていただいておるもの

でございます。これは２１年の５月からやらしていただいておりまして、２２

年の３月に結論をださせていただいております。 

問（９） 利用、活用ということですね。１万８，０００人の利用、活用がな

いのでそれの活用をするようにということでいいですね。 

答（地域産業） 委員のおっしゃるとおりです。 

答（杉浦副市長） 今、地域産業のグループがお答えしておりますが、これは

そもそも、衣浦地域職業訓練センター自体、１万８，０００人を割りますと実

は、利用のイエローカードという形になります。そうするとそれに対する改善

計画をだせということになったわけでございまして、２１年度そういうことも

ありましたので、今後の衣浦アカデミーのあり方を検討する中で今後どう利活

用していくかということを検討してまいりました。ところが例の政権がかわり

まして、この地域職業訓練センター自体が廃止という選択肢がでてきたわけで

ございまして、実は最近、正式に廃止、しかも無償譲渡、または受けない場合

は来年度国のほうが解体、撤去するという２つの選択肢がでてまいりました。

今、まさしくその利活用検討会の内容を踏まえまして、今後、施設についてど

のようにしていくか、選択肢ですが、それについて、今、現在内部で検討させ

ていただいている中で、またある機会には、議会のほうにも御相談申し上げる

ときがくるということでございますので御理解賜りたいと思います。 

問（１２） ただ今の件ですが、結論をいつまでにだすのか、現在の検討では

どのような方向で考えているのか、それについてお答えください。  

答（杉浦副市長） 基本的には私どもは、あそこには職員が３名みえます。こ

の人たちの身分の問題もありますし、先ほど１６番議員の今までの使われ方も

あります。それから新たなる利活用のことについてもいろいろ検討しておりま

す。今、ここで方向性としてはどうなるかと申し上げられませんけど、基本的

には建物を利活用したい方向で検討しておりますが、廃止という選択肢を持ち

合わせておるわけでございます。これにつきましてはおそらく１０月頃にはあ
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る程度国のほうに方向性をだす必要性があるのではないかなというふうに思っ

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

問（６） １９８ページ、５款１項１目２節勤労福祉事業とですね、３節の市

民生活支援事業、これ特に、３のほうの市民生活支援事業は貸付の保証状況が

ないということであります。勤労福祉事業の労働金庫預託金、これの辺はどう

ですか。 

答（地域産業） 労働金庫につきましては、あります。その分につきましては、

７４件くらいの実績がございます。 

問（６） 市民生活援助事業はないわけですから、これは敷居が高いのか、あ

るいはＰＲが足らないのか、その辺はいかがですか。 

答（市民生活） 市民生活安定資金信用貸付保証制度につきましては、委員御

指摘のありますとおり、平成２０年、２１年、本年度２２年も実際、実績はご

ざいません。この辺りは敷居が高いというわけではございませんけども、現に

借り入れがあったりですとか、年齢制限等々がありまして、その辺りで若干借

りづらいのかなという部分がございます。同様の制度も今、民間のほうである

という状況もあるものですから、なかなかこちらのほうに手を挙げるという方

も減ってきておるのが現実かなと判断しております。 

答（地域産業） 先ほどの労金ですけど、実績のほう１１４件、すみません、

訂正で。 

 

 休憩 午後 ３時２２分 

 再開 午後 ３時３０分 

 

委員長 ここで当局より発言を求められておりますので、発言を許します。  

答（地域産業） 先ほど神谷委員の職員の関係で４名で、１人が県の OB とい

うことで、私のほう回答させていただきました。民間人ということでお願いい

たします。 

 

６款 農林水産業費 
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 質 疑 な し 

 

７款 商工費 

問（１２） ７款１項２目、２１４ページ、中小企業支援事業、その関係で質

問します。その中で、下のほうにある補助金で、中小企業振興対策事業費補助

事業者２件、がんばる事業者応援事業というのがありますが、この事業者名と

金額でどのような事業内容で選ばれたのかということについてもお答えくださ

い。 

答（経営戦略） ただいまの２件の御質問でございますが、内容につきまして

は、釉薬の製造をされております事業者さんが１社でございます。これは、が

んばる応援補助事業の中の設備関係の補助をさせていただいておりまして、金

額的には５０万円ということでございます。もう１件が、運送業といいますか、

物流会社さんであります。この事業者さんにつきましては、中小企業診断士に

基づく、経営状況の分析ということで、補助金額につきましては１０万円とい

うふうになっております。 

問（１２） これは今、釉薬とそれから物流と言われたですけど、社名はどう

いう会社ですか。 

答（経営戦略） 会社のお名前でございますけども、やはり企業の関係でござ

いますので、お名前は差し控えさせていただきたいと思います。 

問（１２） これは公の税金を投入してやっている事業ですので、秘密ではな

いと思いますよ。きちっと答えてもらわないと困りますよ。  

答（経営戦略） すいません、釉薬の会社のほうが三州フリット株式会社様、

一方運送会社のほうがコネクト物流株式会社様でございます。  

問（１２） がんばる事業ということで、こうしたこの事業の申請というのは

この年度ではどれぐらいあって、今回この２社が選ばれているということでそ

の選定についてはどのようにされたのか、確認をお願いします。  

答（経営戦略） この事業自体、御案内のとおり、１月１日から新しく新規で

興した事業でございます。昨年１２月の補正で御可決をいただいております。
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ほかにも御相談は７、８件ございましたけれども、どうしてもこれ年度事業で

ございますので、実際に事業に至った業者さんは２社であったということでご

ざいます。 

問（１２） 選ばれる企業、選ばれない企業が出るわけですから、やはりきち

っとしたもちろん基準でやっておられると思いますが、そうしたことが十分説

明できる内容でないとまずいと思うんですね。その点では、例えばコネクト物

流についてはこういうがんばる内容と、それから三州フリットについてはここ

ががんばる事業だという点が明確でないといかんと思います。また、選ばれな

かったところはじゃなんでだろうということになるわけですから、その点につ

いては、概略で結構ですので、特にこの点が違うんだという点があれば明らか

にしていただけたらと思います。 

答（経営戦略） まず少し誤解があるようですけども、結局、補助事業でござ

いますので、補助要件にきちんと合致しておれば、これは予算の範囲の中でき

ちんと補助をしていくという方針でございます。今、２つ目にお尋ねの中身の

ことでございますけども、１番目の設備関係の補助の内容につきましては、釉

薬工場のいわゆる釉薬の薬を分ける機械を、少量の場合は人力でやってみえた

ものを、県の経営革新計画というものをちゃんととられまして、その効率を上

げるために、機械化をされております。工場にあった機械を再利用されて、効

率を上げておるということでございます。それともう一方の運送会社さんにつ

きましては、やはりこういった景気のあおりを受けて、結構物流の部分、それ

から１つ安全性ですね、運送会社さんでありますので、そういった部分での課

題というかお悩みを抱えておられまして、それを今回改善するためにというこ

とで、中小企業診断士に御相談をされたと、そういう内容でございます。  

問（１２） 選に漏れたと言うのか、７、８件というのは、そうすると、そう

したがんばる事業の基準というものにこの反しておったからということなのか、

基準に合致しなかったのか、その辺についてはどうですか。  

答（経営戦略） 私の言い方が適切ではなかったかもしれませんが、選に漏れ

たということではございませんで、初期の御相談はありましたけども、１月か

ら少しでもということで、これはマニフェストにも書かれておりまして、早期
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に対応しましたので、これは今年２２年度も続けて行っておりますので、そう

いう方たちは、今、実際、８月末で７件でしたか、交付申請上がっております

けども、そういった部分のことときちんと事業はされておる方もおられます。  

問（１２） 関連で今年度、７件ぐらいということで、それは申請があって、

今回でいうとこの９月までに受理されてというのがどれぐらいあったかという

ことは後でお答えいただきたいと思います。合わせて、７款１項２目で２１６

ページの工場誘致の関係ですね、これで６００万８，０００円が補助金として

奨励金が出されていますが、この企業とその後の誘致の取り組みというのは現

状どのようになっているのか、お答えください。 

答（経営戦略） まずがんばる事業者のほうでございますけども、今９月議会

の補正にも１９０万の補正をお願いをしておりますが、現状ですね、７事業者

さんが交付決定をもうすでに出しておる状況です。結構補正を上げさせていた

だいておりますのも、御相談は非常に多いということで、そういった形で御理

解いただければと思います。それから企業誘致のほうでございますけども、こ

の６００万８，０００円につきましては、１９年度に指定申請をさせていただ

いております、論地町の瓦製造業者さんでございます。あと事業仕分けの時に

も今後の予定ということで、実際お話が出ておりますが、いかんせん我々、今

高浜市にはその工場を誘致する土地というものは、現在市としては持ち合わせ

ておりません。しかし、この制度自体、御覧になっていただいておわかりだと

思いますけども、増設に対する補助ですとか、それからそれに伴いますさまざ

まな補助を併設をしておりますので、将来展望と申しますと、やむなく工場を、

企業を畳まれた方の後等に、きちんとまた新しい工場ができていくというよう

なことを現段階では描いております。一方、土地がないから全く努力しないの

かと、そういうことではございません。民間企業者等と連携をしながら、新し

い用地の確保にも努めていきたいというふうに考えております。  

問（１２） この工場、この増設奨励とか、それについていうと、企業規模に

制約がありましたね。その辺がなかなか活用できない１つの要素ではないかと

思うんですけど、その点では中小企業が活用できるように改善する考えはない

のかどうか、この間短い期間ですけど、運用されて、それについてはどのよう
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に考えているのかお答えください。 

答（経営戦略） 今、委員さんのおっしゃいました、その活用に対してのこと

ですが、この制度自体、中小企業、いわゆる製造業がその制度の対象となって

おりますが、きちんと大企業だけではございません。中小企業、それから中小

企業法でいいます、小規模事業者の方にもなるべく使いやすくするということ

で、それなりの要件を細かくしてですね、少しでも使っていただこうというそ

ういった前向きの取り組みをいたしておりますので、御理解いただきたいと思

います。 

問（１２） この企業誘致については、市の組織改革というものも関連して、

副市長の直轄グループになっているわけですが、企業誘致の取り組みがこの現

状必ずしも目に見えてこないというふうに感じるわけですが、その点ではこれ

までの取り組みで主な取り組みの状況と、それと組織体制、わざわざ直轄とい

うことですが、見直しの必要があるんではないかという点ではどのように考え

ているのかお答えください。 

答（経営戦略） まず今までの実績というお話が出ましたが、この奨励制度、

１９年の９月につくっております。その後、事業仕分けの時にも御説明してお

りますが、４社の新たな企業が高浜の市内に増設、いわゆる新設をしていただ

いたという、これは唯一の実績でございます。もう１つ目の質問でございます、

新しいグループになって、形として目に見えてこないということでございます

が、成果として、数字として目に見えて上がっておるものは実際ございません

けども、やはり企業さんとのマッチングと申しますか、そういった部分はこの

グループができてからですね、トップセールスをかけながら、市長、副市長に

も企業に出向いていただいて、高浜の現状をお話するとともに、少しでも企業

ニーズを受け取るような形で、そういった部分も順次やってきておりますので、

御理解いただきたいと思います。 

問（１２） 次に７款１項４目の関係で、２１８ページ、成果説明書で、そこ

にいきいき号の循環事業の関係ですが、これも先の一般質問でも一定取り上げ

て、答弁をもらってはおるわけですが、利用率がやや低いのではないかという

点が市民からの主な意見なんですね。この前、一般質問の答弁を踏まえた上で、
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利用をふやすという点で、主にどの点を重点に考えておるのか。コースについ

てのあり方は基本的なことは市内に循環で、１つは刈谷への直行便というのか、

そういう考え方のようですが、市内の循環、例えば２コースということになる

と、１回りがもっと時間がかかるではないかという心配も含めてあるわけです

が、その辺についてはどのように考えているのかということと、それからいき

いき号の利用券の販売、同じ１１９ページに商工会へ１０２万出しておるわけ

ですね。この関係はどのような根拠で算出した補助かという点も合わせてお願

いします。 

答（市民生活） いきいき号の路線の見直しにつきましては、一般質問、総括

質疑等でお答えをさせていただいておりますが、まずもって利用者アンケート、

そして公共交通会議の御意見で多かったのが、現在約１時間で１周を回ってお

る、その時間の短縮というものがございます。そういったところと、当然なが

ら利用者アンケート等ではですね、利用先が病院が多いというようなそういっ

たニーズを含めて、今、その路線を書いておるところでございます。例えば現

状のコースの見直しでいった場合、医療機関等々がくまなく回れるんですが、

時間がかかるよと。そのかわり、例えば具体的に時間を短くすると、ある程度

のところまでは行けますが、ちょっとごめんなさいというところも出てまいり

ます。そういったところを今、私ども実際に道路を走ってですね、走行時間で

すとか、そのものを調査しております。昨日も私、８時から刈谷総合病院のほ

うまで時間測定で走ってまいりました。どのルートで行けば、どの時間で帰っ

てこれるかというようなところも今はかっております。具体的には早くそのコ

ースを決定し、１日でも早く新路線の運行をと思っておるのが現状でございま

す。次に、いきいきチケットでございますが、こちらについては６枚綴りを１

回の乗車が１００円のところを５０円、６枚綴りの３００円ということで２分

の１を補助として出ささせていただくもので、９０万円がそれに当たるもので

ございます。９９万円ですか。当たるもので、３万につきましては、昨年度が

ちょうどいきいき券の発行の３年に１度の年に当たりましたので、その発行に

かかる経費が３万円ということでございます。 

問（１２） 今の商工会の関係が６枚綴りで３００円で売ってもらうと、それ
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は売ってもらって金が入ったのをそのまま例えば手数料引いて市にということ

ではないのか、ちょっと今の９９万円が補助に入るというのが、ちょっと理解

しにくいじゃなかったですか、どうですか。 

答（市民生活） 実際に運行にかかる費用につきましては３００円、その２分

の１が乗っていただける方の補助に当たります。そして市民への販売をいただ

く店舗さんの方に、１０分の１ということで３０円をお支払いをさせていただ

くというものになっておりまして、これが９９万円になるというものでござい

ます。 

 

８款 土木費 

問（９） 成果説明書の２３０ページ、都市計画総務事業費の中で次年度繰越

分として、都市計画マスタープランの修正委託業務があります。平成２０年度

はこれは三菱 UFJ リサーチコンサルティングさんに５００万ほどで出てたと

思うんですけれども、ここで過去２年間の内容についてのまとめを行い将来構

想の策定、ということなので、なぜ受託者が玉野総合コンサルタントに変わっ

たのか、それと２３１ページの緑の基本計画もやっぱり玉野さんが受けてらっ

しゃいます。それから２３９ページの道路現況調査業務委託も玉野総合コンサ

ルタントさんが受けてらっしゃって、委託内容は平成２０年度の業務委託内容

と同じだと思うんですけれども、なぜこう３社、受託先が一緒なのかというこ

とをお願いします。 

答（都市整備） 今回、玉野コンサルタントが全部請け負ったということに関

しましては、これは入札で落札したということで玉野コンサルタントになった

と思います。これが３社、偶然といえば偶然という入札のことです。今回、緑

の基本計画の策定業務委託というものが今回終わっております。その件につき

ましては、緑の基本計画というものは、都市計画マスタープランだとかそうい

ったものに最終的に活用させていただきまして、最後に総合計画に反映してい

くというのが原則となっております。それと２３９ページの道路現況調査業務

委託なんですけれど、これが愛知県の指定道路の図面作成に伴う道路網図の作

成ということで、４２条の１項というのが４メートル以上の道路ということと、
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それから４２条の２項というのが４メートル以下の道路ということで、あとで

すね、４２条の２項以下に１．８メートルものがあるんですが、そういったと

ころの実際４２条の２項になるかならないかという道路の扱いについての現況

調査も行いながらですね、今回の図面を作成していただいておる委託でござい

ます。 

問（９） 偶然だということで了解いたしました。同じく、２３４ページの公

園整備管理事業でその他１０件といって４００万ばかり上がってますけれども、

昨年実績９件で１件ふえただけなのに、１１４万ほどふえているんですけど、

金額が、これはどういったことでふえているんでしょうか。  

答（都市整備） ４０７万５，１６０円のその他の面ですが、この中に載って

ないものが、委託の遊具の保守点検業務委託ということで、高浜市の公園の１

７箇所をやってるものと、それとあと委託の水景施設の保守点検業務委託とい

うものをやっております。これとあとですね、１番平成２０年度から変わった

ものが、先ほど言いました、中部公園と大山緑地の水景施設の保守点検業務委

託が今回３９万９，０００円、２１年度のほうに入っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

問（８） 先ほどの、２３９ページ、道路現況調査業務委託の４２条２項道路

の県の調査ということだったんですけど、これは高浜全域で調査して、４メー

トル以下の道路を道路として認定するかどうかということの、ための調査なん

ですか。 

答（都市整備） ４２条の１項は道路認定になっておりますので、それは調査

はないんですが、４２条の２項の１．８メートル未満のところですね、これは

実際１．８メートルあるかないかの今回は図面の中で台帳の中で整理させてい

ただきまして、その部分の中の１．８メートルあるかないかというのはわから

ない部分が見え隠れしておるところがありますので、そちらのほうの現況を測

量させていただいたということです。 

問（８） ということはそこで判定というか決定するんですかね。 

答（都市整備） 今、調査したところですね、１．８メートルの道路扱いにな

るかならないかというのを、今回その今の台帳の中で整理をしていきたいとい
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うことで、最終的にはまだ判定というところまでは県のほうに報告はしており

ません。 

問（１７） ２３４ページですけども、修繕料が約４００万ほどふえておりま

す。今ですね、最近、近年、特に公園のいろんな施設が破壊されております、

壊されております。そういったことで、２１年において、一体何件ぐらいそう

いった壊されたための修理の件数があったのか、またそれに対する金額がもし

分かっておればお願いいたします。 

答（都市整備） 今回、公園の修繕でかかった件数が１３６件です。苦情が今

回の修繕の中で、苦情が４００件ぐらいありました。 

問（１７） 意味がちょっと違ってますが、要するに壊されたために修理した

件数とか金額がわかっておったらということで、要するに普通の老朽じゃなく

てということです。 

答（都市整備） 修繕が１３６件の中で、遊具のほうが壊された分というのが、

ちょっとしっかりしたものがありませんものですから、あとから調査というの

か回答出させていただきます。 

問（１７） 先ほど確か夜間パトロールやっておるといいましたね、確か。こ

れは対策といってもなかなかこれ難しい面があると思うですけども、どういっ

たようなことを今、やっぱり対策になっちゃうと思うんですけど、どういうこ

とをやっておられます。こういった要するに壊されることに対しての。  

答（都市政策部） 先ほどグループリーダーが言いましたように、いたずらと

かそういった件数、公園だけでいっても大体４００件近くのものがございます

が、その対策といたしまして、夜間はパトロールやっておりますし、日中、１

週間に１回、職員が点検に回っております。そういったことで少しでもそうい

ったいたずらが少なくなるようには努めておりますが、シルバーが結構掃除や

なんかやっていただいておりますので、その中で昨日見ていただいた中部公園

などは結構人目、大人の目がありますので、いたずらは少ないんですが、どう

してもちょっと奥へ入ったというですか、あんまり人の来ないような、そうい

ったところにつきましてはたびたびいたずらはありますので、職員が昼間は回

りますし、夜はそういったことでそういった被害のあった公園については夜間
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のパトロールのほうをお願いしておりますし、大きな工事費等が発生したもの

につきましては、警察のほうに被害届出しまして、警察のほうでもパトロール

をお願いしております。 

問（１２） ８款２項１目、２２０ページの道路工事等の関係ですが、これは

全体に通じて言えることですが、時々市民の皆さんから耳にするのが道路工事

等が整備されたと思ったら、またほかの事業で掘り返すとよく言われるあれで

すね。当市は同じ部に例えば上下水道ありますんで、ガスはちょっと別にあれ

になりますが、そういった点ではそうしたことが起こらないようにするための

対策というのか、どのようにこうやっておられるのか、それについてまずお伺

いします。 

答（都市整備） 下水の場合ですね、年度ごとに整備の箇所が決まっておりま

す。私どもの土木サイドにおきましてもですね、今回路線指定に上げているだ

とか、維持補修をやる時におきましても、その下水道計画に合わせたことで事

業を進めております。 

答（上下水道） 掘り返し規制、道路を私のほう、水道から下水道ということ

で、掘り返すわけなんですけども、そういった調整を毎年４月に碧南、高浜で

道路占用者会議が開かれております。隔月でそういった占用者が集まって、高

浜市のほうでも開かれております。また県道につきましてもですね、知立建設

協議会のほうでそういった占用者を集めて、掘り返しをしないような、道路工

事をいつ計画するかというような会合をやっておりますので、よろしくお願い

いたします。 

問（１２） ぜひそういった点はこれまでも注意されておるようですが、市民

の皆さんからそういう目で映らないような取り組みを要望したいと思います。

それから８款２項１目、２２６ページの前橋の関係ですが、かなりの日時を要

しておるわけですが、現状まだ橋かける前の状態でちょっと止まっておるよう

な感じですが、今後いつ完成予定なのかという点についても、お答えをいただ

きたいと思います。 

答（都市整備） この事業はですね、これで３年目になります。平成２０年か

ら２１年、２２年にかけてやっておるわけなんですが、２３年の３月の末にか
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けまして、前橋の橋につきましては供用開始をできると思います。その後にお

きましては、まだ来年のことにつきましては、まだ引き提だとかありますので、

継続して河川事業に進めていきたいと思っております。 

問（１２） それでは８款５項２目、これいわゆる負担金の関係で、東海環状

地域整備、それから名浜道路推進協議会とそれぞれ入っているわけですが、特

に名浜については高浜地内を通らないようにそういうところへの協議会の参加

ということについて、疑問をかねてから提示しておるわけですが、これも民主

党政権に変わって、この推進協議会のあり方というのか、動きは変わっておる

のかどうか、それについてお知らせをいただきたいと。それから８款５項４目、

２３５ページの昨日見せてもらった中部公園の遊具、それについて予定価格と

落札率、同じくその施設で遊具のスカイロープ、見た感じ、柱がちょっと華奢

な感じがしたわけですが、使用に重量制限等があれば、そういうものの表示、

そういうようなことも必要ではないかということを感じたんですけど、これに

ついてお答えください。 

答（都市整備） まずですね、名浜道路の推進協議会なんですが、民主党政権

になってということなんですが、民主党さんにおきましても前回と変わりはあ

りません。名浜道路の今の現状につきましてですね、名浜道路推進協議会につ

きましては、９市６町、豊橋市さん、半田市さん、豊川市さん、碧南市さん、

西尾市さん、蒲郡市、それから常滑、高浜、田原市と、町におきましては、美

浜町、武豊町、一色町、吉良町、幡豆町、幸田町、これが９市６町になってお

ります。平成１５年の６月から、名浜道路の推進経済連合会が設立されまして

ですね、知多地区だとか東西の三河の総合経済団体である７商工会会議所と１

０商工会による会議でありまして、その地域の経済団体を巻き込んで、今回の

名浜の事業を展開しておるところでございます。中部国際空港から郊外のアク

セス向上の三河地区の物流コースの生活コースの機能分化が期待されるという

ことで、今回高浜市におきましてもですね、先ほど経営戦略が言ったみたいに

ですね、企業誘致をされています。新しい工場も４件も出てきております。そ

の今回の４件をふやすためにもですね、名浜道路というのは確実に必要になる

かと思っております。それと平成１９年度３月３０日付で国土交通省の道路局
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長より概略延長４０キロのうち、碧南市から額田郡幸田町の間、２１キロが調

査区間となっておりますので、よろしくお願いいたします。それと公園の中部

公園なんですが、中部公園の落札価格なんですけれど、中部公園遊具設置工事

ということで、今回請負率が、落札額が０．７１９で落札をしております。そ

れと先の荷重に耐えれるか耐えれないかということなんですが、前回の視察行

っていただいた時もですね、鈴木先生のほうが乗っていただいたんですが、あ

あいったようにですね、かなり大人でも乗れるという状況になっております。 

問（１５） ちょっとこの様式には載ってないので、前から不思議に思ってる

んですけど、例の要するに中部公園の用水ですね、水が通ったことも一時あっ

たんですが、今のところまだ緑のままでですね、非常に汚れているわけです。

最近は亀がすごい多いんですが、あの水のところなんとか流水という計画をで

きないもんですかね。外部から水をとるにしろ、内部から水をくみ上げるにし

ろ、いろいろあるんですが、その辺の方針はどうなってますでしょうか。  

答（都市整備） 池を見ていただくとですね、かなり濁っているとは思うんで

すけれど、一応ポンプは１日２回稼動しております。それの水を循環させてい

ただいておるような状況でおります。 

問（１５） それにしてはあまりにも、あれは汚いもんですから私がもっとき

れいになる方法はないでしょうかということの問題なんです。ちょっとその辺

もまた考えてください。 

問（１６） ２３４ページになりますけれども、公園等の修繕費とかいろんな

ものが出ておりますけれども、昨日も中部公園とかいろんなところに視察に行

きました。そういう中で、遊具等が木の物から鉄のスチール製の物に随分変わ

っているわけですね。どうも冷たい感じがしてしょうがないんですけれども、

安全面考えて、木からスチールに変わったと思うんですけれども、あまり安全

面ばかり考えるじゃなくて、やはり心の温まるような施策が必要じゃないかと

思うんですけれども、基本的なところはどうなんですか。 

答（都市整備） 今ですね、先生の言われたようにですね、木目というか本当

の木という物が、今回の遊具の中で薄れてきておるじゃないかという話なんで

すが、現在先ほど先生が言ったみたいに安全性を考慮して、今の物を使わさせ
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ていただいております。実際は木目から今なったのはですね、これで今、中部

公園のほうもそうなんですけれど、見ていただくと木の安全柵もあったんです

が、昔はというと塗装だとかそういったものをやっておったんですけど、今は

というとその部分が樹脂になったり、そういった状況で色が落ちないような状

況でなっております。木目でやろうというものをですね、今回今委員さんの言

われたことに関しまして、参考にさせていただいて、また次回の平成２３年度

の予算の中で１回そこら辺の中で検討させていただくような格好で思っており

ますので、よろしくお願いします。 

問（１６） 今の話の中で、来年度を目途に注目していくような話がありまし

たけれども、やはり子供たちは自分自身で体験をしながら危険なところ、危な

いところを避けるようになっていくんですね。それをあまりにも安全なことは

大切なことなんですけれども、安全、安全でやりすぎていくと、子供たちが過

保護になっていくような気がしてならないんですよ。この辺はちょっと全体的

なものの考え方になってくるから、非常に難しいかもしれないけど、ある程度

のことはやはりもう少し環境に優しい雰囲気づくりが必要じゃないかと思うん

ですけど、いかがですか。 

答（都市政策部） 今、おっしゃることは十分わかります。それでうちのほう

も最近ですね、今年度、実は丸畑公園の遊具も変えたわけでございますが、市

のほうが決めるではなくて、町内会、子供会通じて、子供たちの意見、学校へ

も照会かけまして、どういった遊具がいいかということを照会かけて、その１

番多かった、希望の多かった遊具を今、丸畑公園、もうじき多分供用開始にな

ると思いますが、そういったことで地域の意見を取り入れて、一応遊具のほう

を選定する方針でおりますので、よろしくお願いいたします。  

問（１２） 先ほどの中部公園の落札率について、７１．９％ということです

が、これは遊具そのもののほうですね。予定価格がちょっと表示なかったです

けど、それ割り返せば出ると思うんですけど、予定価格を教えていただきたい

のと、それと遊具設置工事で安全柵というのはすぐ下にあります。鈴和建設。

こちらのほうの予定価格と落札率についてもお願いします。  

答（都市整備） まず７９５万９，０００円の中部公園の遊具なんですが、０．
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７１９が落札価格ですけど、予定価格が９８５万２，１５０円です。安全柵に

つきましては、今回１３０万以下の物なもんですから、小規模工事ということ

で、３社を見積もりした中で鈴和建設ということです。 

 

９款 消防費 

問（１２） 消防費、その中で２４３ページで、広域連合の分担金の関係です

が、設備更新もかなり一巡してきたんじゃないかというふうに見ておるんです

けど、ここ直近の将来の負担額の見通しというものはどのように見ておるのか、

お答えください。 

答（危機管理） 衣浦東部広域連合の分担金の見通しということでございます。

広域連合の分担金につきましてはですね、平成１７年度から平成２１年度まで

大体高浜市分担金ということでですね、これにつきましては共通経費、それか

ら単独経費とありますので、そういう中で耐震性貯水槽をつくったり、つくら

なかったりということで、変動するケースもありますが、高浜市の分担金とい

たしましては、大体１７年度が約４億３，９００万、１８年度４億３，４００

万、１９年度４億２，３００万、２０年度４億４，５００万、２１年度４億４，

２００万と大体このような金額になっております。今後の見通しにつきまして

も、大体この４億４，０００万円前後の数字になるであろうというふうに予想

しております。 

 

１０款 教育費 

問（９） 成果説明書の２５９ページ、６番目の認定こども園幼稚園機能運営

費補助事業３１７万円、これはどういった機能強化のために支払っているのか、

入園数と月数と金額だけ書いてあるだけなので、ちょっとよくわからないので

説明していただきたいと思います。 

答（こども育成） 認定こども園幼稚園機能運営費補助金でございますが、実

はこども園は幼保連携型と保育所型があります。翼の幼保園につきましては、

保育所型という形で幼稚園機能としての認定を受けておりません。そこで私学

助成金等の補助を受けることができません。それに対して国は全てのこども園
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を普及させるという意味もありまして、こども基金を原資にしまして、保育所

型のいわゆる認定をとってない幼稚園機能に対して、基金のほうから補助金を

出しているものでございます。それに対して、国が２分の１、県が４分の１と

いう補助金が出ますので、市のほうもその分を補助しておるという形でござい

ますので、特別な機能ということではなくて、認定こども園の経営を安定させ

るためという形での国からの補助金を受けて、支出しているものでございます。 

問（９） もう１つお聞きしたいです。２６７ページの生涯教育活動推進事業

ですが、これ平成２０年度は生涯学習情報センター委託料とか女性文化センタ

ー管理運営業務委託とかで上がっていたんですけれども、今年度はなぜ上がっ

ていないのか、その学習センターとしての生涯学習をやらなかったのか、そこ

ら辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

答（文化スポーツ） 女性文化センターのほうにつきまして、これ指定管理の

ほうで２１年度はまた行ってますので、ちょっとそちらのほうで統合というか

含まれているという内容でございます。情報活動センターにつきましてはです

ね、廃止ということでよろしくお願いします。 

問（１２） １０款１項１目、決算書の１９８、１９９ページのところですが、

教育委員会費の関係で９の旅費の関係ですね、これが２１万３，０００円計上

されておると、いうことと需用費が４０万５，０００円、これは１１ですね。

１０款１項１目、教育委員会費の。この主な内容について、お示しをいただき

たいと思います。 

答（学校経営） まず旅費につきましては、費用弁償と特別旅費と普通旅費と

いう３本立てでございます。費用弁償につきましては、委員が出席する市町村

の教育委員会連合会の理事会でありますとか、定期総会、これが津島市でやら

れております。それから特別旅費につきましては、東海北陸教育長協議会並び

に研究大会、それから全国都市教育長協議会研究大会等々でございます。普通

旅費につきましては、市教委の事務職員が学校教育の担当者会でありますとか、

特別支援の事務担当者会で名古屋のほうに２８回ほど出張しております。それ

から三河部の都市教育長協議会のほうで田原市だとか豊橋市へ出張しておる旅

費でございます。需用費につきましては、消耗品につきましては事務用の消耗
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品、これはプリンタートナーでありますとか、チューブファイル、刊行誌等で

ございます。それから燃料費、これは公用車のガソリンで５万３，９７０円。

それから印刷製本費、これが転入、転校の通知書の印刷代でありますとか、学

校経営グループの公用車、トヨタ・プロボックス・バンの車検整備費等でござ

います。 

問（１２） 旅費の中には教育基本構想打ち合わせというものが入ってないで

すか。それについてあれば、どちらのほうに出かけられたのかということと、

相手方、その関係での回数は何回出かけられたのかということにお答えくださ

い。 

答（学校経営） 特別旅費ということで、昨年度の１２月に、教育基本構想の

講師の依頼の打ち合わせということで、私と主幹のほうで京都大学のほうに講

師の依頼ということで伺っております。その旅費でございます。 

問（１２） そうすると教育基本構想については、その１回だけということで

すかね。その京都の基本構想についての依頼の先生というのはどういう方であ

ったのかということについてもお答えください。 

答（学校経営） 旅費についてはこの１日だけでございます。この教授という

のは教育学部の教授で主に建設関係の精通しておる教授ということで御依頼に

行きました。 

問（１２） 基本構想で建設関係の専門ですか。ちょっとその辺が基本構想と

ちょっと結びにくいんですけど、どういった考え方というか特徴を持ってみえ

るのかというような点についてもお答えいただきたいと思います。 

答（学校経営） 教育基本構想は今年から策定委員会のほうを設置いたしまし

て、教育委員会の策定委員会の下に３つの部会、改革部会、それから育成部会、

連携部会、今回京都大学のほうへ行ったのが一応改革プロジェクトのほうの１

番頭になる方の学識経験者ということで、お願いに行ったものでございます。  

問（１２） １０款１項３目の２４４ページの関係ですけど、教育指導費で標

準学力検査実施委託料と、２１３万３，７６０円ということですが、これ市独

自で行っておる内容ですが、国もやっておるという関係で住み分けしておるか

と思いますが、その辺をどのように特徴づけておるのかという点でこの２１年
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度の実施の特徴についてお答えいただきたいと。それから１０款２項１目、２

５０ページの吉浜、昨日現地調査したところですが、これ１，２１０万１，２

５０円になっておるんですけど、これ予定価格と落札率というところについて

もお答えください。 

答（学校経営主幹） 最初の御質問の標準学力テストの関係ですけども、小学

校につきましては、ＣＲＴといいまして、その目標基準に準拠したテストとい

う形で対象が小学校の３年生から６年生で、教科が国語と算数の２教科でござ

います。それから中学校におきましては、ＮＲＴ、これは集団基準準拠のテス

トといいまして、こちらのほうも中学校全学年、国語と数学を対象に実施をし

ております。これは特に１年間の指導の効果を見ることができる。こちらのほ

うは小学校のＣＲＴであります。問題数が非常に多くて、時間を区切って測定

することができるので、結構分野別に信頼性が高いです。小学校でいいますと

問題数が６１、中学校でいいますと問題数が６５あります。今、全国の標準学

力テストでいいますと、中学校の場合で５０なんですけども、それよりも１５

問題数が多いということであります。もう１つは知能検査の連携ができて、要

するに俗にいうアンダーチーバーとかオーバーチーバーとかそういう知能に関

して、どれぐらい学力が到達しているかということを見ることができます。そ

ういったような加減でこの標準学力テストを採用させていただいております。  

答（学校経営） 吉浜小学校の校舎の塗装工事でございますが、設計金額に対

しまして、９２．９％で落札しております。 

問（１２） テストの関係についていうと、いわゆる問題数が若干国より多い

という感じでとれるんですけど、それですと似ておってそう変わらんじゃない

のかという、そういう意味では二重のテストで無駄ではないかという懸念もあ

るわけですね。そういう点では狙いの違い等あれば明確にと。私は国がやって

おるもので、１本で済ませるならそれで十分済むんじゃないかというようなこ

とを感じるわけです。それから今の吉浜の件に関連して、昨日も吉浜を見てき

まして、改修したところはきれいになっておるわけですが、それ以外のところ

はかなり老朽化というのか外見上も老朽化が進んでおるわけですね。そういう

点では、以前から校舎の計画的な改修ということで、むしろそのことが延命化
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につながるんではないかということを我々思っておるわけですが、そういう点

で計画的な改修、できるだけ早めというようなことが必要と考えるわけですが、

その点について、学校の管理の考え方、これが現在どうなっているのかという

ことをお答えいただきたいと、それから１０款２項１目で学校管理事業の関係

で、このところの非常に猛暑で夏休み終わっても大変暑い状況が続いておると

いうことで、学習環境というのはかなり劣悪になっておると思うんですけどね。

その辺ではこれからの学校施設のあり方という点では、課題が出ておるんじゃ

ないかというふうに思うんですけど、その点についてはどのように考えておる

のかお答えください。 

答（学校経営主幹） 最初の質問の学力テストの狙いなんですけど、全国のや

つにつきましては、対象が小学校６年生と中学校３年生の２学年しかないわけ

で、こちらのほうは対象としましては、先ほど申しましたように小学校３年生

以上、全学年という形で、それぞれの指導にあたりまして、どういう学力の実

態を把握するためにはぜひこれは必要だという観点で実施をさせていただいて

おります。 

答（学校経営） 校舎の計画的な改修ということでございますが、先ほども申

し上げましたように基本構想の中にも、議題のほうに出させていただきまして、

校舎建て替えの前に、大規模な改修を図るということも議題に出させておりま

すので、そのなかででてきたキーワードというのが児童生徒の安全安心を最優

先に考えようということで具体的な計画までは出ておりませんけどもそういっ

たことも盛り込んでお話し合いを進めておる段階でございます。それから、学

校施設のあり方ということでございますが、環境面について猛暑だからどうだ

という、特にかわった指針がでておるとか、そういったことはございませんの

で、学校現場のほうからそういったことがもし入れば、市教委としても相談に

乗って考えていきたいと思います。 

問（１２） その点では、夏休み後、大変猛暑も続いておったわけですが、学

校現場から大変環境が厳しいというような要望等はなかったですか。その辺に

ついてお答えいただきたいのとあと、１０款２項１目で、２５１ページの関係

ですけど、学校給食の関係ですね、学校給食法では、調理作業について一定の
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基準での指示がでておるということで、当市の場合には業務委託でこれを行っ

ておるということから、現場で守らせるという点でいくと市が調理作業につい

て指示をすれば偽装請負になるわけですね。そういう点では、どのようにして

この法に基づく調理、作業を確認しておるのかと、極めて疑問なんですけど、

これはどのように行っているのかという点についてお尋ねいたします。 

答（学校経営） 先ほどの環境面ですけども、学校から環境が厳しいのでこう

してくれということはございません。学校給食の関係なんですけども、調理に

つきましては労働局からの見解が出ておりまして、自治体の栄養士が請負業者

の調理員に直接指示を行うということは、これはできないということで、高浜

市におきましてもこれは守られております。ということで自治体の栄養士は請

負業者の代表者、総合サービスにそれぞれ各学校に調理員派遣していただいて

おるわけですけども、そのなかにリーダーさんがございます。そのリーダーさ

んに業務前及び業務完了時のみ打合せができるということになっておりますの

でこれに基づいて業務のほうをやっていただいております。 

問（１２） このいわゆる調理作業を含めて基準に基いてしっかりやられてお

るかどうかという点では今のやり方は大変不自由な形で確認しておるというこ

とのようですが、現場の実態を把握して給食法に基づく調理がやられているか

どうかということを市としても把握していくことが必要になると思うんですけ

ど、その辺については市としてはどのように把握しているのかという点と同じ

く給食の関係については当市は給食費、材料費については公会計に組み入れて

いないんですよね。で、食育というのが教育の一つの重要な柱ということにな

っておるわけで、その点では公会計に組み入れていない自治体というのは少数

派になっていると思うんですね。その点で市がこの給食費、材料費を含めて会

計に繰り入れるべきではないかという点、また必要な、いわゆる義務教育が無

償という観点から補助を増やすなりさまざまな形で無償に近づける取り組みも

含めて会計の処理のあり方をかえるべきではないかと思いますが、それについ

ての見解を求めておきます。 

答（学校経営） まず、調理の方法でございますが、先週私、高浜中学校のほ

うに打合せのほうのぞいてまいりました。調理に入る前に、事前準備といたし
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まして次週の分を今週、水曜日ないし木曜に打合せを行っておるんですけども、

そこで次の週の分の５日分の給食の献立に基づきまして、調理法等を学校の栄

養士とそれから総合サービスのリーダー、調理員も同席しておりましたが、打

合せを行っておりました。内容といたしまして、献立の確認でありますとか、

材料の数力確認、調理方法等を説明しておりました。で、当日ですね給食の当

日になりますと業務前のほうに打合せをしておりまして、まず、総合サービス

のリーダーさんから調理員に対して健康チェックでありますとか献立の確認、

それから誰が何をつくるかという給食調理各担当者の確認、それから作業動線

の確認を行っております。引き続き、学校の栄養士さんから当日の材料の確認

を行うというくらいで、一切業務中は指示のほうはしておりません。それから

学校給食の公会計の関係ですけども、私どものように単独校方式で調理をやっ

ておるというところは、ほとんどが私会計でやっておるということでございま

す。今のところ、この方法でいきたいと思っております。 

問（１２） 当市もちょっと物価が上がった時期に給食費を上げてそのままに

なっているかと思いますが、今日のデフレ状態という中で不況、そして父母負

担が上がったままという点は、大変父母に対しても負担が重いものがあるわけ

でその点では改善が求められると思いますね。教育費の負担率というのは、こ

のＯＥＣＤ加盟国では、日本は負担率が非常に高いという、そして公的な支出

というのは逆に最低クラスということで、結局教育費にかかる父母負担、これ

が教育の困難にする大きな原因になっているという点で給食費はその父母負担

の大きな一つの柱になっているわけで、改善すべき課題であるということは明

確だと思います。それから、作業の関係で偽装請負にならないという見解のよ

うですが、実際にはさまざまな直接見たときに問題点あれば、何らかの形で意

思伝達はされるわけで、そういう点では、請負されておる給食調理作業につい

ていうと全国各地でそういう問題を起こしているわけですね。その点では、当

市のやり方についても改善すべき課題があるのではないかという点が大きな課

題になっていると思います。それから、１０款３項２目の２５６ページで教育

振興の関係ですけど、資料請求したいただいたなかに不登校関係の資料があり

まして、当市が比較的不登校の比率が高いというふうに実態として、表れてい
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るわけですが、それについてはどのような対策というのか、要因と対策につい

てどのような見解でおるのかお答えいただきたい。 

答（教育長） まず、給食の偽装請負の御心配をいただいておるわけですが、

当然、私どもといたしましても、その部分は十分承知をし、留意をしておると

ころでございますので、水野委員が御心配いただくようなことのないようにと

いうことで、かまえて年度当初、とりわけ、年度当初、毎年ではありますけど

も、校長会、それから栄養士等々にもそういう指導もし、打合せも総合サービ

ス含めてくれぐれもそういうことのないようにと毎年チェックを行いながら指

導も行っておりますので御心配いただくことはないかというふうに思っており

ます。それから給食費の公会計のお話でございますが、これはリーダーが申し

上げましたように基本的には単独校方式をとられている県内の学校の状況を少

しみておりますと、公会計ではなく、私会計のとこがほとんどで、これまでの

状況の中で、水野委員も御案内だと思うんですが、公会計にかえていくときの

一つのプロセスがどこの市にもあるということを私も感じております。それは、

センター方式、十分御案内だとは思うんですが、センター方式に切り替えてい

くときが、一つの大きなターニングポイントになっておりまして、それぞれの

公会計をとっているとこというのは、ほとんどがそのときに公会計に切り替え

ているという一つの流れがありますので、さりとて、今、私会計で大きな問題

があるのかということでは、私もないというふうに承知いたしておりますので、

現段階ではこのままの状況を続けてまいりたいと、こんなふうに考えておりま

す。 

答（学校経営主幹） 二つ目の御質問の不登校の関係にお答えしたいと思いま

すけども、２１年度につきましては御指摘のとおり、やはり他の地区と比べる

と少し多いです。小学校におきましては実数でいいますと、２１年度で３８人、

パーセントでいいますと１．２６％になります。中学校におきましては、２１

年度が５６人の実数です。パーセントでいいますと３．９５％ということにな

ります。こちらのほうが特に中学校におきましては西三河でいうと２．８２％、

比較して高浜市が３．９５％というような形になります。で、それぞれの学年

を比較しますと、小学校でいいますと、３年生から６年生までが大体どの学年



95 

も７、８名という形になってきます。中学校のほうは３年生はやはり多くなっ

て２８という数字になっております。各学校におきまして、不登校の担当をつ

けまして、校内での指導を綿密にやっている、それから全世代楽習館等で、学

校のほうに足を向かなくなってしまった子がその前段階として学校に再復帰す

るための準備をする、そういうような形で楽習館のほうでいろいろ指導をして

おります。 

問（１２） あと、２５７ページの幼稚園について、昨日も園舎の現地視察も

させてもらったんですけど、そこで定員も聞きましたら、ここにありますよう

に、例えば高浜３歳児でいうと６０に対して３２人と保育園と違ってやや定員

割れというのか、少ない状況にあるようですが、今後の見込みと定員計画をど

のように考えているのかということと、それから１０款５項２目、２６３ペー

ジ。図書館の関係ですね。これ指定管理者にかわっているが、利用状況とこれ

までとの違いをどのように評価しているのかという点、それからあわせて１０

款５項５目、美術館ですね。どこみても自治体が財政難という状況の中で美術

館の運営費、ここにありますようにかなりの金額になっておるということで、

事業仕分けでも最終的には廃止にはならなかったですが、廃止の声もあったと

いうことで、今後これについてはどのように考えているのか。今の時点での見

解を伺っておきます。 

答（こども育成） 幼稚園の定員、今後の取り組みということでございますけ

ども、やはり幼稚園について、ある意味現状のままの維持であろうということ

は思っておりますが、すでに預かり保育、私ども夏季の預かり保育も始めてお

りますので、就業のほうで保育にかけるとまではいかない方がこういった幼稚

園の預かり保育等も充実するなかで保育の選択肢として、保育園だけではなく

て幼稚園の選択肢という形も今後、魅力ある形の中でニーズはでてくるであろ

ういうふうに思っておりますので、夏季の預かり保育も含めて、今年度も実施

しましたが、来年度も進めていきたいというふうに思っております。 

答（文化スポーツ） まず、図書館のほうにつきましては、平成２１年度から

御案内のとおり指定管理者制度を導入いたしまして、図書館流通センター、Ｔ

ＲＣさんのほうで指定管理のほうしていただいております。こちらのほう、平
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成２１年度の内容みさせていただきますと、直営でやっておった時代よりもま

たさらにサービスのほう充実をされて、職員等の配置のほうも適切にされてお

ります。そうしたなかでまた図書館のほうにおかれますボランティアの方との

連携もうまくやられておりまして、そういった活発というか積極的な考え方の

もとに平成２１年度実施をしていただいております。そうしたなか、選定評価

委員会のほうにおきましてもＡ評価というものをいただいてございます。また、

もう一つその美術館のほうにつきましては、特別展等、上がり下がりというか、

波はあるかとは思いますが、高浜市におきます瓦の文化、そういったものを今

後に引き継いでいくといいますか、今のお子さんたちにも理解をしていただき

ながら、また、本当に高浜のまちっていいなというような実感をもっていただ

けるような、そういう美術館運営をしていただいておると認識しております。 

問（１５） ２５１ページになると思うんですが、１０款２項の１目ですね、

学校給食の関係なんですが、それぞれの小学校、中学校においてこの給食費の

問題で子どもさんが学校に給食費を納めていないというのが発生していると思

うんです。これはあまり表にはたっておりませんが、各学校においてですね、

先生方が大変苦労している問題だと思うんです。その辺市の当局としては、教

育委員会はどのようにつかんでいらっしゃいますか。説明してください。 

答（学校経営） 総額でよろしいでしょうか。平成２１年度現年分でございま

すが、５月３１日現在で小中あわせまして、未納額率のほうは、全体の１．１％

というふうで数字をつかんでおります。 

問（１５） その１．１％のですね、各学校によって数は違ってまいりますが、

それはパーセンテージと実数との違いで、実数でですね、それは１年以内に処

理できる問題とそうでない問題とが生じるわけですよね。どうも学校に聞いて

みますと、処理されるのはまだいいんですが、何か先生も口を濁しておりまし

て、卒業までにできる人とできない人といるようなんですが、その辺は教育委

員会としては最終的にはどのように処理する予定ですか。 

答（学校経営） 給食費につきましては、私債権ということで、学校のほうで

やっていただいております。民法上の解釈でいきますと２年行使しないことに

よって時効ということになっておりまして、もし給食費等納められない子が出
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てきましたら、教育委員会といたしましては、就学援助の制度がございますの

で、これは常時受付をやっております。学校でもやっておりますし、それから、

教育委員会のほうでもやってます。まず、そういったことをします。学校のほ

うでは保護者との面談のなかで督促をしたり、あるいは文書でしたり、学校か

ら自宅のほうに訪問している方もおります。最終的には校長会のほうでも言っ

ておるんですけど、困った案件があれば教育委員会にも相談くださいよという

ことで、２年前でしたか、１件そういったふうで私どもも滞納者さんとこに出

向きまして分納していただいた例がございます。 

問（１５） だいたいわかりました。将来的にですね、そんな問題があれば各

学校と対応していただきたいと思います。 

問（１６） ２７１ページのですね、美術品購入が瓦８点で１００万円で購入

しておりますが、この購入はですね、一括して購入したのか、ばらばらで購入

したのかということと、発掘品なのか発掘品でないのかの二点をお願いいたし

ます。 

答（文化スポーツ） 平成２１年度の収蔵品の関係なんですけども、これ二つ

のほうから買ってございます。点数といたしましては８点を購入してございま

す。これは出土した場所はですね、伝奈良安部寺が一点、三河国分寺、愛知の

三河国分寺、三重伊勢国分寺、そういったところでの出土品のほうのものを購

入しているということでございます。 

問（１２） 先ほど美術館についてお答えがあったわけですが、私ども調査し

たところ１億５，９００万強の費用に対して、利用者が４万６，０００人くら

いで、１人あたり３，４１７円と。で、予算に対しての比率が１．２％程度の

負担ということでかなりの負担ということでかなりのウエイトを占めているん

でぜひこうしたことについても、将来の運営のなかではそのことを念頭に置い

て検討していただきたいということであります。 

問（６） 美術館ですが、簡単に申し上げて特別展、企画展、常設展という比

較をさせていただきますとね、今、乃村工藝社の企画力によっておるという考

え方でいいですか。特別展、特に。それとですね、もう一点、この最近ですね、

例の山下画伯の部分がございます。この辺も含めてですね、多分に乃村工藝社
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の企画力によっておるところがあるなというふうに私は理解しておりますんで

すが、その辺の見解があれば一つお願いします。 

答（こども未来部） 私ども美術館の運営というのはですね、景気が悪いとき

にはこの事業があってどうなのかという議論があることは、しょうがないとい

うふうに思いますが、いったんこの事業をもし高浜市がですね、美術館事業か

ら手を引くというようなことがあれば、これは高浜市のアイデンティティを捨

てるというふうに私自身は思っていますので、今後もこの経費でいいかどうか

というのはまた将来的な指定管理料の中の協議の中でやってまいりますが、こ

の美術館の事業というのは、ぜひ委員の皆様方も御協力を願いましてぜひ御観

覧もいただきまして、盛り上げていただくようにお願いしておきます。 

問（６） 表のよみ方だけ。２４４ページ。協議委員会、教育委員会の開催の

表のよみ方がわかりませんので、お教えください。定例会１２回、臨時会３回

内容、ずずっとありますが、この辺どういうふうに判断すればいいですか。 

答（学校経営） 定例会は毎月１回開催させていただいております。そのなか

で例えば条例・規則のほうでいきますと６議題があがっております。人事関係

でいくと５議題、その他でいきますと、５議題があがっているというふうな回

数の数え方でございます。 

問（８） ２４９ページの教育活動支援事業のなかの（４）外国人早期適応指

導員配置事業、これ２１年度に具体的な取り組みがされているわけですけども、

その事業の展開と成果といいますか、説明をお願いしたいと思います。それか

ら同じページの国際理解推進事業のなかの（２）の外国人英語指導助手派遣業

務委託事業について各小学校に１名配置されていますけども、その成果につい

て御説明願いたいと思います。 

答（学校経営主幹） まず、最初の外国人早期適応指導員配置事業であります

けど、これは翼小学校のほうに教室を設置をしまして、日本語のプレクラスと

いうんですかね、くすのき教室といいますけど、外国のほうから初めてこの日

本のほうにきたという子で、編入学といいますけど、外国籍の子たちで日本語

だとか、それから日本の習慣だとか、学校の生活、そういったものに全く馴染

みがない、そういう子に対して指導をしております。指導内容は大きく二つあ
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りまして、一つは適応指導として、今言いました日本の習慣だとか、学校の生

活様式だとか、そういったものを指導することと、もう一つはその子に必要な

日本語の教育というような形でやっております。原則としまして、翼小に拠点

があるんですけども、高浜市に在住する小学校または中学校の子については、

どの子も通学ができるようなそういうシステムになっております。一応原則と

しまして４月の時点から３カ月、それから２回目としまして９月から３カ月、

３回目、１月から３カ月というふうに、３回３カ月単位でそこの教室に在籍で

きるというような形になっております。２１年度の実績につきましては、合計

９名の児童が通室をしました。学校別の内訳でいいますと、翼小が５名、それ

から吉浜小学校が２名、高取・港が各１名です。で、どの子もほぼ２カ月間で

ほとんど適応することができて、それぞれの学校のほうに学級のほうに入って

おります。この２１年の４月の頭現在で外国人の児童生徒数が１４４名という

形で、非常にたくさん数えますので今後もこの形を維持発展させていきたいと

考えております。それから、二つ目の外国人英語指導助手の派遣事業委託の関

係でありますけど、こちらのほうは来年度平成２３年度から新学習要領が全面

的に改訂されます。それにともなって、小学校のほうに外国語の活動が入って

きますので、そのために学級担任がこれは授業にあたりますから、そのＡＬＴ

といいますけど、そのネイティブな発音に慣れることだとか、表現力だとかそ

れから異文化の紹介だとかそういったものをＡＬＴの先生は、非常にユーモア

を交えて接してくれるので、楽しく外国語活動を展開することができます。昨

年度実施をしまして最後アンケートをとりましたところ、９５％以上の児童が

肯定的な回答をしております。それから、今後そのＡＬＴと学級担任の先生と

のティームティーチングを検討することによって、小学校の教師の指導力もＡ

ＬＴの先生から向上させるような形が今後期待されるという形であります。 

問（８） 翼小学校５人で、吉浜小学校が２人、取小と港で１人ずつというこ

とですけど、これは２１年度に編入された方全員、子どもさん全員ということ

なんでしょうかね。それから編入するということは、直接学校に編入するわけ

ですけども、学校で授業を受けながら、その違う時間にそこの翼の学校へ行っ

て日本語の勉強とか習慣を勉強するのか、２カ月なり３カ月間くすのきへいっ
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てから編入するのかその辺はどうなってますかね。 

答（学校経営主幹） 直接ですね、学校の籍としてはその学校の学級籍に入る

んですけど、そのクラスでは例えば、日本語もわからないし習慣もわからない

ので籍だけ最初に入って、通うのはくすのき学級というような形になってきま

す。通い慣れた時点で、もとの自分の在籍する学級のほうに入っていくという

ようなシステムです。１年生の子につきましては、全員です。あとブラジルか

らくる子だとか、ペルーからくる子だとか、国籍のちょっと違う子もおります

ので、昨年の例でいいますと、先ほどいいました、１年生の子については全員

そうですね。小学校４年生の子につきましては、最初に学級におりまして、途

中からこちらのほうに入ってまいりました。だけども、途中でこの子は自国の

ほうに帰ってしまいましたけど、いろんなケースバイケースがあります。 

 

１１款 災害復旧費 

 

 質 疑 な し 

 

１２款 公債費 

問（１２） １２款１項１目、２８５ページの公債費の元金返済、これだけの

ものはわかるわけですが、今残っている公債費、債権のなかで利率の高いの最

高はどれだけかということと、繰り上げ償還等、借り換え含めて検討している

かどうかだけお答えください。 

答（財務評価） 現在利率が高いものというお話でしたけど、現在７．０％以

上の地方債の残高等の状況でございますが、平成元年度に借り入れを行いまし

たものが１本ありまして、７．３％で１本でございます。それから繰り上げ償

還の予定についてでございますが、高浜市構造改革推進検討委員会の報告書に

おきましては、その目標数値を平成２２年度までに約５億円としているところ

でございます。それで現在の状況ですと、４億９，５００万の繰り上げ償還を

しているところでございまして、今年度につきましては繰り上げ償還の予定は

していないということになります。来年度以降につきましては、先ほどもでま
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した、中期財政計画のなかでですね、そういったことをしっかりと位置づけて

いきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

 

１３款 諸支出金 

 

 質 疑 な し 

 

１４款 予備費 

 

 質 疑 な し 

 

《質疑》 

問（１２） 質疑漏れというのか、質問して問題の所在が不明確になったこと

ですが、３款１項７目の需用費、役務費という関係、これ帳票をもってきまし

て、高齢者の在宅施設介護費という関係で、財産管理人の選任審判申立収入印

紙代というのが８００円入っているんですよね。これ老人ホームに入っている

人が財産だと思っておったのか、しかし、財産があってその処理について家裁

で申立をしたという手続き、そういう事案があるんですよね。これは老人ホー

ムに入っている人たちというのは、そういう点でいうと、事前に財産等も把握

してこういう裁判にかけるような事案になっていかないじゃないかとそういう

点ではきちっとした標準をもって、事前にそういうことも把握してやられてお

るんじゃないかと思っているんで、その辺のことがなぜ起こったのかなという

ことで疑問で先ほど質問させてもらったんですけどね。これは、豊田町にある

老人ホームにみえた方が亡くなられて財産の処分に関する申立手続きをしたと

いうそういう案件があるんですけど、そういうことが起こらないように事前に

そういった把握を含めてやるべきではないかということで質問させていただい

たんですけど。 

答（介護保険） この事案につきましては、昨年の５月にですね、高浜市措置

者の方が治療の甲斐なく、措置期間中にお亡くなりになりました。それで、お
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亡くなりときにですね、慰留金品の引渡しを相続人に行うわけなんですが、そ

の相続人の方が、頑なにその受領というか、関係ないということで、金品の引

渡しができなかった事実がございます。そういったことで相続財産管理人とい

うことで裁判所のほうへ申立を行いまして、裁判所のほうから専任されました

弁護士さんがですね、その相続人のほうへ引渡しを行う手続きを現在やってい

ただいております。 

委員長 本日の審査はこれをもって打ち切りとして、１５日、午前１０時より

再開したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 御異議なしと認め、本日の審査はこれをもって打ち切り、１５日、午

前１０時より再開いたします。本日はこれにて散会いたします。  

 

散会 午後５時０４分  

 

 


